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序文 
 
	 「身体診察マニュアル」および「乳幼児健康診査事業	 実践ガイド」は、平成 29年度子ども・
子育て支援推進調査研究事業 課題 23「乳幼児健康診査のための「保健指導マニュアル（仮称）」
及び「身体診察マニュアル（仮称）」作成に関する調査研究」の事業費により作成した。 
その主旨は、以下の通りである。 

 
1	 調査研究事業の目的 
乳幼児健康診査（以下、「乳幼児健診」とする。）における問診内容や健康診査時の手技が標準化

されていないため、診察する医師や関わる看護職等のスタッフの技量により結果が異なるといった

課題に対し、乳幼児健康診査の標準化につなげるため、現場で実践可能なマニュアル等を作成する。 
 
2	 調査研究事業の内容 
	 「標準的な乳幼児健診に関する調査検討委員会」を組織し、日本小児医療保健協議会（四者協）

健康診査委員会や関係学会・団体等と密接に連携して事業を実施した（担当責任者：国立成育医療

研究センター	 小枝達也）。 
なお、本研究事業では下記の調査を実施した。 

l 乳幼児健診における医師の診察項目、精度管理、医師研修に関する実態調査 
l 乳幼児健診における標準的な問診項目への回答者の状況と背景因子に関する調査 
l 乳幼児健診における現場担当者の保健指導スキルに関する調査 

 
3	 冊子の内容 
「身体診察マニュアル」は、乳幼児健診事業で診察に従事する医師を主な対象として、厚生労働

省が示している標準的な診察項目に基づいて、具体的な実施方法を記述した。 
「乳幼児健康診査事業	 実践ガイド」は、市町村が実施する乳幼児健診事業の企画、運営から評

価の実践方法、及び多職種が連携する保健指導（乳幼児健診結果を踏まえた事後指導を含む。）に

ついて、保健師をはじめとするすべての乳幼児健診事業の従事者、および市町村を支援する都道府

県の関係者を対象として記述した。 
すべての自治体において、両冊子が相補的に利用され、乳幼児健診事業の標準化や「健やか親子

２１（第２次）」の展開が進むことを期待する。 
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「乳幼児健康診査事業 実践ガイド」の目的と活用 
 
1	 目的 
「乳幼児健康診査事業	 実践ガイド」（以下、「本書」とする。）の目的は、乳幼児健康診査（以

下、「乳幼児健診」とする。）における問診項目や健康診査時の手技が標準化されていないため、

診察する医師や関わる看護職等のスタッフの技量により結果が異なる課題に対し、乳幼児健診事業

の標準化につなげるため、現場で実践可能な業務指針等を提供することである。 
 
2	 対象と活用 
	 本書は、乳幼児健診事業に携わる保健師をはじめとする多職種の従事者を対象としている。自治

体事業の視点から、標準的な保健指導につなげるための問診項目や多職種間で共有すべき情報の活

用、事業評価の方法等を示している。 
乳幼児健診事業の企画・運営や評価にあたる市町村の担当者や、市町村事業への助言指導にあた

る都道府県の担当者に対しては、乳幼児健診従事者への研修、業務手順書の見直し、都道府県版の

乳幼児健診マニュアルの作成や見直し等への活用が期待される。 
付属DVDには、乳幼児健診事業の従事者を対象とした新規または現任者研修等に活用する目的
で作成した「乳幼児健康診査事業	 実践ガイド」の内容に関する研修教材等を収載している。併せ

て発刊する「身体診察マニュアル」は主に医師を対象としているが、乳幼児健診事業に従事するす

べての職種が、双方の内容を共有すべきである。 
 
3	 本書の作成 
本書は、標準的な乳幼児健診事業に関する厚生労働科学研究班等の先行研究*の担当者（巻末参

照）が、執筆にあたった。 
「身体診察マニュアル」とともに、平成 29年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「乳幼児
健康診査のための「保健指導マニュアル（仮称）」及び「身体診察マニュアル（仮称）」作成に関

する調査研究」により「標準的な乳幼児健診に関する調査検討委員会」を組織し、関係学会・団体

等と密接に連携して事業を実施した。 
本書は、日本小児科学会、日本小児保健協会、日本小児科医会および日本小児期外科系関連学会

協議会で構成される日本小児医療保健協議会の健康診査委員会での検討を経て作成した。 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
* 平成 24～26年度厚生労働科学研究費補助金（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業）乳幼児健康診査の実施と評価ならびに多
職種連携による母子保健指導のあり方に関する研究 
平成 27～28年度国立研究開発法人日本医療研究開発機構乳幼児期の健康診査を通じた新たな保健指導手法等の開発のための研究 
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第 1 章 総論 

第 1 節 母子保健事業における乳幼児健診事業の位置づけ 
 

1	 乳幼児健診事業の根拠と実施状況 
わが国の乳幼児健診事業は、母子保健法に基づいて実施されている。第 12条には「市町村は、
次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。」

と定められ、「満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児」（1歳 6か月児健診）および「満三歳を
超え満四歳に達しない幼児」（3 歳児健診）を対象とする健診は、法定健診とも言われる。これ以
外の対象者については、第 13条に「前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は
乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならな

い。」と定められている。 
母子保健関連施策の中で、乳幼児健診事業は、妊娠の届出・母子健康手帳の交付、妊婦健診や産

婦健診、乳児家庭全戸訪問事業などに引き続いて実施されるものである（図 1-1）。長い歴史と高い
住民の理解の下に、現在でも高い受診率が得られている。 

 

 
図 1-1	 母子保健関連施策の体系（厚生労働省子ども家庭局母子保健課） 

 
法定健診以外にも市町村では、様々な健診が実施されている（表 1-1）。このうち 3～4か月児健
診はほとんどの市町村で実施され、9～10か月児健診がこれに次いで多い。2歳児歯科健診や6～7
か月児健診、5歳児健診など、市町村によりさまざまな対象時期で実施されているが、実施する市
町村数は多くない。なお、小児科の診療所などで、かかりつけ医として独自に実施している健診の

実施状況は把握されていない。 
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乳幼児健診には、市町村の保健センター等で行う集団健診と、医療機関に委託して行う個別健診

がある。法定健診のほとんどは集団健診で実施されているが、乳児期の健診では個別健診の割合が

比較的高くなっている。対象時期や集団健診か個別健診かの実施方法は、市町村により様々な状況

にある。 
 

表 1-1	 乳幼児健診の実施状況（平成27年度（1741市町村）） 

健診 

一般健康診査 歯科健康診査 

実施 
あり 

公費負担 
あり 

集団 
健診 

個別 
健診 

実施 
あり 

公費負担 
あり 

集団 
健診 

個別 
健診 

2週間児健診 16  13  2  14 0  0  0  0  
1か月児健診 456  432  9  447 0  0  0  0  
2か月児健診 119  116  48  71 6  6  6  0  
3～4か月児健診 1,702  1,658  1,371  331 50  50  47  3  
5か月児健診 193  188  134  59 23  22  23  0  
6～7か月児健診  766  751  481  285 53  52  52  1  
8か月児健診 225  222  3  135 29  27  29  0  
9～10か月児健診 1,261  1,233  664  593 108  103  103  5  
11か月児健診 239  234  124  115 36  34  36  0  
1歳児健診 331  314  288  43 180  173  166  14  
1歳 6か月児健診 1,741  1,741  1,676  52 1,741  1,741  1,664  51  
2歳児健診 441  421  434  7 874  849  800  74  
3歳児健診 1,741  1,741  1,708  23 1,741  1,741  1,678  44  
4歳児健診 42  39  40  2 74  72  67  7  
5歳児健診 209  205  201  8 117  113  105  12  
6歳児健診 16  16  15  1 39  38  36  3  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課調査（一部改編） 

 
2	 乳幼児健診事業の歩み 
わが国の乳幼児健診事業は、国民皆保険が成立する以前から医療保険制度とは独立して、主に自

治体の施策として発展してきた（Power Point 1章 1節 4 (PP 1-1-4)）。 
1937年（昭和12年）に保健所法が制定され、保健所における乳幼児保健指導が開始された。1939 
年に愛育会と中央社会事業協会が提唱した「乳幼児一斉健康診断」が、わが国の乳幼児健診の始ま

りとされる 1)。1942年の妊産婦手帳の開始に伴い、最低 3回（妊婦届，妊娠5～6か月頃，妊娠 9
か月頃）の診察（妊婦健診）が奨励され、翌年の「妊産婦保健指導指針」において、産後の 2 回
（産後 2 か月と 6 か月）の診察が追加された 2)。第二次世界大戦後の 1947年に児童福祉法が公
布され、1948年には（都道府県）保健所で乳幼児健診が開始された。同時に厚生省告示第26号で
母子手帳が定められ、1965年（昭和40年）の母子保健法の公布で母子健康手帳と改称された。そ
の後、保健所での 3歳児健診（1961年）、委託医療機関での個別健診（1969年）、市町村の 1歳6
か月児健診（1977年）が開始され、3歳児健診への視聴覚検査（1990年）が追加された。 

1997年（平成 9年）に母子保健法が改正され、乳幼児健診事業の実施主体が市町村となった。
1998 年、厚生省児童家庭局長通知「乳幼児に対する健康診査の実施について」（児発第 285 号）
が発出され、乳幼児健康診査実施要綱が示された。2015年からの「健やか親子２１（第２次）」で
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は、乳幼児健診事業の評価指標が定められるとともに、評価指標の一部を乳幼児健診の必須問診項

目に設定し、母子保健課調査として毎年度把握されることとなった。これを受け局長通知が改正さ

れ、「事業の評価を定期的に行う体制を整え、効果的な事業の運営を図る。」ことが明記された（第

3次改正 雇児発0911第 1号2015年）。 
 
3	 健康課題の重層性と多職種連携 
乳幼児健診で取り扱う健康課題は、戦前・戦後の発育や栄養の改善から（三次予防）、股関節脱

臼など疾病の早期発見と治療、脳性まひや視覚・聴覚異常の発見と療育（二次予防）、肥満やう蝕†

の予防、社会性の発達、親子の関係性や親のメンタルヘルス、子ども虐待の未然防止など（一次予

防）、時代とともに大きく変遷してきた。課題の多くは現在にも通ずるもので、乳幼児健診で取り

扱う健康課題は重層化していることが特徴である。そして、現在では、健康課題のスクリーニング

の視点だけでなく、支援（サポート）の視点が必要となっている（図1-2）。 
これに呼応して乳幼児健診に従事する職種も、医師・歯科医師、保健師、看護師、助産師、歯科

衛生士、管理栄養士・栄養士、心理職、保育士などの多くの職種がかかわりをもつようになった。

多職種の従事者がワンストップのサービスを提供する集団健診は、乳幼児健診に特有のスタイルで

ある。 
 

 

図 1-2	 乳幼児健診の主要課題の重層性 
 
4	 新たな課題の出現等による母子保健関係業務の複雑化 
「健やか親子２１」の最終評価報告書では、母子保健事業の推進のための課題として、新たな課

題の出現等による母子保健関係業務の複雑化が指摘された（PP 1-3-2）。母子保健を取り巻くその
他の分野の概念が、複雑かつ密接に関わり、その境が分かりにくくなったこと、関連施策や計画等

が増えてきたことが課題として挙げられた（図 1-3）。 
乳幼児健診に関係する法律としては、地域保健法（1947年）、児童福祉法（1948年）、母子保健
法（1965 年）が挙げられる。近年になり、児童虐待の防止等に関する法律（2000 年）、次世代育
成支援対策推進法（2003年）、少子化社会対策基本法、発達障害者支援法（2004年）、食育基本法

                                                
† 「う蝕」は、「むし歯」の同義語である。歯科医療の用語として広く使用されていることから、本マニュアルでは「う蝕」で統
一している。 
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（2005 年）、子どもの貧困対策の推進に関する法律（2013 年）など、幅広い分野の法律や関連通
知等に、乳幼児健診事業の役割や活用に関する記述が認められるようになった。乳幼児健診事業は、

母子保健事業のみならず、様々な施策のいわば根幹をなす事業と位置づけられるものとなっている。 
 

 
図 1-3	 母子保健事業と関連する事業のイメージ図 

 
子育てに何らかの困難や要因がある場合の支援策には、様々な状況がある。保健師等との良好な

信頼関係を結び、助言や情報提供があれば、近隣のサポートを受けるなど自ら対処可能な親がいる。

一方、困難を打開するためには、保健機関による個別支援（電話や家庭訪問、面接など一定の方針

を立てて仕掛ける継続的な相談）や、事後教室などの支援事業（市町村ごとの年度計画による事業）

が必要な親に対しては、「暖かなおせっかい」で関係を結ぶ必要がある。さらに、保健機関の個別

支援と共に、福祉部門や医療機関など他機関と連携した支援が必要な場合もある。支援の必要性を

認めない場合も含めて、すべての親子が母子保健事業の対象である。乳幼児健診事業においては、

健診受診者の支援の必要性を把握するとともに、未受診者を必要な支援につなげることで、すべて

の親子に必要な支援を届けることができる（PP 1-1-7）。 
 
5	 乳幼児健診データの活用による母子保健事業等の評価 
乳幼児健診は全国の市町村で高い受診率が得られていることから、そこで得られる個別の健康状

況データを地域の状況把握に活用することができる。つまり、問診場面で把握される状況から、個

別の相談や支援につなげると共に、その時期までの市町村における母子保健事業等をリアルタイム

で評価する数値として活用することが可能である（PP 1-1-8）。 
母子保健事業等の評価として、例えば、市町村は、食生活や生活習慣、歯科保健に関する問診デ

ータ等の経年変化を集計することで、乳幼児健診の保健指導を評価することができる。国の集計で

は、地域の健康度の経年変化等を用いた歯科や栄養、生活習慣などに関する評価が、795 市町村
（45.7%）で実施されている（平成27年度）。都道府県や保健所単位で、その地域で特に重要な健
康課題について共通の問診項目を定めることで、都道府県の健康状況を把握し、都道府県の母子保

健計画等の評価に活用するとともに、管内市町村の比較により市町村への技術的助言に活用できる。
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愛知県では、2011年度から県共通の問診項目を定めて、活用している 3)。「健やか親子２１（第２

次）」では、評価指標のうち「健康水準の指標」や「健康行動の指標」を把握する設問を、3～4か
月児健診、1歳 6か月児健診と 3歳児健診の全国共通の問診項目として、毎年度、母子保健課調査
として実施されている（PP 1-1-9）。 
全国共通の問診項目の活用の考え方は以下の通りである（図 1-4）。3～4か月児健診、1歳 6か
月児健診と 3歳児健診すべてで対象となっている問診項目は、「ゆったりとした気分で子どもと過
ごせる時聞がある母親の割合（重点課題①-1）」「育てにくさを感じたときに対処できる親の割合
（①-2）」「積極的に育児をしている父親の割合（基盤課題 C-5）」など、子どもの成長が、回答結
果と関連する指標である。これらの項目を用いた実際の問診場面では、子どもの状況変化に苦慮す

る様々な姿が把握される。「この地域で子育てをしたいと思う親の割合（C-1）」の項目などととも
に、それぞれの回答割合を集計し、他市町村や都道府県・国の平均値と比較することで、対象年齢

によって異なる母子保健事業や子育て支援の施策の効果を直接、間接的に評価できる。なお、「子

どもを虐待していると思われる親の割合（②-2）」に関連した問診項目は、質問文にある通り、こ
の数か月間に家庭内で起きた子育て上のトラブルに関するものであり、集計値は、親の虐待の頻度

を示すものではない。 
3～4 か月児健診に特有の問診項目では、妊娠や出産後の保健指導などに関連する事業の状況が
把握されるとともに、個別の問診場面では妊娠中から出産後の状況を振り返り、今後の支援につな

げることができる。なお、「乳幼児揺さぶられ症候群（SBS）を知っている親の割合（重点課題②-5）」
の指標に関する問診項目は、乳児の激しい揺さぶりが脳障害を引き起こすことを啓発する意味も込

められている。 
 

 
図 1-4	 問診等で状況を把握する指標とその時期 

 
1歳 6か月児健診に特有の項目では、「仕上げ磨きをする親の割合（A-11）」に関する問診項目が
設定されている。う蝕の予防とともに親から子どもへのかかわりを促す項目である。また、予防接
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種や子どもの事故に関する項目は、予防接種事業、子どもの事故予防強化事業の評価につなげると

ともに、問診項目以外の予防接種の勧奨や家庭内での事故予防策に活用することができる。 
 
6	 乳幼児健診事業の今後のあり方 
1）子育て世代包括支援センターとの関連 
現在、全国展開を目指している子育て世代包括支援センター（PP 1-1-11）には、妊娠初期から
子育て期にわたり、妊娠の届出等の機会に得た情報を基に、妊娠・出産・子育てに関する相談に応

じ、必要に応じて個別に支援プランを策定し、保健・医療・福祉・教育等の地域の関係機関による

切れ目のない支援を行うことが求められる 4)。今日、ほとんどの市町村において、妊娠の届出時に

アンケートを実施する等の方法で、妊婦の身体的・精神的・社会的状況が把握されている状況であ

る。乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん）事業もほとんどの市町村で実施され、支援対象者は

健診受診以前に把握されていることも少なくない。乳幼児健診は、支援対象者との関係性を結びな

おし、継続的な関係を構築する場でもある。 
ほとんどの市町村で実施されている 3～4か月児健診と、法定健診である 1歳 6か月児、3歳児
健診を、未受診者も含めたすべての親子の状況を確認する機会と位置付けて、定期的に支援やフォ

ローアップの状況を見直すことで、子育て世代包括支援センター事業の評価につなげることができ

る（第 4章第 2節）。 
 
2）他の健診事業等との連携の考え方 
乳幼児健診は、妊婦健診や学校健診とともに、すべて長い歴史と高い受診率が得られ、住民にし

っかりと根付いた制度である。妊婦、乳幼児、児童・生徒と対象は移り変わるが、一貫して健康の

保障（健康の保持・増進）を目的としている。乳幼児健診と学校健診では、身長、体重などの身体

測定値、問診や診察により子どもの健康状況の把握が行われている。妊婦健診だけでなく、近年、

産婦健診も開始されて、妊婦のメンタルヘルスや社会的要因の把握の役割も果たすようになってい

る。乳幼児健診との連携で、親と子の社会的な健康も保障する役割が求められている。また、乳幼

児健診で取り扱う発達の保障は、就学時健診や学校健診との連携により、就学の保障や基礎的学力

を保障するための教育の提供にもつながっている。 
妊婦健診・産婦健診、乳幼児健診と学校健診は、住民のライフサイクルの中で、健やかな次世代

を継承することを目指す、いわば「基本領域」と考えることができる（図 1-5）。一方、妊婦健診・
産婦健診、乳幼児健診、学校健診には、その年齢や対象ごとに、早期に発見し、治療につなげるた

めの検査項目がある。例えば、妊婦健診では妊娠高血圧症、感染症スクリーニングが行われる。新

生児期には先天代謝異常スクリーニングや聴覚スクリーニングが実施され、乳幼児健診では、乳児

股関節検診、視覚検査、聴覚検査が行われている。学校健診でも心電図検診、学校検尿などが実施

されている。職域・地域保健領域では、特定健診・特定保健指導、各種のがん検診や、労働者がメ

ンタルヘルス不調になることを未然に防止するメンタルチェックなど、個別の健康課題に対する健

診事業が中核となっている。その目的には、医療費削減という共通点がある。乳幼児健診や学校健

診の年齢や対象ごとの検査項目とともに、いわば「個別疾患領域」の健診事業と整理することがで

きるのではないだろうか。 
さらに、わが国では国民皆保険制度が整い、現在ではすべての市町村において、子ども医療費助

成制度等の医療費を援助する制度が利用できる。これらの医療制度は、「何かおかしい」と気づい

た親が医療機関を受診するモチベーションを高め、事実上、疾病を早期に発見する役割も担ってい
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る。また小児科の診療所を中心に、一般診療の中でのいわゆる「子育て相談」に対する関心も高い

5)。すべての親子に必要な支援を届けるためには、乳幼児健診の充実とともに、妊婦健診・産婦健

診、学校健診等の健診事業や、医療保険制度による医療サービスが、複合的な基盤として活用され

るための情報の共有と利活用が求められる。 
2013年 6月に閣議決定された成長戦略「日本再興戦略」を契機として、現在、すべての健康保
険組合において、データヘルス計画が実施されている。これを背景とし、未来投資会議構造改革徹

底推進会合「健康・医療・介護」会合（厚生労働省、総務省、文部科学省）では、乳幼児期・学童

期の健康情報の連携についての検討が始まっている 6)。今後、これらの検討結果も踏まえた、乳幼

児健診事業のあり方についての議論が期待される。 
 

 
図 1-5	 乳幼児健診事業と他健診事業等との連携の考え方 
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第 1 章 第 2 節 事業計画に基づいた企画と評価の必要性 
 
1	 母子保健事業の推進のための課題 
	 「健やか親子２１」最終評価報告書では、母子保健事業の推進のための課題が明確となった 7)。

母子保健に関する計画策定として、1997年から母子保健計画（市町村）の策定と見直しが行われ
たものの、その後、次世代育成支援対策推進法に基づく次世代育成行動計画（都道府県・市町村・

事業主）への包括化や健康増進計画（都道府県・市町村）などとの関係から、どの計画に位置付け

られるか、取組や実施体制等にも自治体ごとに異なる状況となっていることが示された。また、乳

幼児健診事業の内容や手技が標準化されていないこと、問診内容等が市町村ごとに異なること、情

報の利活用が不十分な状況も指摘された（表1-2）。 

 
表 1-2	 最終評価の検討において指摘された今後の課題 

母子保健事業の推進のための課題 
1．母子保健に関する計画策定や取組・実施体制等に地方公共団体間の格差があること 
2．新たな課題の出現等による「母子保健」関係業務の複雑化 
3．母子保健事業の推進のための情報の利活用の状況について 
 l 健康診査の内容や手技が標準化されていないこと 

l 情報の利活用が不十分なこと 
 ü 問診内容等情報の地方公共団体間の比較が困難なこと 

ü 情報の分析・活用ができていない地方公共団体があること 
ü 関連機関の間での情報共有が不十分なこと 

 
わが国の母子保健の状況を振り返ると、20世紀中盤には、乳児死亡率などの基本的な保健指標
が顕著に改善しているが、これは母子保健事業の成果と言えるだろう。その成因として、中村 8)

は、当時の一般的な女性の教育レベルの高さや住民組織の存在、保健師等の訪問活動や現任者教育

システムとともに discretion in front-line service（現場裁量権）の存在を指摘している。つまり、
保健師等の現場従事者が、地域や住民のニーズに合わせて現場レベルで工夫できたことが、成果の

一因ということである。母子健康手帳においても、省令様式以外のいわゆる任意様式については、

市町村により独自に工夫されている。乳幼児健診の実施状況が異なるのは、保健指導などの個別性

の高い業務と直結するため、現場のニーズを反映する工夫によるといえる。これまでの母子保健事

業の成果は、個別の対象者や現場のニーズに対峙した保健師等の熱意と努力で達成されてきた。し

かし、この強みは、現場従事者の個々のスキルに依存するという短所と表裏一体である。また、母

子保健事業の複雑化や地域の健康格差を踏まえた事業展開が、乳幼児健診事業においても求められ

ている。 
 
2	 事業計画と評価 
「乳幼児に対する健康診査の実施について」の局長通知の改正（2015年）では、「事業の評価を
定期的に行う体制を整え、効果的な事業の運営を図る」ことが明記された（第 3次改正雇児発 0911 
第 1号）。事業計画に基づいた評価は、行政サービスの標準化のためだけでなく、現場ニーズに呼
応した人材育成や事業実施体制の改善に必要な予算獲得のためにも不可欠といえる。 
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1）乳幼児健診事業の企画 
乳幼児健診事業は、日常の現場業務としてしっかりと根付いた事業であるが、その企画にあたっ

ては時代の変化に伴う事業の意義に照らし合わせるべきである。標準的な乳幼児健診事業と保健指

導について検討を重ねてきた研究班 9)では、親子の健康を保障するための乳幼児健診の今日的な意

義として、次の 4点を示した。 
①健康状況の把握：受診者個々の健康状況の把握に加え、問診情報の集計などにより地域の健康 
	 状況を把握すること。 
②支援者との出会い：親子が支援者と出会う場であるとともに、支援者との継続的な関係を 
	 構築・再確認し、すべての親子を必要な支援につなげること。 
③多職種の視点：多職種が有する知識や技量を共有し、従事する職種が限られていても、 
	 すべての従事者が多職種の視点で保健指導を行うこと。 
④共通の基盤：すべての都道府県と市町村が、地域の状況に合わせて工夫をするとともに、 
	 一貫した行政サービスを提供するための共通の基盤を整えること。 
これらの意義を事業展開するために必要なのが、事業計画に基づいた実施と評価である（Power 

Point 1章 2節4 (PP 1-2-4)）。 
 
2）実施体制の構築 
	 乳幼児健診事業では、毎年度の事業計画に基づいて、対象者の把握（事前の情報把握を含む）、

健診の実施（問診・観察・診察と判定、保健指導とカンファレンス）、健診後のフォローアップ（精

密検査結果の把握、支援状況の把握等）、未受診者対応、支援の実施（相談・訪問などの個別支援

や事後教室等の支援事業等）を行う（図1-6）。これらの実施結果を市町村で集計し、また県・保健
所や国への報告・還元情報を用いて、評価を行う実施体制を構築する必要がある。 
 

 
図 1-6	 標準的な乳幼児健診の実施体制と評価 
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医療機関に委託する個別健診には、相応の利点が認められるが 10)、図1-6に示した集団健診の実
施体制から見て、委託可能な業務は「健診実施」の一部など限定的である。疾病のスクリーニング

だけではなく、支援対象者の把握と支援が求められる乳幼児健診事業において、事業実施主体であ

る市町村は、委託医療機関との円滑な情報共有など、間隙を埋めるための業務を盛り込む必要があ

る。 
 
3）個別ケースへの対応の振り返りから事業評価へ 
研究班が実施した支援対象者への評価に関する調査では、事前の情報を健診前に健診従事者間で

共有して問診にあたることや、健診後のカンファレンスにおいて、健診場面で把握した情報を共有

して対応方針を決定し、ケースを担当する保健師に業務をつなげるなど個別ケースへの対応は、多

くの市町村で実施されていることが把握された 11)。また、訪問記録やフォローアップ台帳などを回

覧することや部内の話し合いの場を持つなどしてフォローアップ状況を共有し、支援方針を見直す

などの振り返りも少なからず実施されている。これらの個別ケースの評価は、現場対応に不可欠で

ある（第 4章第 2節）。 
一方、乳幼児健診事業においても、事業計画（plan）、事業実施（do）、事業評価（check）とこ
れらの情報に基づいた計画の見直し（action）のPDCAサイクルを用いた評価と運営が求められ
る。しかし、研究班の調査では、乳幼児健診受診者数や保健指導の件数など業務実績は集計されて

いても、PDCAサイクルを用いた評価を実施している事例はほとんど把握できなかった（PP 1-2-6）。
これまでの研究等で提示された評価方法は現場業務には複雑で、外部委託の画一的な集計は現場業

務に生かす結果につながりにくい。このため研究班では、乳幼児健診事業を評価するために現場業

務で実現可能な考え方を示した（PP 1-2-7）。 
 
3	 これまでの評価の状況 

2001年に始まった国民運動計画である「健やか親子２１」は、母子保健事業の目標を構造化し、
数値評価する画期的なものであった。しかし、この分野では初めての取り組みであったことなどか

ら、2回の中間評価や最終評価においては、状況を把握する設問や調査方法が変更された指標も認
められた。例えば、「乳幼児の健康診査に満足している者の割合（課題4-11）」では、計画策定時に
は、幼児健康度調査の設問「お子さんがこれまでに受けた健診に満足していますか」に対する択一

式で「1．満足している」の回答割合で求められた。第 1回中間評価以降は、1歳 6か月児と 3歳
児健診受診者への設問「健診を受けた感想はいかがですか」に対する複数選択式で「1．信頼がお
けて安心できた」の回答割合とされた。最終評価時には、満足している割合の選択肢が変更された

ことなどから総合評価では「評価できない」となった（PP 1-2-7）。集団健診の現場では、受診者
の利便性やいわゆる顧客満足度が受診率の向上につながるとの考え方がある。一方で、多様なニー

ズに応じた支援や、そのための支援者との継続的な関係性の構築という手間と時間を要する業務が

重要であることも、健診従事者に認識されている。したがって、乳幼児健診の立ち位置の複雑さが

評価を困難にしていたと考えられる。 
「育児支援に重点をおいた乳幼児健康診査を行っている自治体の割合（課題4-12）」が、「健や
か親子２１」の評価指標に設定されたことで、子育て支援の視点が乳幼児健診の目的として明確化

された意義は画期的であった。しかし、評価に用いられた調査データは、自治体に対して「育児支

援に重点を置いた乳幼児健康診査の実施」の項目に、「1．取り組んでいる 2．取り組んでいない」
の択一式で回答する方法で集計された。その結果、計画策定時には 6割程度の市町村が該当する状
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況であったが、第1回中間評価以降は、ほとんどの市町村が「取り組んでいる」と回答したため、
調査データからは一気に全国に広まって「改善した（目標に達していないが改善した）」との総合

評価であった（PP 1-2-9）。この結果について、子育て支援に重点を置いた乳幼児健診の必要性を
唱える論評や専門家の意見が認められたものの、その回答内容や基準は市町村の担当者に任されて

いた（PP 1-2-10）。また、各市町村では、限られた状況の中でそれぞれに工夫していたが、何をど
こまで実施すれば取り組んでいると回答できるのかは示されていない。市町村にとって評価結果を

活用することは、困難であったと考えられる。 
乳児健診未受診児など生後 4か月までに全乳児の状況把握に取り組んでいる市町村の割合（課題

4-13）においても、同様に「1．取り組んでいる 2．取り組んでいない」の二者択一で評価してい
るため、評価結果を市町村事業に生かす方向性は示されていない。最終評価報告書には、調査・分

析上の課題として、「全数把握を目標とするあまり個々の対応が浅くなる懸念もあり、量的な評価

だけでなく、量と質のバランスもまた重要である。家族の持つそれぞれのニーズに応じた適切な支

援が行われているかどうかの分析も必要である。」と記されている。 
 
4	 「健やか親子２１（第２次）」で示された乳幼児健診事業の評価指標 
	 評価結果を一般化するためには、評価指標の妥当性や関係者の共通理解が必要である。「健やか

親子２１（第２次）」で示された評価指標は、エビデンスに基づいた検討がされており、標準的な

評価指標としての意義がある。また、「健やか親子２１」の最終評価での経験を踏まえ、環境整備

の指標に対しては、指標を満たすための条件が示されている。これらの条件は、市町村や都道府県・

保健所の取り組みの方向性を示すものである。市町村は、乳幼児健診で得られたデータ、および国

や都道府県（保健所）から還元される情報などを用いて、乳幼児健診事業や母子保健事業全体の事

業評価につなげることができる。都道府県は、市町村の事業計画、実施、評価に必要な助言や情報

提供を行うことが求められる。 
以下に、乳幼児健診事業を評価する指標とその活用のポイントを示す。また、研究班が作成した

「手引き」10) のP. 100〜144には、乳幼児健診に関連したその他の指標、母子保健事業の評価に
つなげるための問診項目の活用のポイントが示されている。 
 
1）乳幼児健康診査事業を評価する体制がある市区町村の割合（基盤課題A-16） 
	 乳幼児健康診査事業を、PDCAサイクルに沿った評価手法を用いて実施することを目指す指標で
ある。すでに母子保健課調査で把握されている状況とともに、市町村での活用法について示す。 
 
①母子保健計画に基づいた評価 
事業評価の基本は、計画づくりである。指標や目標値は、例えば、受診率、未受診者の把握率（現

認率）など地域の状況に応じて定める。目標値は、単に数値を羅列するのではなく、その必要性や

これを達成するために必要なインプット（予算や人材等）について十分に検討し、達成過程を明ら

かにすべきである。可能な限り都道府県単位で共通の指標を持つことが望ましく、達成度に応じて

定期的に見直すべきである。 
母子保健課調査（平成27年度）では、母子保健計画は 1,442市町村（82.8%）で策定されてい
るが、乳幼児健診に関する指標や目標値を定めているのは 1,047市町村（60.1%）である。母子保
健計画の未策定市町村は、健診受診率など既存の指標や目標値を定める計画策定を行い、計画策定

がされている場合でも評価結果を活用する体制の構築が求められる。 
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図 1-7	 乳幼児健診事業における評価指標 

 
②疾病スクリーニングの精度管理 
今日の乳幼児健診事業には、従来行われてきた子どもの健康状況の把握に加えて、親子への子育

て支援の必要性の検討が求められている。事業評価につなげるためには、疾病スクリーニングと支

援対象者のフォローアップと評価を区別して捉える必要がある（PP 1-2-10）。 
疾病スクリーニングの精度管理は、対象となる疾病を特定し、健診後のフォローアップ業務とし

て医療機関の精密検査結果を把握し、精度管理を行う。評価には、判定の標準化のために判定のば

らつきの状況を確認し、数値指標（フォローアップ率、発見率と陽性的中率の算出）を用いた精度

管理を行う（図1-7）。具体的な方法は、第 4章第 1節に示した。 
母子保健課調査（平成 27年度）では、精度管理の実施が 362市町村（20.8%）と少なく、「研究
班調査」12, 13)では数値指標を用いた精度管理の実施率は１割に満たない。都道府県との連携で、対

象とする疾病を特定し、市町村ごとの数値指標の結果に基づいて、判定基準やフォローアップ方法、

精密検査医療機関との連携を展開する必要がある。 
 
③支援対象者のフォローアップと評価 
支援の必要性の検討は、健診後のカンファレンスで多職種の視点を入れて、子育て支援の必要性

の判定など標準的な区分を用いて判定する。健診未受診者は、健診後のフォローアップ業務として

現認し、必要な支援につなげる。また、支援対象者は、妊娠期から把握されていることも少なくな

い。支援対象者のフォローアップ業務として、個別支援の受け入れや支援の利用状況を他機関との

情報共有も含めて把握する（図1-7）。3～4か月児健診、1歳 6か月児健診、3歳児健診を、すべ
ての親子の状況を確認し、支援事業を評価する機会とすることができる（第 4章第 2節）。 
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母子保健課調査（平成27年度）では、1,309市町村（75.2%）の実施状況となっているが、研究
班調査では、ほとんどが個別ケースの評価にとどまっている。事業評価が実施できる体制の構築が

必要である。 
 
④健診医に対するフィードバック 
疾病スクリーニングの精度管理には、見逃しケースを把握する体制を構築するとともに、精度管

理結果を健診医にフィードバックする機会を設ける必要がある。保健所や都道府県が地域医師会な

どと連携し、協議の場や研修会を実施することが求められる（第4章第 1節）。 
母子保健課調査（平成27年度）では、661市町村（35.1%）と少ない実施状況にある。保健所
や都道府県に連携を求め、実施体制を構築する必要がある。 
	

⑤保健指導の効果の評価 
歯科保健分野では、う蝕の有病率の集計値の経年変化を用いて、保健指導の効果を評価する方法

が、すでに一般化している。保護者の喫煙などの生活習慣や食生活に関する問診項目の集計値を経

年的に分析することで、保健指導の効果を評価することができる。 
母子保健課調査（平成27年度）では、795市町村（45.7%）が実施している。「健やか親子２１
（第２次）」の共通問診を活用して、妊娠中の喫煙や飲酒、育児期間中の父母の喫煙、親の仕上げ

磨き、事故予防策は、都道府県との連携で保健所管内市町村とのデータを比較するなどの分析が可

能である。愛知県では、県内共通の問診項目として、朝食、就寝時間、テレビ等の視聴時間などの

生活習慣の状況を集計している。都道府県や保健所との連携で、評価項目を検討することが市町村

事業の評価に有用である。 
 
2）市町村の乳幼児健康診査事業の評価体制構築への支援をしている県型保健所の割合（基盤課題
A-16） 
「健やか親子２１（第２次）」では、地域格差の解消に向けて市町村の母子保健事業を標準化す

るため、都道府県の役割が指標に盛り込まれている。母子保健課調査の設問・選択肢に示された条

件は、乳幼児健診事業の評価体制に構築のために必要な都道府県・保健所の役割である。 
 
①母子保健計画に基づいた評価 
	 母子保健事業が複雑化している中でも、乳幼児健診事業はその根幹をなすものである。乳幼児健

診に関する都道府県計画の目標値や指標は、市町村事業の標準化や健康格差の解消に向けた施策の

展開に不可欠である。 
母子保健課調査（平成27年度）では、都道府県の母子保健計画において、乳幼児健診に関する
項目を定めて評価していたのは27都道府県（57.5%）であった。 

 
②評価項目を定めた健診情報の収集による分析 
	 評価項目として、「健やか親子２１（第２次）」の指標が活用できる。市町村間の比較だけでなく、

全国集計値との比較により都道府県事業の評価としても活用できる。都道府県や保健所単位で、地

域の状況に応じ独自に評価項目を定めることは、市町村の状況把握するためにより適している。 
母子保健課調査（平成27年度）では、94保健所（25.5%）の実施状況であった。 
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③健診結果の評価に関する管内会議の開催 
	 収集された健診情報の分析や評価には、関係者間で情報を共有し、現場の意見を踏まえた議論が

必要である。市町村の実態を共有し、市町村事業に生かすことができる。保健所の保健師が管内市

町村の乳幼児健診を巡回することは、状況把握としても、現任者研修の場としても有用である。 
母子保健課調査（平成27年度）では、101保健所（27.5%）の実施状況であった。 
 
④市町村向けの研修の実施 
医師・歯科医師を含め乳幼児健診事業の従事者の多くが、非常勤職員であることから、健診従事

者への研修機会の提供には市町村の高いニーズがある。乳幼児健診事業の意義や目指している方向

性を共有し、精度管理や支援結果などの評価方法の理解を促すための研修は、業務の標準化と質の

向上に不可欠である。なお、中期的な研修計画の項目の一つとして、乳幼児健診事業の評価方法が

含まれることが指標に示された条件である。 
	 母子保健課調査（平成27年度）では、16都道府県（34.0%）、55保健所（15.0%）の実施状況
であった。 
 
3）乳幼児健診の受診率（基盤課題A-8	 重点課題②-3再掲） 
受診率は、乳幼児健診への住民参画の状況を示す指標として、また、市町村や都道府県の母子保

健計画の評価指標として用いることが可能である。「健やか親子２１（第２次）」では、すべての親

子に必要な支援を届ける視点から、未受診率を指標としている。 
受診率に影響を与える因子は、地方自治体側の周知方法や開催日時や場所などの実施体制の要因

と、住民側の意識や生活状況などの要因が複合的に関与していると考えられる。平成27年度の未
受診率は、3～5か月児4.4%、1歳 6か月児 4.3%、3歳児 6.7%で、いずれの健診でも直近10年間
は着実に減少しているが、都道府県間や同一都道府県内の市町村比較では違いを認めている。受診

率に影響を与える要因は、地域によって異なると考えられ、受診率向上のための計画策定には、ま

ずは地域ごとの要因の分析が必要である。 
受診率は、年度内に受診した実人数をその対象者で除したものであるが、次項の未受診者の全数

把握を標準化するためにも、乳幼児健診の未受診者を定義づける必要がある。具体的には、「未受

診」を、「受診促し対応期間†中の健診を受診していない」「受診促し対応期間を設けない児が、受

診対象日の健診を受診していない」と定義し、受診促し対応期間を 3～4か月児健診、1歳6か月
児健診、3歳児健診ごとに決め、乳幼児健康診査未受診児対応業務フローを作成することが求めら
れる 14)。 
 
4）乳幼児健康診査の未受診者の全数を把握する体制がある市区町村の割合（基盤課題C-6） 
乳幼児健診の未受診者の中から子ども虐待による死亡などの重大事例が報告されていることか

ら、未受診者の把握は重要である。把握の期限を定め、直接児を確認する必要がある。また、市町

村の母子保健担当部署のみでは対応に限界があることから、他部署や他機関等と連携して未受診者

を把握することが重要である。 
母子保健調査で把握する設問・選択肢に、全数を把握する体制の条件として、①把握する期限、

②把握方法、③現認率の算出、④期限内に把握できない場合の対応が設定されていることで、市町

                                                
†	受診促し対応期間とは、健診を受診しなくても未受診としない期間であり、その間は受診日の変更及び再通知を行うなど受診の

機会を設ける。	
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村が実施すべき方向性が示されている。未受診者に対しても、現認したうえで支援の必要性につい

て検討し、支援につなげることが必要である（第 4章第 2節）。 
	 母子保健課調査（平成 27年度）では、1,682市町村（96.6%）が全数把握体制ありと回答したが、
①把握期限1,297市町村（74.5%）、②把握方法 1,443市町村（82.9%）、③現認率の算出548市町
村（31.5%）、④期限内に把握できない場合の対応1,319市町村（75.8%）であった。体制がない市
町村だけではなく、体制があると回答した市町村においても、不足する業務を補足する必要がある。 
 
5）市町村の乳幼児健康診査の未受診者把握への取組に対する支援をしている県型保健所の割合（基
盤課題C-6） 
	 母子保健課調査で把握する設問・選択肢に、未受診者把握への取組に対する支援の条件として、

①市町村との情報共有、②未受診者対応の評価、③市町村向けの研修の実施が設定されている。都

道府県では市町村支援を保健所以外の福祉事務所等が行っているところがあり、母数を母子保健担

当部署が支援している県型保健所の数としている。なお、研修については、中期的な研修計画の項

目の一つとして、未受診者対応に関する内容が含まれることが指標の条件である。 
	 母子保健課調査（平成27年度）では、支援しているとの回答は 93保健所（25.3%）で、うち
92保健所が母子保健担当部署で実施していた。支援していると回答した保健所のうち、①～③の
すべてを実施しているのは 40保健所（10.9%）であった。未受診者への個別対応においては、児
童相談所などとの連携の必要な場合があるが、すべての親子を対象とする乳幼児健診事業の評価や

研修への支援は、都道府県や保健所の母子保健担当部署が役割を果たす必要がある。 
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第1章 第3節 「健やか親子２１（第２次）」の基本的理解と乳幼児健診の活用 
 
1	 健やか親子２１ 
	 「健やか親子２１」は21世紀初頭の母子保健における、2001年から 2014年までの国民運動計
画である。健やか親子２１は 4 つの主要課題、すなわち、20 世紀中に達成できなかった課題とし
て「思春期の保健対策の強化と健康教育の推進」、少子化対策として「妊娠出産に関する安全性と

快適さの確保、不妊への支援」、世界トップの水準の小児保健医療を維持するための課題として「小

児保健医療水準を維持向上させるための環境整備」、そして、21世紀に入り問題が顕著化すると思
われる虐待対策である「子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の軽減」が設定された。厚生

労働省は2013年に「健やか親子２１最終評価等に関する検討会」を立ち上げ、健やか親子２１の
最終評価 15)を行い、それを踏まえて健やか親子２１（第２次）を2014年 5月に提示した 16)。 
 
2	 健やか親子２１の最終評価 
	 最終評価では、指標の80%以上で改善が認められた。69の指標・74の項目のうち、20項目（27.0%）
が目標を達成し、目標に達成していないが改善したものが 40 項目（54.1%）であった。悪くなっ
ている項目は 2項目（2.7%）であり、10代の自殺の割合と低出生体重児の割合である。一方で、
大きく改善したものに、未成年の喫煙率がある。ベースラインのデータ（1996 年）では、高校 3
年生の男子で１か月以内に喫煙をした者が約36%であったが、2010年の厚生労働省の研究班調査
では 8.6%に減少した。また、飲酒に関しても同様に大きく改善しており、種々の取り組みの成果
と言える。同様に妊婦の喫煙率、飲酒率も改善した。 
	 新たに注目されたことは地域間の健康格差の存在である。例えば3歳のう蝕の有病率は都道府県
格差が約 2.5倍あり、10歳（小学校 5年生）の男子の肥満の割合は都道府県の間に 2倍以上の開
きが認められた。また、市町村における健診後のフォローアップ実施や健やか親子２１の指標の取

り組みなどで、母子保健サービスの地域間格差も存在していた。 
 
3	 最終評価から見えてきた課題 
	 最終評価によって見えてきた母子保健の課題を表1-3にまとめた。思春期の保健対策、児童虐待
（子ども虐待）対策に加えて、育てにくさを感じる親への支援、発達障害の理解、DOHaD
（Developmental Origin of Health and Disease）の概念、ソーシャル・キャピタルの醸成などの
課題が新たに加わった。 
	 一方、母子保健事業の推進のための課題として、①母子保健に関する計画策定や取り組み・実施

体制等に地方公共団体間の格差、②新たな課題の出現等による「母子保健」関係業務の複雑化、③

母子保健事業の推進のための情報の利活用の状況が挙げられた。情報の利活用については、乳幼児

健診の内容や手技が標準化されていないことによる、診察する医師や関わる保健師等のスタッフの

技量により大きく結果が異なる状況が発生していること、情報の利活用が不十分であり、情報収集

しても集計、分析を十分に行っておらず、事業評価、地域格差などの把握のための情報の共有がで

きていないことが指摘された（表 1-4）。 
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表 1-3 最終評価からみえた母子保健の課題 
(1) 思春期保健対策の充実 

ü 10代の自殺が増加しており、子どもの心の健康は喫緊の課題である。 
ü 子どもの肥満の出現率は横ばいであるが、思春期の不健康なやせは増加している。 
適正体重の啓発や対策が必要である。 

ü 女子の朝食欠食割合の増加、飲酒割合が男子を上回るなど、女子に対する更なる 
保健対策が必要である。 

ü 性感染症が増加しており、要因分析が必要である。 
(2) 周産期、小児救急、小児在宅医療の充実 

ü 周産期医療ネットワークは整った。今後は機能の充実強化や連携が課題である。 
ü 産婦人科医、助産師の地域偏在が課題である。 
ü 低出生体重児数が減少していない。胎児期、新生児期の環境影響が将来の健康に 
関わるというDOHaD (Developmental Origin of Health and Disease)の概念も 
踏まえた対策が必要となる。 

(3) 母子保健事業間の有機的な連携体系 
ü 関連機関が乳幼児健診、予防接種等の情報を共有して、有効な子育て支援に結び 
つける必要がある。 

ü 母子保健サービスの地域間格差を解消していくための施策が必要である。 
ü 妊娠・出産・産後における地域での切れ目のない支援のために、医療機関や 
保健センターでの母子保健サービスの有機的な連携体制の強化が求められる。 

(4) 安心した育児と子どもの健やかな成長を支える地域の支援体制作り 
ü 健康の社会的決定要因が注目される中、地域で子どもの健康を支えるという 
母子保健領域におけるソーシャル・キャピタルの醸成が課題である。 

ü 育児不安につながる、育児に取り組む保護者の孤立への対策が必要である。 
ü 子育て情報や相談について、情報通信技術（ICT）等を活用する親に応じた 
支援体制の整備が求められる。 

(5) 「育てにくさ」を感じる親に寄り添う支援 
ü 「育てにくさ」の要因は、子どもの心身の状態、親の子育て経験の不足、周囲の支援の 
不足など多面的な要素を含むため、その要因を見極めた支援が必要である。 

ü 発達障害などで育てにくさを感じる親に寄り添う支援と、発達障害に対する社会の 
理解が必要である。 

(6) 児童虐待防止対策の更なる充実 
児童相談所における虐待件数は増加の一途をたどっており、児童虐待防止対策を更に 
充実する必要がある。そのために、 
①発生予防、②早期発見・早期対応、③子どもの保護・支援、保護者の支援 
について取り組む必要がある。 

 
4	 健やか親子２１（第２次） 
	 健やか親子２１の最終評価を踏まえた「健やか親子２１（第２次）」の10年後にめざす姿は「す
べての子どもが健やかに育つ社会」である 17)。「すべての子どもが健やかに育つ社会」は 2つの方
向性がある。一つは日本全国どこで生まれても一定の質の母子保健サービスを受けられ、生命が守
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られるという地域間の健康格差の解消という視点であり、もう一つは、疾病や障害、親の経済状態

等、個人の家庭環境の違いを超えて、多様性を認識して母子保健サービスを展開するという視点で

ある。また、子どもの健やかな発育のためには、子どもへの支援に限らず、親がその役割を発揮で

きるよう親への支援をはじめ、地域や学校、企業といった親子を取り巻く温かな環境の形成や、ソ

ーシャル・キャピタルの醸成が求められる。そして、母子保健活動は命を守る「子育て健康支援」

であるという思いが込められている（図 1-8）。 
 

表 1-4	 母子保健事業の推進のための課題 
(1) 母子保健に関する計画策定や取り組み・実施体制等にある地方公共団体間の格差 

ü 母子保健計画は母子保健課長通知に基づき市町村で作成されていたが、次世代 
育成支援対策推進法の行動計画の一部として位置付けてよいことになり、 
その作成状況に地域差がある。 

ü 母子保健事業の実施主体が都道府県から市町村へ移行して、市町村間の体制等の 
格差が生じている。 

(2) 新たな課題の出現等による「母子保健」関係業務の複雑化 
ü 発達障害者支援法の成立、生殖補助医療技術の進歩、各種制度に基づく関連計画の 
策定により、「母子保健」が担ってきた役割やその範囲が拡大し、複雑になってきた。 

(3) 母子保健事業の推進のための情報の利活用の状況 
ü 健康診査の内容や手技が標準化されておらず、乳幼児健診に従事する医師や保健師等の 
技量により、結果が大きく異なる状況が発生している。 

ü 情報の利活用が不十分であり、情報収集しても集計、十分に分析をしていないなど、 
事業評価、地域格差などの把握のためにも情報の共有ができていない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-8	 健やか親子２１（第２次） 
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	 健やか親子２１（第２次）では 3つの基盤課題と 2つの重点課題を設定し、52の指標、すなわ
ち、健康水準の指標（16）、健康行動の指標（18）、環境整備の指標（18）について目標値を定め
た。加えて、指標には目標値は定めないが注視していく 28の参考指標を示した。 
	 基盤課題 A は「切れ目のない妊産婦・乳幼児への保健対策」で、妊産婦死亡率の低下や低出生
体重児の割合の低下を健康水準の指標としている。基盤課題 B が「学童期・思春期から成人期に
向けた保健対策」で、健康水準の指標として、十代の自殺率、未成年の人工妊娠中絶率の低下を指

標としている。基盤課題Cは「子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり」で、ソーシャル・
キャピタルの醸成により、この地域で子育てをしたいと思う親の割合を増加させるといったことが

その指標になっている。 
	 重点課題は数多くある母子保健の課題の中から喫緊の課題となっている 2つを設定した。重点課
題①は「育てにくさを感じる親に寄り添う支援」で、発達障害を念頭におき、子ども達が育つ環境

整備を推進するとした。重点課題②は「妊娠期からの児童虐待防止対策」であり、さらなる虐待防

止対策に取り組むこととした。 
 
5	 乳幼児健診の位置づけ 
	 健やか親子２１の推進において、乳幼児健診は命を守る子育て健康支援という中心的な役割を果

たす。それは、①医学的健康支援、②育児環境支援、③児童虐待（子ども虐待）予防の 3点に集約
できる。そして、いずれも個別支援と公衆衛生が両輪となる。表1-5に 3つの視点とその方略およ
び関連する健やか親子２１（第２次）の関連指標をまとめた。 
	 乳幼児健診は、命を守る支援の本丸であることは言うまでもなく、全国どこでも標準化された健

診が実施され、すべての子どもの健康課題を支援することによって健やか親子２１（第２次）で目

指す姿の実現のための重要な基盤である。これには、妊娠期からの母親の心身の健康状態を踏まえ

た親子の健康支援が必要となる。また、乳幼児健診事業の PDCA サイクルを回してよりよい健診
の実施に努めるように、健診事業の評価体制を有することやそれを支援する県型保健所の役割が健

やか親子２１（第２次）の指標に組み込まれている（第 1章第 2節）。 
	 育児環境の視点は、妊娠期からの親子を取り巻く環境を、経済面、家庭や周囲の支援等の面から

アセスメントして支援のあり方を検討することである。少子化に伴う「子育て過疎」により保護者

は孤立に陥りやすくなっており、保護者が孤独感を感じないですむ支援が必要となる。また、公衆

衛生面から地域の子育てソーシャル・キャピタルを醸成するための基礎資料および事業評価として、

乳幼児健診での育児環境のアセスメントは有効である。 
	 児童虐待予防における乳幼児健診の役割は、健診での異常の発見のみならず、受診率を 100%に
して地域のすべての親子と繋がることである。未受診者対策は特に重要であり、医療機関や児童相

談所等との連携、さらに、転居の際のフォローアップのための市町村間連携の構築が必要となる。 
	 乳幼児健診のデータの利活用は上記の視点における現状の把握、事業計画の資料、事業評価に欠

かせないものである。また、ある地域の状況と他の地域との比較によって課題を抽出するためには

問診項目が共通である必要があり、子どもの経年的変化の分析や要因分析には個別データを活用す

る必要がある（第 2章第 2節）。母子保健版データヘルスともいえるデータ利活用の整備は母子保
健推進のための課題に挙げられている（表1-4、第1章第 1節）。 
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表 1-5	 健やか親子２１における乳幼児健診の位置づけ 
視点 方略 健やか親子２１（第２次）関連指標† 

①医学的健康支援	 ・標準化された乳幼児 
健診、保健指導の 
実施 
・切れ目のない支援 

・乳幼児健康診査の受診率 
・全出生数中の低出生体重児の割合 
・仕上げ磨きをしている親の割合‡ 
・う蝕のない 3歳児の割合 
・1歳 6か月までに四種混合、麻しん、風しんの 
予防接種を終了している者の割合‡ 
・子どもの社会性の発達過程を知っている 
親の割合‡ 
・乳幼児健康診査事業を評価する体制がある 
市区町村の割合 
・市町村の乳幼児健康診査事業の評価体制 
構築への支援をしている県型保健所の割合 

②育児環境支援	 ・親子を取り巻く育児 
環境のアセスメント 
と支援 
・切れ目のない支援 

・妊娠・出産について満足している者の割合‡ 
・妊娠中の妊婦、育児期間中の両親の喫煙率‡ 
・妊娠中の妊婦の飲酒率‡ 

・この地域で子育てをしたいと思う親の割合‡ 
・積極的に育児をしている父親の割合‡ 
・乳幼児のいる家庭でのお風呂のドアを乳幼児が 
自分で開けることができないよう工夫した家庭 
の割合‡ 
・ハイリスク児に対し保健師等が退院後早期に 
訪問する体制がある市区町村の割合 
・市町村のハイリスク児の早期訪問体制構築等に 
対する支援をしている県型保健所の割合 

③児童虐待防止	 ・見守りのシステム 
・切れ目のない支援 

・乳幼児健康診査の受診率 
・乳幼児健康診査の未受診者の全数の状況を 
把握する体制がある市区町村の割合 
・児童虐待による死亡数 
・ゆったりとした気分で子どもと過ごせる時間が 
ある母親の割合‡ 

・育てにくさを感じた時に対処できる親の割合‡ 
・子どもを虐待していると思われる親の割合‡ 

・乳幼児揺さぶられ症候群（SBS）を知っている 
親の割合‡ 

†乳幼児健診に関連する指標のみを示す。 

‡乳幼児健診での「共通問診項目」となっている項目。 
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健やか親子２１（第２次）における子育て支援の理念は、すべての子どもが健やかに育つ社会た

めに、①切れ目のない支援、②多様性に応じた子どもと親への支援、③孤立をさせない支援の 3点
と考えられる。 
	 団塊の世代は 270万人が出生したが、20万人が 1歳の誕生日を迎えられなかった。一方、現在
は100万人弱の出生ではあるが、1歳の誕生日を迎えられない乳児は1,900人余りである。これは、
健康弱者の子どもや社会的弱者の子どもも一緒に生活できるようになったことを意味しており、子

どもの多様性が増すとともに親も様々な点で多様化したことを意味する。しかし、疾病・障害の有

無や社会経済的状況の格差、価値観の多様性に応じたきめ細い対応は十分とは言えない。これらの

課題に応えられるように、現代の乳幼児健診は PDCA サイクルを回しながらより良い健診を実施
することが必要であり、これが、健やか親子２１（第２次）推進の乳幼児健診の役割である。 
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第 2 章 標準的な保健指導の基礎 

第 1 節 保健指導に必要な基本的な考え方 
 

1	 乳幼児健診における保健指導の目的（Power Point 2章 1節 3 (PP 2-1-3)） 
	 乳幼児健診は、子どもの発育・発達の節目に行う。子育ての不安が最も高い時期は、子どもが生

後 1～2か月の時期であるが、子育ての悩みはその内容を変えて存在し続ける。従って、発育・発
達の節目にその時々の小さな不安をタイムリーに解消していくために、乳幼児健診を活かすことが

保健指導として重要である。 
乳幼児健診における保健指導の目的は、親子の顕在的および潜在的健康課題を明確化し、その解

決に向けて親子が主体的に取り組むことができるよう支援することである。 
 

2	 乳幼児健診における標準的な保健指導（PP 2-1-4） 
市町村が行う乳幼児健診は、全国どこでも一定水準のサービスを受けられることが必要である。

「健やか親子２１（第２次）」では、10年後に目指す姿として、①日本全国どこで生まれても、一
定の質の母子保健サービスが受けられ、かつ生命が守られるというように、地域間での健康格差を

解消し、②疾病や障害、経済状態等の個人や家庭環境の違い、多様性を認識した母子保健サービス

を展開することにより、すべての子どもが健やかに育つ社会を目指している（第 1章第3節）。 
本節では、全国どこでも、どの健診従事者が実施しても、全ての親子に必要な支援が行き届くた

めに最小限必要な保健指導を「乳幼児健診における標準的な保健指導」と定義し、全ての健診実施

主体および健診従事者が共通認識しておくことが必要な保健指導の基本的なポイントについて概

説する。 
 
3	 乳幼児健診における保健指導の特徴 
1）対象者の特徴（PP 2-1-5, 6） 
（1）現代の親子を取り巻く健康課題 
	 例えば、母親の精神的健康については、「産後うつ」に関する課題がある。「健やか親子２１」最

終評価では、産後１か月でエジンバラ産後うつ病質問票 （Edinburgh Postnatal Depression Scale; 
EPSD）が 9点以上の褥婦の割合は9.0%と1割弱が該当しており、産後うつを経験する母親は少
なくない。また、育児不安をもつ母親は昔も今も変わらず認められるが、育児不安に対する支援不

足は子ども虐待につながる可能性もある。児童相談所での虐待相談対応件数は年々増加しており、

保護者への精神的支援、養育環境に対する支援等の充実がますます必要となっている。 
子どもが生まれながらにして持つ、「育っていく力」を十分発揮するためには、保護者が子ども

の「育っていく力」を信頼して見守ることが重要である。しかし、核家族化、地域における人間関

係の希薄化などにより、妊産婦や子どもに接する機会がないまま妊娠や出産を経験し、「親」にな

る者が増えている。そのため、子どもの発達・発育過程に関する保護者自身の知識や経験不足と、

子どもの心身の状態や発達・発育の偏り、疾病によるものが相まって「育てにくさ」を感じる原因

になることがある。これらを踏まえて、親子自身がもつ気質の特徴やその背景を個別に捉えたうえ

で、問題の所在を見極め、支援にあたることが必要である。 
さらに、現代の情報過多社会では、多くの健康関連情報から正しい情報を探索して選択していく

ことは難しいことであり、保護者の中には過度な不安を抱く者がいることも考えられる。そのため、
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画一的な指導の実施などの支援者の対応によっては否定的な印象のみを与え、健康課題等がより潜

在化する可能性もある。今までの経過等をふまえて保護者の話をよく聞き、支援者として情報提供

を行うとともに、保護者が好ましい自己決定ができるよう支援を行う必要がある。 
 
（2）対象者の多様性（PP 2-1-7） 
健診の対象は、その地域に住む対象年齢の子どもと保護者という共通項はあるが、家族の状況や

家庭の形態は多様化している。かつては少数派だった共働き世帯が増加し、外国人世帯も増加して

いる。また、祖父母や親族、里親や乳児院等の施設職員などのように、主な養育者が母親以外であ

る場合や、ひとり親家庭等、様々な家庭の背景を持つ子どもが対象であることを十分に認識する必

要がある。さらに、地域にはアレルギー疾患等の様々な健康課題を持つ子どもが生活している。対

象者の多様性を踏まえた個別性の高い支援につなげることが重要である。 
 
2）子どもは一人ひとり異なる資質や特性をもっている（PP 2-1-8） 
子どもは一人ひとり異なる資質や特性を有しており、その成長には個人差がある一方、子どもの

発達過程やその順序性には、共通する特徴がある。発育・発達段階に応じた好ましい生活や活動を

十分に経験することで、子どもの継続性のある望ましい発育・発達が期待される。子どもは周囲と

の相互作用を通じて発育・発達することから、これらの発達段階に応じて、保護者が抱える育児に

関する心配事も変化し、周囲に求められる育児環境のポイントも異なる。乳幼児健診では、これら

の発育・発達のプロセスを見通した予防的・継続的な支援を行うことが重要である。また、予防的・

継続的支援においては、これまでの子どもの発育・発達の経過や、保護者および家庭の背景などを

踏まえた支援の視点も必要である。 
 
4	 乳幼児健診における保健指導実施のプロセスと留意点（PP 2-1-9） 
乳幼児健診における保健指導の際には、親子の生活全体について多角的視点からアセスメントし、

総合的に支援やフォローアップを判断することが求められる。そのためには、生活全般において「親

子の困りごとやニーズ（潜在的なものも含む）」をアセスメントし、継続的支援の必要性を見極め

る技術が重要である。次頁に、集団健診のプロセスに沿って、どのような保健指導が行われている

かを図示する（図2-1）。 
 
1）事前カンファレンス（PP 2-1-10） 
	 乳幼児健診は親子のライフサイクルを通じた母子保健活動の一つであり、健診までの経過を踏ま

えた継続性のある保健指導が重要である。そのため、特に継続支援ケースでは、健診の前に健診従

事者間で、これまでの経過や今回の健診で重点的に確認すべきことなどの情報共有が有用である。

また、健診では問診や個別の保健指導を行う場面だけでなく、待ち合いなどの様々な場所での親子

の様子から得られる情報が有用なことも多く、全ての健診従事者が情報を共有することで、支援に

必要な情報等を把握することにつながる。 
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図 2-1	 乳幼児健診時の保健指導プロセスの一例（「手引き」10) P. 59） 

 
2）問診（PP 2-1-11, 12） 
問診では、「親子の健康課題の明確化」を行う。「親子の困りごとや支援ニーズ」は、明らかに表

出されることもあれば、健康課題に気づいていない潜在的な場合もある。より的確な保健指導を行

うためには、問診で（できるだけ直接対面して）十分に状況を把握し、健康課題を明確化すること

が必要である。このプロセスそのものが、保護者の気持ちに寄り添う支援の始まりでもある。この

ためには、健診が最初の出会いの場として信頼を得られる対応が必要である。また発育・発達状況

に加えて、生活習慣や親子関係、家族の健康状態、保護者の生活状況などを含めて多角的にアセス

メントすることが重要である。 
 
3）計測・診察（PP 2-1-13） 
計測や診察は、子どもの全身の観察ができる機会であり、他の場面では見ることができない子ど

もの反応やそれに対する保護者の対処も把握できる。また、保健師が問診を行うことが多いが、計

測・診察場面に従事する医師・歯科医師や看護師等の別の職種が対応することで新たな情報を引き

出せることもある。多職種が関わる利点を活かし、得られた情報をカンファレンス等で共有するこ

とが重要である。 
 
4）個別の保健指導とフォローアップについての判断（PP 2-1-14） 
健診を進めるなかで、発育・発達、授乳・離乳、栄養・食習慣、歯・口腔機能、生活習慣および

生活環境全般等について、「明確化された健康課題や計測・診察等の結果をふまえた保健指導」を

進める。特に、一般的には最後に行われることが多い保健師による個別の保健指導では、健診結果

の説明や結果に伴い必要な指導が求められる。また、現在明らかな問題だけでなく、対応が遅れる

ことで疾病や養育上の問題が起こる可能性が考えられるリスクについて、「先の見通しをイメージ

しながら」予防する保健指導を行うことが必要である。「個別保健指導終了時の判断」では、発育・

発達を含む、親子の健康課題に対する継続的支援の必要性について判断する。 
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フォローアップとは、その後の経過を追い結果の確認を行うことである。継続的支援が必要であ

るか、今回の支援でまずは解決しそうか（フォローアップ不要）を判断し、フォローアップが必要

な場合には、その内容を保護者に伝えて共有し、今後の支援につなげる必要がある。対象となる保

護者との関係性が切れないことが重要である。 
これらのためには、保健指導に必要な知識だけでなく、活用できる地域の資源等の情報を熟知し

たうえで保健指導にあたることが重要である。さらに、保護者の認識や心情に配慮して、場合によ

っては結論を急がず、まずは次につながる関係性づくりが重要となる。このためには、保健指導を

次の段階に進めることを少し待てる猶予があるのかどうかなど、『先の見通しをもった判断』が必

要である。先の見通しをもった判断とは、その親子がもつ健康課題の特性を踏まえて、中長期的な

支援計画のイメージをもって判断することを意味する。例えば、発達障害の可能性が疑われても、

保護者はすぐに受容できず拒否的な態度をとることがある。そのような場合、中長期的に考えると、

無理に療育等をすすめて関係が途切れて必要な支援が届かなくなるよりは、少し待って信頼関係の

構築を優先することが有益であると判断する場合もある。一方で、保護者に精神的課題があり十分

な養育ができない場合などは、保護者が拒否的な態度を示しても待つことが子どもの生命に関わる

ことも考えられ、そのような場合には早急に支援を行う判断が必要である。いずれにしても保健師

等の地区活動における個別支援を基盤として、保護者との関係構築を優先し、個別性の高い支援を

行っていくことが重要である。 
 
5）事後カンファレンスおよび総合判定（PP 2-1-17, 18） 
医師・歯科医師の診察結果や保健指導の結果、保健師、助産師、看護師、管理栄養士・栄養士、

歯科衛生士などの健診従事者の情報を持ち寄り、カンファレンスを行う。ここでは、個別の保健指

導で行ったフォローアップに関する判断の妥当性を検討し、必要時には修正して「総合的判断」を

行う。その結果、「発育・発達を含む、親子の健康課題に対する継続的な支援が必要」と判断した

場合は、「フォローアップの対象」として保健師等による経過観察や支援、さらに必要に応じた医

療や療育機関、保育所等†の他機関との連携による継続的支援とその結果の確認を行う。この際に

は、健診従事者全体で支援の方向性を一致させておくことが必要である。 
なお、個別の保健指導での判断の妥当性に関するカンファレンスは、親子に対する支援の質の向

上だけでなく、新任期の健診従事者が自身の判断の妥当性を検証したり、熟練者の判断を具体的に

学べるため、新任期のOJT（on-the-Job Training）教育の場としても有用である。 
 
5	 個別指導と集団指導によるアプローチ（PP 2-1-19） 
特に、集団健診を行う際には、個別指導と集団指導によるアプローチを組み合わせることが効果

的である（図 2-2）。 
様々な健康関連情報がある現代において、乳幼児健診は全ての親子に正しい健康情報を専門職か

ら伝えられる機会である。乳幼児健診には、「標準的な発育・発達と親子の健康な生活習慣の目安」

を伝える役割があり、これは乳幼児健診における保健指導の主なポイントでもある（次項）。その

際には、月齢や年齢の目安だけでなく、少し先の見通しや目安を伝えることも保健指導の重要であ

る。以上の標準的な内容は、原則的には全ての親子に伝える内容であるため、集団指導が効率的で

ある。また、集団指導では他の親子との交流の中から保護者が気づく利点もある。さらに、保育士

や子育て支援センター職員等による、子育て支援の視点からの情報提供なども実施できる機会とな

                                                
† このマニュアルでは、保育所等とする記載には保育所・幼稚園・認定こども園を含む。 
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る。留意点としては、子どもは個人差が大きいことを補足説明し、保護者の過剰な不安を助長しな

いことが求められる。 
個別指導では、特に個別性を重視した指導を行う。子どもの月齢や年齢における「標準的な発育・

発達と親子の健康な生活の目安」と合わせて、「親と子どもの現状」をアセスメントし「期待され

る状況」とのギャップを確認して、対象となる親子の健康課題や支援ニーズだけでなく、親子が持

つ強み、すなわち健康課題の解決に活かせるような、親子が既に持っている力や資源を確認し、個

別性を重視して保護者に具体的なアドバイスを行う。 
 

 

図 2-2	 乳幼児健診における個別指導と集団指導によるアプローチ（「手引き」10) P. 62） 
 
6	 対象時期別保健指導のポイント（PP 2-1-20） 
保健指導を行う健診従事者は、保護者がわが子の成長を自ら確認できる力を持つことができる支

援を目指し、月齢・年齢に応じた「標準的な発育・発達と親子の健康な生活の目安」について理解

しておくべきである。母子健康手帳の「保護者の記録」の項目は、すべての健診従事者が踏まえて

おくべき標準的な発育・発達の目安である。また、保健指導では、健診受診時のポイントだけでな

く、次の健診やフォローアップの時期を見通した「標準的な発育・発達と親子の健康な生活の目安」

を伝えることも支援のひとつである。また、対象となる親子の健康課題や支援ニーズ・強みを確認

し、個別性を重視して保護者へ具体的なアドバイスを行う。 
第 2章第 3節および「手引き」P. 64~65では、対象時期別に着目すべき確認事項を示している
ので参照されたい 10)。 
 
7	 乳幼児健診を軸とした継続的支援（PP 2-1-21, 22） 
乳幼児健診における保健指導は、連動性のある母子保健事業における一事業である。このため、

対象者に対する妊娠期からの継続的かつ一貫した支援の一つとなることが必要であり、他の保健事

業とも効果的に連動することで充実した支援を行うことが大切である。 
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1）親子への継続的支援	 −妊娠期からの一貫した情報把握と支援体制− 
それぞれの親子に対して、妊娠の経過や出産時の状況、これまでの子どもの発育・発達の経過等

について縦断的に把握し、保健指導にあたることを基本とすべきである。そのためには、健診の場

でこれまでの経過を縦断的に確認できる必要がある。多くの市町村では「母子カード」などを活用

しているが、最近では電子カルテの導入も散見される。各市町村の実情に合わせた方法を選択する

のがよいが、一貫した支援が実現できる工夫が必要である。特に、個別健診を利用している場合は、

母子保健担当者が縦断的な把握を行い、委託医療機関との連携により一貫した支援につなげること

が大切である。図 2-3では、医療機関が主に関わる部分をピンク色、地域保健機関が関わる部分を
緑色で示した。この割合が変わっていく時期が出産から産後 1か月のあたりとなるが、その時期は
里帰り出産をした地域から戻る時期であるとともに、最も育児不安が高い時期でもあるため、支援

がより必要となる。従って、支援者側の連携が不可欠となる。 

 
図 2-3多職種連携による母子保健指導における妊娠期からの継続的支援（「手引き」10) P. 68） 

 
2）フォローアップが必要な場合の継続的支援 
	 乳幼児健診における総合的判断の結果、その後の経過を把握し、必要な支援を行うとともにその

結果の確認を行う必要がある場合（すなわち、フォローアップが必要な場合）は、経過観察健診や

二次健診等の活用のほか、その内容に応じた他機関との連携や支援の継続が必要である。 
	 フォローアップにあたっては、まず保健師等のフォローアップ担当者が、親子の状況をアセスメ

ントした上で、その親子に必要な個別支援を行うことが継続的支援の基盤となる。個別支援の中で、

必要に応じて親子教室などの集団的支援を効果的に組み合わせ、定期的にフォローアップ結果を評

価し、支援計画を修正しながら継続的な支援を実施する。 
	 また、発達障害は、1回のスクリーニングのみで専門機関へ紹介することが困難なことがある。
一定期間のアセスメントと保護者への心理的支援を行いながら、診断につなげることや福祉等によ

る支援の要否を判断していく必要がある。したがって、スクリーニング後のフォローアップ体制を

システムとして構築するべきであり、フォローアップ体制は母子保健・医療・福祉の連携のもとで

行う必要がある。発達障害が強く疑われ、医療や福祉による支援が必要と判断される場合は、子ど

もの状況に合わせて医療機関、児童発達支援センター、児童発達支援事業所などの機関へ紹介して
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いく。子どもに発達障害の特性があるものの、医療や福祉につなぐべき状況か判断がつかない場合

や、医療や福祉につなげることに対する保護者の動機づけが未形成の場合には、母子保健のフォロ

ーアップ機能を主軸とする。 
 
3）母子保健事業に関わる関係機関の連携 
	 予防接種や各種教室などの母子保健事業では、多くの親子と直接会い、様々な情報を得る機会が

多い。必要に応じて関係機関と情報共有と連携をすることで、さらに質の高いサービスの提供につ

ながる。 
	 「健やか親子２１（第２次）」検討会報告書では、「情報の共有・還元の仕組みを含めた母子保健

事業間の有機的な連携体制の強化が課題」とされている。親子に関わる機関は民間も含めて多種多

様であるため、地域の実情に合わせて普段からの関係づくりと連携体制の強化が重要である。 
 
4）地域の資源へのつなぎ 
	 少子化の進展、核家族化、地域のつながりの希薄化等により、親子の孤立が課題となって久しく、

各地域で様々な努力がなされているが、例えば、虐待死やその予備群の事例は後を絶たない。個人、

家族で解決できる範疇を超えた課題があり、地域全体で子育てを支える仕組みづくりが重要である。

この視点から乳幼児健診の役割として期待されることは、既に孤立している親子だけでなく孤立予

備群を把握し、活用可能な地域の資源につないで孤立を予防することである。また、保健師等の健

診従事者は、多くの地域の資源を日頃から把握しておく必要があり、そのためには地域において関

係者との関係づくりをしておくことが重要である。行政ができる子育て支援には限りがあるため、

地域住民・関係機関との協働が不可欠である。 
 
8	 スキルアップ（PP 2-1-23～25） 
乳幼児健診に限らず、対人関係スキルを含めた日常の保健活動に必要なスキルと共通するものが

多く、日々の活動の中で丁寧に対象者と向き合い、対話し、支援につなげるスキルの向上が重要で

ある。また、目指す目的や健診の意義を、健診従事者間で共有することも大事である。同時に、乳

幼児健診には長い歴史があるがゆえにルーティン化された内容があり、健診従事者が果たす役割を

再認識し、モチベーションの向上につなげることが時には有効である。所属する市町村の母子保健

計画や「健やか親子２１（第２次）」で母子保健の目指す理念を改めて確認し、その中での乳幼児

健診の位置づけと意義を振り返る機会を研修等で設けることも有用と考えられる。また、知識や情

報の習得も不可欠であるが、これだけで保健指導スキルを向上させることは難しく、経験を積むこ

とが最も大切である。日々の活動の中で、先輩を規範としながらスキルを向上させるとともに、自

身の保健指導について振り返る機会として、落ち着いた状況で取り組める研修やロールプレイなど

で体験的に学習することも有用と考えられる。日々の活動の中では、先述のように、事後カンファ

レンスをスキルアップの機会とすることもできる。業務で忙しい日々の中で、改めて研修に行くこ

とも難しいこともあるかと思われるが、このように日々の活動の中にスキルアップの機会をみつけ

ていくことも保健指導の質の向上につながると考えられる。 
なお、熟練保健師へのインタビュー調査結果から得た「保健指導のコツ」についてまとめたもの

をPower Point（2-1資料1）に掲載している。また、Power Point（2-1資料 2）には、非常勤保
健師を対象とした研修の現状および研修ニーズに関する全国調査の結果を記載している。スキルア

ップのヒントや研修企画の参考になれば幸いである。 
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スキルアップ研修の事例（大阪府高槻市） 

高槻市では複雑多様化する対象者の背景や健康課題に対応し、対象者が『来てよかった』と思える健

診を目指して、「寄り添う支援」をキーワードとした研修を平成 29 年度に実施した。本研修は高槻市
子ども保健課と当事業の保健指導編担当者とのタイアップにより実施した。概要は以下のとおりである。 
 

Ø 研修テーマ：乳幼児健診の意義～寄り添う支援に向けて～ 
Ø 主な対象者：乳幼児健診に従事する保健師（非常勤従事者を含む） 
Ø 研修のねらい： 

① 「健やか親子２１（第２次）」からみた健診の位置づけを確認し、前向きに健診に従
事できるような動機づけの機会となる 

② 乳幼児健診における保健指導の基本と意義を確認できる 
③ 寄り添う支援の重要性を確認できる 

Ø 方法： 
	 	  1コース（全 2回）の研修 

1回目：講義（上記のねらいに関連した内容） 
2回目：演習（個別保健指導の場面を想定したロールプレイ） 

※ロールプレイは以下の2パターンを実施 
始めに、意図的に「寄り添っていない保健師」の設定で実施。 
その振り返りを行ったうえで、次に「寄り添った保健師」の設定で実施。 
ロールプレイでは、「母親役」も体験する。 
 

Ø 参加者の主な感想 
講義では、「健やか親子２１（第２次）の理念などを改めて振り返ることで、広い視野を

もって健診について考えることができた」「健診の基本を見直すことで、一つ一つの場面で

丁寧にみていく必要性を改めて確認できた」「生まれたときから支援はスタートしている」

「多職種で関わる意義を再確認できた」などの感想が聞かれた。 
演習では、「ロールプレイといえども、母親の気持ちが実感できた」「寄り添っていない

保健師の設定は、保健師役も母親役もつらく、寄り添った支援の重要性をより体感できた」

などの意見が得られた。 
 

Ø ファシリテーターの視点からみた研修の効果 
	 母子保健の目指すところである「健やか親子２１（第２次）」については、多忙な日常業

務の中でなかなか落ち着いて振り返る機会がないことが多い。しかし、講義が改めて振り

返る機会となり、日々の健診事業での関わりが、最終的には親子の健やかな生活につなが 
ること、その意義などを考察できる機会となったと思われる。また、演習では、母親役の

気持ちも改めて実感したり、寄り添う支援について考えることができる機会となった。さ

らに、今回のロールプレイで用いた保健指導技術についてグループワークによって議論す

ることで、普段用いている技術を可視化することができた。それらを共有することで今後

の支援能力向上に向けて、各自がもつ保健指導技術の「引き出し」を増やすことにもつな

がったのではないか。また非常勤従事者も含めて同じ研修を行うことで、全体の対応・水

準の質が保たれた標準的な保健指導体制構築にもつながると考えられる。 
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第 2 章 第 2 節 「健やか親子２１（第２次）」の問診項目ならびに 

推奨問診項目の活用方法 
 

1．「健やか親子２１（第２次）」の問診項目ならびに推奨問診項目の活用方法 
	 「健やか親子２１（第２次）」の理念は、「すべての子どもが健やかに育つ社会」を（10年後に）
実現することである。その実現のために 2つの目的が設定されている。1つ目は、「日本全国どこ
で生まれても、一定の質の母子保健サービスが受けられ生命が守られるという地域間での健康格差

の解消」であり、2つ目は、「疾病や障害、経済状態等の個人や家庭環境の違い、多様性を認識し
た母子保健サービスの展開」である。すなわち「健やか親子２１（第２次）」の理念達成の鍵は、

「健康格差の解消」と「多様性への対応」といえる。この 2つの鍵は、新たな学術的潮流である「健
康の社会的決定要因」の考え方の流れの中にあり、従来の個別対応・個別指導といったアプローチ

に加え、社会的な状況把握や集団の背景分析をもとにした個別・集団アプローチを提起している。 
	 これらの新しい考え方の実践に求められるのは、『比較』による評価である。ある市町村の母子

保健の現状は、隣接する市町村と比較してどのような状況にあるのか。ある市町村の中の地域間に

格差はあるのか。全国の同じような人口規模の市町村と比較してどのような特徴が見出されるのか。

ひとつの市町村をみても、以前と比較してどのような傾向にあるのか。これらの問いに答えるには、

測る『ものさし』を同じものにする必要がある。その『ものさし』の一つが、乳幼児健診における

「共通問診」である。本稿では、この「共通問診」に関する最新の状況を概説する。 
 
1）「共通問診」とは 
	 「健やか親子２１（第２次）」に関連する「共通問診」は、3つの種類に分類される。 
① 必須問診項目（15項目） 
② 中間評価前把握項目（5項目） 
③ 推奨問診項目（13～15項目） 
このうち、①必須問診項目と②中間評価前把握項目は、「健やか親子２１（第２次）」の指標とな

っている。	

 
2）必須問診項目とは 
	 「健やか親子２１（第２次）」の指標となっている必須問診項目は 15項目ある。狭義の「共通問
診」はこの15項目を指す場合が多い。表2-1に「健やか親子２１（第２次）」の指標番号と指標課
題名（問診項目）を示す。 
	 これら必須問診項目の導入状況であるが、厚生労働省母子保健課調べ（平成27年度、1,733市
町村が回答（以下、「母子保健課調べ」と略す））の結果をみると、全項目実施市町村が 1,073（61.9%）、
一部項目の実施市町村が239（22.3%）、実施無しが 421（24.3%）となっていた。さらに、実施予
定の状況をみると、平成28年度から実施を予定している市町村が 546、平成29年度（以降）が
64、実施予定無しが 32となっており、平成29年度には 98%程度の市町村で必須問診項目が導入
される見込みとなっている。このように必須問診項目の導入が進んでいる状況下にあるため、「健

やか親子２１（第２次）」の理念達成に必須となっている「健康格差」と「多様性」の分析が格段

に進む素地ができたといえるだろう。ここで確認しておきたいのは、問診項目の設問の文言と、選

択肢の文言（番号）を一文字も変えずに設定することである。この前提がないと比較が困難となる。 
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	 なお、便宜上、本節では、必須問診項目で得られる指標 15項目に①～⑮の連番を振った。それ
ぞれの項目の考え方については後述する。 
 

表 2-1	 必須問診項目一覧 

問診項目の主たる内容 健やか親子２１（第２次） 
指標番号 

① 妊娠・出産について満足している者の割合 基盤課題	 A-3 

② 妊娠中の妊婦の喫煙率 基盤課題	 A-5 

③ 育児期間中の両親の喫煙率 基盤課題	 A-6 

④ 妊娠中の妊婦の飲酒率 基盤課題	 A-7 

⑤ 仕上げ磨きをする親の割合 基盤課題	 A-11 

⑥ 出産後 1か月時の母乳育児の割合 基盤課題	 A-参 7 

⑦ 1歳 6か月までに四種混合、麻しん・風しんの予防接種を終了 
している者の割合 基盤課題	 A-参 10 

⑧ この地域で子育てをしたいと思う親の割合 基盤課題	 C-1 

⑨ 積極的に育児をしている父親の割合 基盤課題	 C-5 

⑩ 乳幼児のいる家庭で、風呂場のドアを乳幼児が自分で開ける 
ことができないよう工夫した家庭の割合 基盤課題	 C-参 4 

⑪ ゆったりとした気分で子どもと過ごせる時間がある母親の割合 重点課題	 ①-1 

⑫ 育てにくさを感じたときに対処できる親の割合 重点課題	 ①-2 

⑬ 子どもの社会性の発達過程を知っている親の割合 重点課題	 ①-3 

⑭ 子どもを虐待していると思われる親の割合 
※「しつけのし過ぎがあった」「感情的に叩いた」「乳幼児だけを家に残して外出した」

「長期間食事を与えなかった」「感情的な言葉で怒鳴った」「子どもの口をふさいだ」「子

どもを激しく揺さぶった」のいずれか１つでも回答した割合であることに留意。 

重点課題	 ②-2 

⑮ 乳幼児揺さぶられ症候群（SBS†）を知っている親の割合 重点課題	 ②-5 
 
3）中間評価前把握項目とは 
	 「健やか親子２１（第２次）」の中間評価と最終評価の前年度に各市町村において把握すること

になっている項目が、この中間評価前把握項目である。「健やか親子２１（第２次）」の指標として

は次頁の表2-2に示すように4指標であるが、項目としては 5項目となっている。これは、かかり
つけ医の有無について、医師と歯科医師を分けて把握する（基盤課題A-10を参照のこと）ためで
ある。 

                                                
† Shaken Baby Syndrome 
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表 2-2	 中間評価前把握項目一覧 

指標番号 指標 

基盤課題	 A-9 小児救急電話相談（#8000）を知っている親の割合 

基盤課題	 A-10 
子どものかかりつけ医（医師）を持つ親の割合 

子どものかかりつけ医（歯科医師）を持つ親の割合 

基盤課題	 C-2 妊娠中、仕事を続けることに対して職場から配慮されたと思う就労妊婦の割合 

基盤課題	 C-3 マタニティマークを妊娠中に使用したことのある母親の割合 
 
4）推奨問診項目とは 
	 母子保健の歴史は長い。乳幼児健診に用いられる問診項目は、各市町村でそれぞれ『進化』を遂

げてきている。各市町村では、問診項目の見直しが適宜行われているが、ほとんどの市町村で問診

項目数は増加の一途をたどっており、すでに飽和状態にある。 
	 そこで、これまでの40年近くの問診項目を分析し、実際に市町村で用いられた実績がある問診
項目を絞り込んで提示したのが、推奨問診項目である。長い歴史を持つ、発達関連の項目も吟味し、

前述の必須問診項目と推奨問診項目をあわせた問診項目数を 25項目になるように開発されている。
25項目という数は、『飽和』の手前にある数であり、多すぎて健診に影響を与えるというレベルで
はない。これらの推奨問診項目も全国的に導入が進んでおり、「健康格差」と「多様性」の把握が

できる素地ができつつある。推奨問診項目については、研究班が既にまとめた「手引き」10)のP. 145
〜150を参照されたい。 
 
2．各必須問診項目の保健指導のポイント 
	 約 70万人のデータをもとにした平成 28年度の母子保健課調べを引用しながら、必須問診項目
15項目についてそれぞれ保健指導のポイントを確認していきたい。 
 
①	 妊娠・出産について満足している者の割合 
設問（基盤課題A-3）：3～4か月 選択肢 
産後、退院してからの 1か月程度、助産師や保健師等から
の指導・ケアは十分に受けることができましたか。 

1．はい 
2．いいえ 
3．どちらとも言えない 

	 母子保健課調べの結果をみると、「1．はい」を選択した者の割合は 81.1%であった。「2．いいえ」
が 5.6%、「3．どちらとも言えない」が 13.3%であることから、満足しているとは言えないものが
2割（約 5人に 1人）に上ることが明らかになっている。 
	 隣接の市町村と格差がみられる場合、あるいは、市町村内において地区により格差がある場合に

は、出産施設からの退院指導や 1か月健診の対応に要因がある可能性もある。出産施設の専門職と
連携を図りながら、新生児訪問や産後ケア事業をより良いものにしていく必要がある。 
	 また、すでに子育て世代包括支援センターが整備されている場合には、「2．いいえ」「3．どちら
とも言えない」と回答した者について、妊娠中からの支援がどのように行われていたのかを一度振
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り返り、適切な支援を構築する必要がある。産前産後の直接的なケア・支援の状況に加えて、妊娠

前後の環境・家庭要因も影響するからである。これらの関連要因や背景については、子育て世代包

括支援センターの機能をより良いものとするPDCAサイクルを不断に回していきたい。母子保健
事業におけるPDCAサイクルの重要性については、第 1章第 2節を参照されたい。 
 
②	 妊娠中の妊婦の喫煙率 
設問（基盤課題A-5）：3～4か月 選択肢 
妊娠中、あなた（お母さん）は喫煙をしていましたか。 1．なし 

2．あり（1日	 	 	 本） 
	 母子保健課調べの結果をみると、「1．なし」を選択した者の割合は97.1%であり、「2．あり」は
2.9%であった。 
	 妊娠前に喫煙していた者の多くは、自身の妊娠をきっかけとして“一旦”禁煙をする。しかし、一
部の者はそのまま喫煙を継続するが、その割合が全体の 2.9%と決して少なくないことがわかった。
妊娠中にも喫煙を継続する、依存度の高い状況は、虐待予防の観点からのリスクと見なされている。

この問診項目に「2．あり」と答えた者については、③育児中の喫煙状況の項目（基盤課題A-6）
はもとより、⑭不適切な子育てに関する項目（重点課題②-2）の回答状況についてもあわせて把握
する必要がある。これらの項目にも気になる回答が示されていれば、多職種連携によるカンファレ

ンス等で対応を検討していきたい。 
 
③	 育児期間中の両親の喫煙率 
設問（基盤課題A-6）：3～4か月、1歳 6か月、3歳 選択肢 
1）現在、あなた（お母さん）は喫煙をしていますか。 
2）現在、お子さんのお父さんは喫煙をしていますか。 

1．なし 
2．あり（1日	 	 	 本） 

	 母子保健課調べの結果をみると、「2．あり」を選択した母親は、3～4か月時点で 4.0%、1歳6
か月時点で7.2%、3歳時点で8.7%と、子どもの年齢が上がるとともに増加していることがわかっ
た。このように該当率が増加する主な要因は、“一旦”禁煙をした母親の『再喫煙』と考えられる。 
	 妊娠（出産）は、自身の禁煙の動機付けとなっているが、それは妊婦（母親）が、妊娠出産を禁

煙するに値する『価値あるもの』『大切なもの』と認識しているからである。しかし、再喫煙は、

その後の育児の過程において、育児ストレスや周囲の支援状況の乏しさ等により、その『価値ある

もの』としての認識が薄れていく、あるいは『価値あるもの』として認識する余裕が失われていく

ということを意味するものであり、包括的な支援が求められている。 
	 一方、父親の喫煙は3～4か月時点で 37.8%、1歳 6か月時点で38.6%、3歳時点で 38.9%と、
子どもの年齢に応じた変動はみられない。母親の状況と比較すると、父親には『再喫煙』は見られ

ないが、これは妊娠から出産後も含めて、禁煙した父親が少数であることに起因すると推察される。 
	 このことは、②妊娠中の妊婦の喫煙率に大きく影響している。妊娠中あるいは産後の禁煙継続に

は、父親の禁煙が一つの支えとなるが、その父親の禁煙があまり望めないという現状が示された。

さらに、乳幼児のいる家庭の40%程度に喫煙者がいることが、改めて明らかになった。家族内に
喫煙者がいる場合は、たとえベランダ等で喫煙していたとしても、子ども（家族）への受動喫煙が

あることをしっかりと説明していくことが望まれる。 
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	 妊婦の喫煙経験や喫煙・禁煙状況については、妊娠届出時の問診等で把握されたとしても、妊婦

本人への禁煙指導や禁煙継続支援だけでは大きな効果は見込めず、父親を含めた家族（同居の親族

も）を対象とした禁煙支援が早期から必要となるだろう。 
	 隣接市町村との比較、あるいは市町村内の地区比較で格差がみられる場合は、地域の特性にアプ

ローチする必要がある。思春期以降の喫煙が影響していることも考えられるので、市町村の教育委

員会と調整し、学校における『喫煙防止教育』に際して、市町村のデータや比較データを用いた授

業を展開することも考慮したい。 
 
④	 妊娠中の妊婦の飲酒率 
設問（基盤課題A-7）：3～4か月 選択肢 
妊娠中、あなた（お母さん）は飲酒をしていましたか 1．なし 

2．あり 
	 母子保健課調べの結果をみると、「2．あり」を選択した者の割合は1.3%であった。妊娠中の飲
酒はほぼ避けられている状況にある。引き続き、飲酒の健康への影響をわかりやすく説明するなど、

個別の保健指導と啓発活動を展開していく必要がある。 
 
⑤	 仕上げ磨きをする親の割合 
設問（基盤課題A-11）：1歳 6か月 選択肢 
保護者が、毎日、仕上げ磨きをしていますか 1．仕上げ磨きをしている 

	 （子どもが磨いた後、保護者が 
	 	 仕上げ磨きをしている） 
2．子どもが自分で磨かずに、 
	  保護者だけで磨いている 
3．子どもだけで磨いている 
4．子どもも保護者も磨いていない 

	 母子保健課調べの結果をみると、「1．仕上げ磨きをしている」を選択した者の割合は 72.7%、「2．
保護者だけで磨いている」が 21.4%であった。一方、「3．子どもだけで磨いている」は4.1%、「4．
子どもも保護者も磨いていない」の 1.8%と合わせて 5.9%の保護者は、子どもの口腔保健に関わっ
ていないことが明らかになった。 
	 保護者による仕上げ磨きは、う蝕†予防などの口腔の健康維持に加えて、生活習慣の確立、スキ

ンシップの向上等の複合的な意味合いを持つ行動となる。子どもが先に磨き、その後、保護者が仕

上げ磨きをするという 2段階の行動に重要な意義があることを、住民に啓発することを基本にする。
また、保護者の関与がみられない場合には、多忙な中でも時間を割く価値があること、そこから新

たな健康課題の早期発見に結びつくことなど、保護者の生活状況に合わせた仕上げ磨き『習慣』の

確立を促したい。 
	 「3．子どもだけで磨いている」もしくは「4．子どもも保護者も磨いていない」を選択した者の
中で、他の項目（例えば、⑭不適切な子育てに関する項目）にも気になる回答がみられた場合には、

同胞に関する情報も（あれば）合わせて収集し、背景要因を把握した上で、多職種カンファレンス

で親子への対応・支援を進めていく。 

                                                
† 「う蝕」は、「むし歯」の同義語である。歯科医療の用語として広く使用されていることから、本マニュアルでは「う蝕」で統
一している。 
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⑥	 出産後1か月時の母乳育児の割合 
設問（基盤課題A-参7）：3～4か月 選択肢 
生後 1か月時の栄養法はどうですか 1．母乳 

2．人工乳 
3．混合 

	 母子保健課調べの結果をみると、「1．母乳」は47.6%、「2．人工乳」が7.0%、「3．混合」が45.4%
となっていた。この割合は地域によって異なる可能性がある。母乳育児指導に熱心な産科施設の存

在や、経済的に厳しい状況にある地域などによって割合は異なってくる。その地域に合わせた産科

施設との連携や、母乳育児支援が求められる。 
	 個別の指導では、指導する側が柔軟な考え方を持ち、本人の希望を踏まえて、本人の状況に合わ

せた栄養法の指導・支援をおこなう。その際には『授乳・離乳の支援ガイド』を参考にされたい 18)。

また、本項目は母乳育児を選択しない者への支援のきっかけにもなる問診項目となっている。 
 
⑦	 1歳 6か月までに四種混合、麻しん・風しんの予防接種を終了している者の割合 
設問（基盤課題A-参10）：1歳 6か月 選択肢 
四種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ）の予防

接種を済ませましたか 
1．はい 
2．いいえ 

麻しん・風しんの予防接種を済ませましたか 1．はい 
2．いいえ 

	 母子保健課調べの結果をみると、「1．はい」を選択した者の割合は、四種混合が96.2%、麻しん・
風しんは90.8%であった。一方で、未接種の割合をみると、四種混合で3.8%であるのに対し、麻
しん・風しんでは9.2%と比較的高くなっていた。 
	 未接種には、明示的・意図的に接種をしない場合と、接種の機会を逃している場合がある。まず

は、なぜ接種を済ませていないのかを丁寧に聞き取りたい。子どもの上に同胞がいれば、その同胞

の接種状況も合わせて把握しておきたい。その上で、接種の機会を逃している場合には、接種を受

ける具体的な行動を支援することになる。医療機関・保健センター等の日時・場所の情報と、そこ

に至るまでの交通機関の利用について一緒に考えること等、支援的な対応をしたい。 
	 また、未接種の場合、他の項目においても気になる回答があった時には、子どもの健康に対する

関心が乏しい可能性があるため、要支援者として多職種カンファレンス等で支援・指導について共

有することが求められる。子育て世代包括支援センターが整備されている場合には、乳幼児健診の

未受診と同様に、継続的に状況を把握するためにも重要な項目である。 
 
⑧	 この地域で子育てをしたいと思う親の割合 
設問（基盤課題 C-1）：3～4か月、1歳6か月、3歳 選択肢 
この地域で、今後も子育てをしていきたいですか 1．そう思う 

2．どちらかといえばそう思う 
3．どちらかといえばそう思わない 
4．そう思わない 

	 母子保健課調べの結果をみると、「1．そう思う」と回答した者は、3～4か月で67.1%、1歳 6
か月で 67.7%、3歳で 68.5%と、横断的な数値ではあるが、児の成長につれて肯定的な意見が若干
増加する傾向がみられた。 
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	 この問診項目は、市町村の母子保健サービスの質だけではなく、他の側面、たとえば医療機関の

状況、交通機関や道路状況、学校や遊び場、保育所や幼稚園等の子育てインフラなど、市町村ある

いは隣接市町村まで含めた多岐に渡る要因が反映されるといえる。もちろん、自治体行政の枠を越

えた環境問題や気候変動なども影響することだろう。その意味で、この問診項目にどれほどの住民

が肯定意見を持っているのかは、健やか親子２１（第２次）に留まらない、市町村の将来を示唆す

るデータとなるだろう。地区別の格差があるかどうかについても、あわせて検討しておきたい。な

お、結果は母子保健担当課だけではなく、自治体内の他部局にも結果を共有して検討する機会をぜ

ひ設けられたい。それが健康部局の壁を越える『唱導』につながる取組、すなわちヘルスプロモー

ションの核となる取組といえる。 
	 また、個別にどの選択肢を選んだのかは、そこから家庭背景・地域背景の把握に切り込む良いき

っかけとなる。「なぜ、『3．どちらかといえばそう思わない』を選んだのですか、」どの問いが思わ
ぬ支援の糸口となるので、他の項目の回答と併せて確認しながら、当該地域の子育てに肯定感を持

てない背景を把握したい。特に孤立した子育てについては、必ず把握し対応したい課題である。 
 
⑨	 積極的に育児をしている父親の割合 
設問（基盤課題 C-5）：3～4か月、1歳6か月、3歳 選択肢 
お子さんのお父さんは、育児をしていますか 1．よくやっている 

2．時々やっている 
3．ほとんどしない 
4．何ともいえない 

	 母子保健課調べの結果をみると、「1．よくやっている」と回答した者は、3～4か月で 62.5%、1
歳 6か月で60.2%、3歳で56.3%と、横断的な調査ではあるが、児の成長につれて肯定的な意見が
減少する傾向がみられていた。この減少傾向は、⑪ゆったりとした気分で子どもと過ごせる時間が

ある母親の割合と同様の傾向である。 
	 以前の父親の『育児参加』の時代から、現在は父親の『積極的育児』の時代に移行してきた。積

極的に育児をしていると母親から『評価されている（みなされている）』父親は、約 3分の 2が該
当するということになる。この結果は、一方で、育児をあまりしていない父親に対する不満も大き

くなる時代であることを意味している。 
	 この項目の回答は、短期的・長期的な夫婦関係や家族関係に左右される。核家族世帯においては、

夫の育児観や勤務形態を把握し、その上で良好な家族関係の中で育児が営まれるようなアドバイス

が求められる。三世代家族（特に夫の親との同居）においては、夫とその親の関係性について把握

し、家族関係の『やり過ごし方』についてアドバイスなどを行いたい。 
	 無回答の場合には、「父親」あるいは「夫」などの単語にからむ複雑な背景が潜む可能性や、役

所への届け出とは異なる家族関係が存在することもある。経済的困窮やDVの可能性なども念頭に
置き、支援につなげていく。 
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⑩	 乳幼児のいる家庭で、風呂場のドアを乳幼児が自分で開けることができないよう工夫した家庭の割合 
設問（基盤課題 C-参4）：1歳 6か月 選択肢 
浴室のドアには、子どもが一人で開けることができないよう

な工夫がしてありますか 
1．はい 
2．いいえ 
3．該当しない 

	 母子保健課調べの結果をみると、「1．はい」と回答した者が45.1%、「2．いいえ」が54.9%であ
った。 
	 家庭内の事故防止策として、多くの市町村でチェックリストを活用した啓発が行われている。こ

の問診は、それらの中で代表的な 1項目を用いて設定されており、この項目だけで家庭内の事故防
止対策が把握できるものではない。特に「2．いいえ」の回答については、チェックリストの他項
目と合わせて活用していきたい。 
	 浴室に関しては、高齢者向けの浴室・浴槽デザイン（入りやすいドアや浴槽縁の低さ）の流通も

あり、家族の理解を得ておくことがまずは必要になる。その前提条件は、残し湯をしない、という

ことである。わが国では、防災時の対応という意図もあろうが、依然として多くの家庭で残し湯が

されていることを考えると、「2．いいえ」の回答者には残し湯をしないことをしっかりと指導して
おきたい。近年では、幼児がお風呂浴室で溺れる場合、静かに浴槽に沈んでいくこと（本能的溺水

反応）も指摘されており 19)、浴室内の状況が把握しやすい場合でも、リスクが多大であることを保

護者と共有しておきたい。 
	 「1．はい」の回答を増やすためには、家庭にあった工夫を写真入りの例で説明し、手軽にでき
る工夫等を始められるように支援する。 
 
⑪	 ゆったりとした気分で子どもと過ごせる時間がある母親の割合 
設問（重点課題 ①-1）：3～4か月、1歳 6か月、3歳 選択肢 
お母さんはゆったりとした気分でお子さんと過ごせる時間

がありますか 
1．はい 
2．いいえ 
3．何ともいえない 

	 母子保健課調べの結果をみると、「1．はい」と回答した者は、3～4か月で 87.6%、1歳 6か月
で 78.0%、3歳で71.3%と、横断的な数値ではあるが、子どもの成長につれて肯定的な意見が減少
する傾向がみられた。歩行が可能になり活動範囲が格段に大きくなったことや、子どもの下に同胞

が生まれたこと、職場に復帰したことなど、この減少傾向の背景には複合的な因子が考えられる。 
	 この問診項目は、健やか親子２１の第１次計画から導入されている指標に関連する項目である。

母親の子育てに関する余裕はもとより、生活の精神的な余裕、家族や周囲からの支援の状況、そし

て母子保健サービスの提供状況等、多くの因子がこの回答に関連している。 
	 「2．いいえ」を回答した者には、共感の姿勢を保ちつつ、どのような因子が否定的な回答の背
景にあるのかを丁寧に把握し、支援につなげていきたい。 
	 これまでに、この問診項目は、他の項目（必須問診項目以外も含む）と関連していることが分か

っている。「母親が喫煙・飲酒していない」「子育て状況や健診状況に満足している」「相談相手が

いる」「育児に自信が持てている」「虐待はしていないと思っている」の割合が高い方が、「ゆった

りとした気分で子どもと過ごせる時間がある」割合が高い傾向が見られた。また、「父親が子ども

とよく遊んでいる」「母親が育児休業中や働いていない」「地域のお祭りなどに参加している割合が

高い」ことも、この指標の割合が高いことと関連することが示唆されている。 
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	 このような特性のある問診項目であるので、個別指導にも集団指導・事業改善にも用いることの

できる包括的項目の一つといえる。 
 
⑫	 育てにくさを感じたときに対処できる親の割合 
設問（重点課題 ①-2）：3～4か月、1歳 6か月、3歳 選択肢 
①あなたは、お子さんに対して育てにくさを感じていますか 1．いつも感じる 

2．時々感じる 
3．感じない 

②（設問①で「1．いつも感じる」「2．時々感じる」と回答した人に対して） 
育てにくさを感じた時に、相談先を知っているなど、何らかの解決する方

法を知っていますか 

 
1．はい 
2．いいえ 

	 母子保健課調べの結果をみると、設問①について「1．いつも感じる」または「2．時々感じる」
を選択した者は、3～4か月で 13.3%、1歳 6か月で 25.3%、3歳で34.8%と、横断的な数値ではあ
るが、児の成長につれて育てにくさを感じる者が増加していく傾向がみられた。さらに、それらの

回答をした者を母数にした設問②では、「1．はい（解決する方法を知っている）」と回答したもの
は、3～4か月で 84.1%、1歳 6か月で 79.1%、3歳で82.9%となっていた。 
	 育てにくさを感じる要因は様々である。子どもの要因、親の要因、親子関係に関する要因、さら

には環境の要因など、これらが複合的に関係している。因子が複合的な場合、個別指導においても、

指導は複合的であることが求められる（第 5章第 1節）。そのためには、多職種カンファレンスな
どによる様々な見方をもとにした支援をできるだけ早期に多角的・複合的に展開していくことが求

められる。 
	 また、3歳児健診において、この設問に気になる回答が見られた場合、その後、就学までどのよ
うに支援していくのか見通しをもって対応できることが望ましい。そのためには既存の取組みのあ

り方を見直す（例えば、就学時健診に母子保健側からも参画する等）ことが必要となることもある

だろう。就学前には、設問②の回答（「1．はい」）が100%となるような仕組みを作り上げていき
たい。 
 
⑬	 子どもの社会性の発達過程を知っている親の割合 
設問（重点課題 ①-3）：3～4か月、1歳 6か月、3歳 選択肢 
（3～4か月） 生後半年から 1歳頃までの多くの子どもは、「親の後追いを

する」ことを知っていますか 
1．はい 
2．いいえ 

（1歳 6か月） 1歳半から2歳頃までの多くの子どもは、「何かに興味を持
った時に、指さしで伝えようとする」ことを知っていますか 

1．はい 
2．いいえ 

（3歳） 3歳から 4歳頃までの多くの子どもは、「他の子どもから誘
われれば遊びに加わろうとする」ことを知っていますか 

1．はい 
2．いいえ 

	 母子保健課調べの結果をみると、「1．はい（知っている）」と回答した者は、3～4か月で 90.1%、
1歳 6か月で94.2%、3歳で 82.3%となっていた。 
	 この問診の特徴は、現在、その項目ができているかどうかではなく、これから数か月のうちに子

どもの姿が変わるとの「見通し」を与え、保護者が子どもの社会性の発達に注目し、成長を楽しむ

視点からその知識を問うものとなっている。また、社会性の発達について、誰もが関心を持ち、そ
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の後の集団生活の場などにおいて、子どもの多様性をお互いに受け止める素地を作り出す意味があ

る。 
 
⑭	 子どもを虐待していると思われる親の割合 
※「しつけのし過ぎがあった」「感情的に叩いた」「乳幼児だけを家に残して外出した」「長期間食事を与えなかった」「感情的

な言葉で怒鳴った」「子どもの口をふさいだ」「子どもを激しく揺さぶった」のいずれか１つでも回答した割合であることに留意。 
設問（重点課題 ②-2）：3～4か月、1歳 6か月、3歳 母子保健課調べ 
この数ヶ月の間に、ご家庭で以下のことがありましたか。 
あてはまるものすべてに○を付けて下さい 3～4か月 1歳 6か月 3歳 

1．しつけのし過ぎがあった 
2．感情的に叩いた 
3．乳幼児だけを家に残して外出した 
4．長時間食事を与えなかった 
5．感情的な言葉で怒鳴った 
6．子どもの口をふさいだ（3歳は選択肢無し） 
7．子どもを激しく揺さぶった（3歳は選択肢無し） 
8．いずれも該当しない 

0.8% 
1.3% 
2.1% 
0.1% 
5.7% 
0.4% 
0.2% 

90.3% 

 2.2% 
6.0% 
1.1% 
0.1% 

17.9% 
0.6% 
0.2% 

77.4% 

 5.1% 
10.8% 
1.5% 
0.1% 

36.9% 
-	  
-	  

57.7% 

 

	 母子保健課調べの結果を上の表の右欄に示した。選択肢 1～7（3歳児は1～5）のいずれか 1つ
でも該当した者は、3～4か月で9.7%、1歳 6か月で22.6%、3歳で42.3%となっており、子ども
の年齢が上がるとともに該当率が大きく上昇していた。特に、「2．感情的に叩いた」は、3～4か
月では 1.3%であったが、3歳ではその約 8倍（10.8%）に上昇している。この問診は、「子どもを
虐待していると思われる親の割合」の指標に関連した問診としており、健診の現場では、叩かない

子育て等、適切な育児を支援するためのきっかけとなる項目として、虐待予防に向けた入口の設問

として大いに活用されたい。これらに該当する保護者には様々な状況があり、回答者の潜在的なニ

ーズを把握するためには、丁寧な対応が必要である。また、「子どもの口をふさいだ」「子どもを激

しく揺さぶった」など、明らかなSOSのサインと捉え、しっかりと気持ちを傾聴する必要がある。
この指標に関連し、叩かない育児の啓発については、厚生労働科学研究（妊産褥婦健康診査の評価

および自治体との連携の在り方に関する研究）の成果物である「子どもを健やかに育むために～愛

の鞭ゼロ作戦～」を活用されたい 20)。 
 
⑮	 乳幼児揺さぶられ症候群（SBS）を知っている親の割合 
設問（重点課題 ②-5）：3～4か月 選択肢 
赤ちゃんが、どうしても泣き止まない時などに、赤ちゃんの

頭を前後にガクガクするほど激しく揺さぶることによって、

脳障害が起きることを知っていますか 

1．はい 
2．いいえ 

	 母子保健課調べの結果をみると、「1．はい」が97.6%となっており、啓発が進んでいるものと考
えられる。乳幼児揺さぶられ症候群が発生する背景には、泣きやませようとしても泣き止まない乳

児に特有の泣き行動（パープル・クライング）がある。泣きをコントロールできないことに対する

保護者の焦りやイラつきが激しい揺さぶりにつながることを、当事者が認識する必要がある。また、

どうしても泣き止まない場合には、子どもを安全な場所に寝かせて、その場を離れて自分がリラッ

クスする対処法を伝えたい。厚生労働省ウェブサイトには、啓発動画『赤ちゃんが泣き止まない〜

泣きへの対処と理解のために〜』が公開されているので、保護者にお勧めしていただきたい 21)。 
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第 2 章 第 3 節 多職種が連携して実施する保健指導のポイント 
 
1	 本節について（Power Point 2章 3節3〜6 (PP 2-3-3~6)） 
	 本節では、乳幼児健診で保健指導をする際に、確認すべき事項とそのポイントを簡略的に概観で

きるよう、研究班が既にまとめた「手引き」10)を再構成・加筆して、健診時期別にまとめた。 
	 乳幼児健診で保健指導を行う健診従事者は、保護者がわが子の成長を自ら確認できる力をもてる

支援を目指しつつ、子どもの月齢・年齢に応じた「標準的な発育・発達と親子の健康な生活の目安」

について共通に理解しておくべきである。母子健康手帳の「保護者の記録」の項目は、すべての健

診従事者が踏まえておくべきその時期の親子の標準的な発育・発達の目安である。次項ではそのよ

うな目安と照らし、着目すべき確認事項とそのポイントを健診時期別に栄養・歯科・保健・看護等

の多職種の視点から整理した 10, 18, 22-46)。 
乳幼児健診の保健指導では、対象となる親子の健康課題や支援ニーズ・強みを確認し、個別性を

重視して保護者へ具体的なアドバイスを行うことが大切である。さらに、健診受診時の状況だけで

なく、次の健診やフォローアップの時期を見通した「標準的な発育・発達と親子の健康な生活の目

安」を伝えることも支援のひとつである。 
しかし、短時間となる乳幼児健診での保健指導で全てを解決できないこともある。まずは対象者

の困りごとなどに耳を傾け、対象者と一緒に問題を整理し、その他の客観的情報（対象者からの訴

えがないものも含む）とともに総合的に判断し、さらに詳細な保健指導が必要な場合は、次の支援

につなげることが重要である。 
 
2	 健診の時期別にみた保健指導のポイント 
	 本項では、各健診時期の特徴を概説した後、保健指導の際に着目すべき事項とそのポイントを表

として示した。この表は、「手引き」10)の表6.1をもとに、さらに詳細な保健指導のポイントを加
筆したものである。健診時期別に記載しているが、今後の見通しやどのように変化していくかなど

を確認したい場合は、「手引き」や本稿の最後に掲載している表を活用して全体像を確認頂きたい。 
 
1）1か月児健診（PP 2-3-7~10） 
生後１か月頃の子どもは、原始反射がまだ認められる時期であり、大きな音には四肢を動かして

反応する。また、良好な対光反射がみられる。体重増加は１日20～50gであり、生理的体重減少
の最小値以降の 1日あたりの増加分を計算する。仰臥位では、四肢を良く動かす。特にこの時期は、
①体重増加不良、哺乳力の弱さ、②筋緊張低下、③皮膚色不良、④嘔吐、下痢、⑤臍炎・臍肉芽腫、

臍ヘルニアに注意する。 
栄養指導においては、この時期は栄養面だけではなく、母体の回復やアタッチメント（愛着）の

形成、子どもの免疫力、乳幼児突然死症候群（Sudden infant death syndrome; SIDS）の予防な
どの面からも、母乳育児をサポートする。体重増加不良や保護者の不安、乳房トラブル等がある場

合は可能な限り、母乳育児に関する専門職（助産師、保健師、看護師、管理栄養士・栄養士など）

が一緒に授乳の実際の様子やリズムを確認し、相談対応するようにつなぐ。 
1か月児健診でみられる保護者の心配事は、多い順に「顔や体のブツブツ」「ゲップが出づらい」
「鼻づまり」「よく吐く」「おしりかぶれ」「授乳量がわからない」と報告されている。生後 2週間
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から 1か月頃は、育児不安が最も強く現れる時期でもあり、保護者からの質問には丁寧に答えると
ともに、保護者の表情や養育態度も観察して問題がありそうな場合は必ず継続フォローとして、関

係機関と連携してサポートしていく。保護者と児を取り巻く家族の存在も大きい時期であるため、

併せて支援する。１か月児健診は、産科退院後初めての外出であることが多いため、保護者へのね

ぎらいの声掛けは重要であり、体重増加が良く一般状態が良好であれば、育児がうまくいっている

ことを強調してエンパワーする。 
 

表 2-3 	 1か月児健診における保健指導のポイント 
発達の目安（母子健康手帳（省令様式）における「保護者の記録」項目より転載） 
・裸にすると手足をよく動かしますか 
・お乳をよく飲みますか 
・大きな音にビクッと手足を伸ばしたり､泣き出すことがありますか 
・おへそはかわいていますか 
・子育てについて気軽に相談できる人はいますか 
・子育てについて不安や困難を感じることはありませんか 
項目 確認事項 保健指導のポイント 

授乳・離乳、食事・

食習慣 

・授乳方法・回数・1回量等 

授乳は子どもの欲するままに与える。

母親は落ち着いた気分で行う。 
あくまでも目安であり、個人差はある

が、授乳回数は１日 7、8回～それ以上、
1回の授乳時間は 10〜15分程度、１回
の哺乳量は生後 1〜2か月で 120〜150
ｍl程度である。 
成長曲線で発育、母乳・ミルクの回数・

量、時間を確認する。 
育児用ミルクを使用する場合は、授乳を

通じて親子関係づくりが進むよう、母親

の心の状態等に配慮した支援を行う。 
母乳不足のために混合栄養を行う場合

は、母乳分泌を維持するために、授乳

回数をできるだけ増やすとともに搾乳

を積極的に行う。 

・哺乳後の排気方法（溢乳と吐乳の違い 
等を含む） 

溢乳を防ぐためには縦抱きで授乳した

り、授乳後に乳児をまっすぐに抱いた

りして、背中をさすり嚥下した空気を

吐き出させる。 
授乳後は逆流した乳汁が気道につまら

ないように、上半身が高くなるような

姿勢で寝かせたり、顔を横に向けて寝

かせたりする。 

・母乳栄養の場合： 
母乳不足・乳房トラブル等の有無 
・人工栄養の場合： 
調乳方法、器具の消毒管理等 

母乳不足：母乳不足感か、本当に母乳

不足かを確認する。母乳不足の場合、

母親に低栄養、ストレス、疲労、睡眠

不足など、母乳不足の原因がないかを

確認する。 
 

（次頁に続く） 

41



 
 

42 

 

乳児に乳首だけでなく乳輪まで深くふ

くませることで、乳腺を圧迫して乳汁

の分泌が容易になる。 
哺乳瓶を嫌がる：種類、メーカーをか

える。母親以外の人が試す等。 
母親の食事の栄養バランスを確認し食

事の重要性を伝える（母乳への影響、

子どものアレルギー発症を心配して、

母親が食物除去をしても、アレルギー

疾患発症リスクに変化がないこと、過

剰な食物除去を行うと、母子共に健康

障害を引き起こす可能性があること、

適切な量と食べ方、授乳中のダイエッ

トは不要等）。 

・母乳、育児用ミルク以外に与えている 
飲料 

生後 1か月頃は、母乳や育児用ミルク
のみでも水分補給は可能である。 

睡眠・生活リズム 

・睡眠と授乳のサイクル 未確立の時期。1～2か月で落ち着くこ
とが多いという見通しを伝える。 

・昼夜の生活リズム 夜泣きの状況を含む 

・電子メディア・情報通信機器（テレビ、 
DVD・ビデオ、タブレット端末等）の 
視聴時間 

2 歳までの子どもにはテレビや DVD
等をみせないようにする。 
授乳中のテレビや DVD 等の視聴をし
ないようにする。 
電子メディア・情報通信機器（テレビ・

DVD・ビデオ・タブレット端末・スマ
ートフォン等）が子どもに与える影響

を説明する（電子メディア・情報通信

機器への接触時間が親子とのふれあい

等他の重要な時間を奪ってしまうこと

（displacement theory）や、内容によ
っては視聴内容が悪影響を及ぼすこと

（content theory）、今後の言語発達の
遅れや生活リズムの乱れなどにつなが

る可能性があること、電子メディア・

情報通信機器によるブルーライトが視

力や睡眠に影響する可能性があること

等を説明する。） 

遊び・対人関係 ・保護者からのかかわり あやす、声をかける、抱く 

保護者の健康、親子

関係 

・親子関係（子どもの要求に対する 
保護者の応答性・関わり等） 

子どもの要求に対する保護者の応答性・関

わり等で気になるところはないか。 

・乳房トラブル、便秘や尿漏れの有無 
子どもの体重増加と授乳状況の確認。母

乳分泌不足、乳腺炎、しこり（乳がん疑

い）等の有無。痔や尿漏れ等の有無。 
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・マタニティブルーや産後うつ病 

表情や言動から疲労感、不安な状態が

ないか。マタニティブルーズの場合は

一過性だが、症状が続く場合は産後う

つを疑い相談できるよう連絡先を伝え

る。不眠や食欲低下の有無。産後うつ

を早期に把握し適切な支援へとつなげ

るために EPDS†を実施（9点以上は保
健センターへ連絡）。 

・受胎調節や家族計画 避妊に関するパートナーの協力状況。

必要に応じて IUD‡の使用も考慮。 

・基本的信頼感の確立 子どもへの養育態度で気になるところ

はないか。 

・母親の食欲・睡眠等状況、体調 
いつもと違う食事や睡眠状況ではない

か、体調不良や意欲の減退などが続い

ていないか（産後うつ疑い）。 

・育児不安、育児困難感の有無 支援者や相談者の有無。相談場所の情

報提供。 
・家族の状況（経済状況、就労状況等 
含む） 

経済状況、就労状況等で困ったことは

ないか。 

ソーシャル・サポー

トおよびネットワー

クの状況 

・支援者の有無 
里帰りから自宅へ戻る時期であること

が多いため、支援の減少への対応がで

きているか。 

・地域とのつながり 

まだ外に出にくい時期であり、特に母

親は産後の心身ともに不安定であるた

め、社会的孤立等によるストレスを感

じないように、身近な支援者の確保が

できているか、市町村保健センター等

の社会資源を知っているかなどについ

て確認する。 

・社会資源活用状況 
市町村保健センターや産後ケア、新生

児訪問、乳幼児全戸訪問事業などの社

会資源の活用について情報提供する 

排泄 ・排泄回数・色・性状・量等 

母乳栄養児と人工栄養児の便の特徴、

新生児の排泄の特徴について説明す

る。その際、母子健康手帳の便カラー

カードの活用についても説明する。 

清潔・入浴 

・皮膚の汚れやかぶれの有無等、保清 
スキンケアの方法等 

沐浴から大人と一緒のお風呂に移行す

る時期であり、入浴に関する不安がない

か確認する。新陳代謝が活発で顔や頭皮

の皮脂の分泌が盛んな時期のため、石鹸

で洗う（特に大泉門や首回りなど）。顔

もよく泡立てた石鹸で洗う。その後保湿

剤などでスキンケアをすると良い。 

・おむつ交換の手技	  
退院後、何か困っていることがないか

確認する。必要時清潔を保持するため

の手技ができているか振り返る。 

・衣服の調節 
生後 2か月以内は大人より 1枚多くす
るのが目安であるが、汗ばんでいない

か確認して調整する。 

                                                
† Edinburgh Postnatal Depression Scale（エジンバラ産後うつ自己評価票） 
‡ Intrauterine device（子宮内避妊具） 
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歯・口腔機能 ・歯みがきの準備状況（アタッチメント 
形成の一環として） 

先天性歯やリガ・フェーデ病による潰

瘍がある場合は、歯科受診を勧める。 
上皮真珠は、特に心配する必要はない。 
ヘルペス性歯肉炎で症状が重い場合

は、小児科や歯科の受診を勧める。 
歯の萌出前は、口腔内の清掃は必要な

い。口腔内カンジタ症の場合は、口腔

内及び口に入れそうなものを清潔に保

つようにする。 

環境整備 

・室内環境の清潔保持状況 
極端な消毒等は必要ないが、室内環境

を清潔に保ち、必要物品の整理などを

行う。 

・外気浴の状況	 	  

生後 1か月から行う。戸外の空気にふ
れることを外気浴という。新鮮な空気

を吸うことは呼吸器系を刺激し、気温

の変化に順応するために効果的であ

る。ただし、天候に応じて無理のない

範囲で行う。 

・過度な冷暖房使用がないか 

季節にもよるが、外気温との差は 5℃
以内程度に温度を管理し、湿度も 50～
60%程度を目安とする。エアコンや扇
風機は直接、児に風があたらないよう

にする。 

・授乳や食事の環境整備 安心と安らぎの中での授乳や食事のた

めの環境整備をする。 

事故防止 

・乳幼児の事故の特徴の理解と防止策の 
状況 

SIDS予防、転落防止（ベッド柵は必ず
上げる）、誤飲防止、火傷（風呂・人

工乳等）、低温火傷の防止、チャイル

ドシートの使用、車に児を残さない、

乳幼児揺さぶられ症候群、家庭外での

事故防止等 

・室内の環境整備 

児のまわりに細かい小物などを置かな

いようにする。児の寝ているところに

壁や棚からものが落ちてこないように

する。 

保護者など周りの人

の喫煙状況 ・家族の喫煙状況、母の再喫煙がないか 
受動喫煙の害が及ばないよう注意す

る。受動喫煙の児への害について説明

する。 
留意点 
・妊娠期からの継続的な支援の視点が重要であり、産科との連携も必要 
・育児不安が特に高い時期である 
・先天性疾患の早期発見につながる時期であるため、保護者が児に対して気になっている症状などにつ

いて注意深く聞く 
次の健診に向けて 
予防接種や今後の健診スケジュール等の見通しや、育児の相談窓口、子育て支援センター等の地域で活

用できる子育て支援に関する社会資源の情報提供を行う。 
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2）3～4か月児健診（PP 2-3-11~13） 
3～4か月児健診は、親子が初めて地域の保健機関に出向く機会であることも多いため、地域の
安心できる育児の相談支援機関となるよう、信頼される関係を築くことが重要である。授乳・睡眠・

排泄は、保健指導・支援のきっかけとなる。栄養指導に関しては現在の授乳状況等だけでなく、離

乳開始に向けた準備の時期であることを念頭におく。乳房トラブルについては新生児期から健診時

までの状況を確認し、適切な授乳方法を継続できるよう支援する。また、母親の精神的な健康状態

の把握として、産後うつ病の可能性についても継続して確認しておく。さらに、子どものあやし方

からアタッチメントの形成状況など親子関係について把握し、基本的信頼感の確立について確認す

る。また、事故、SIDS、乳幼児揺さぶられ症候群（Shaken Baby Syndrome; SBS）などの予防に
関する指導は欠かせない。また今後、発育・発達が著しく児の動きが活発になってくるため、先を

見通した事故予防対策についても保護者に伝えることが重要である。 
保護者の身体的・精神的負担感や問題解決能力、育児の相談者や協力者の存在、子どもの受容等

は、保護者の育児に関する生活の質やソーシャル・サポートおよびネットワークを把握する項目と

して、どの時期においても大切なポイントである。 
 
 

表 2-4 	 3～4か月児健診における保健指導のポイント 
発達の目安（母子健康手帳（省令様式）における「保護者の記録」項目より転載） 

・首がすわったのはいつですか 
・あやすとよく笑いますか 
・目つきや目の動きがおかしいのではないかと気になりますか 
・見えない方向から声をかけてみると、そちらの方を見ようとしますか 
・外気浴をしていますか 
・子育てについて気軽に相談できる人はいますか 
・子育てについて不安や困難を感じることはありませんか 

項目 確認事項 保健指導のポイント 

授乳・離乳、食事・

食習慣 

・授乳方法・回数・1回量等 

眠る時間が長くなり、授乳回数が 6〜7
回くらいになる。授乳は子どもの欲す

るままに与え、母親は落ち着いた気分

で行う。 
成長曲線で発育、母乳・ミルクの回数・

量、時間を確認する。 

・水分摂取のタイミングや内容 

離乳の開始前は、母乳・育児用ミルク

以外の飲み物は不要であるが、大量に

汗をかいた場合などの水分補給は、白

湯や麦茶でよく、果汁は与えなくてよ

い。 
甘い飲み物は、糖分が多く食欲に影響

しやすく、習慣化しやすい。イオン飲

料は、医師の指示があった場合のみと

する。発熱や嘔吐後のイオン飲料の習

慣化に注意する。 
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・離乳の開始に向けた準備 

離乳食に対する不安がある者には、不

安を取り除くように話を聞く。 
授乳のリズムを作ることから、生活リ

ズムを整え、離乳開始に備える。 
離乳は、健康状態の良好なときに開始

する。 
調理の不安を取り除くため、簡単にで

きる料理（調理法）を具体的に提案す

る。 
離乳食の開始時期と完了までのプロセ

ス、食品の組み合わせ、固さ、大きさ、

禁止食品、調理法（調味）などを説明

する。 

・離乳の進め方、アレルギーの有無 

適切な形態・量（咀嚼、月齢にあった

固さ）の食事をフードモデルやパンフ

レットで示す。 
特定の食べ物ばかり食べたがる、嫌い

なものは口にしない等の状況は、その

食べ物が嫌いというより、食べなれて

いないことにより起こりがち（新奇性

恐怖による）である。食べ物の好き嫌

いはこの時期には固定しない。 
生活（授乳）リズムを整える。 
離乳の開始にあたり、ベビーフードの

利点と留意点を説明する。 
食物アレルギーは、個人によりアレル

ゲンが異なる。除去食の必要性の有無

や制限範囲は医師の診断のもとに決定

する。アレルギー対応レシピ、代替食

品を紹介する。 

睡眠・生活リズム 

・睡眠・昼夜の生活リズム 

睡眠・覚醒のリズムがかなり完成し、

昼はよく起きていることが多く、夜は

しっかり眠るようになる。ただし夜泣

きする場合もあるので児の睡眠の状況

を確認するとともに、保護者の睡眠状

況・疲労等にも気を配る。昼と夜の区

別がつくようになるので、昼は外気浴

をして遊び、夜は静かな環境を作る。

生活リズムを作っていくために沐浴や

散歩などを決まった時間帯にする（夜

泣き対策となることもある）。 

・電子メディア・情報通信機器（テレビ、 
DVD・ビデオ、タブレット端末等）の 
視聴時間 

2 歳までの子どもにはテレビや DVD
等をみせないようにする。 
授乳中のテレビや DVD 等の視聴をし
ないようにする。 
電子メディア・情報通信機器が子ども

に与える影響を説明する（1 か月児健
診を参照） 

遊び・対人関係 ・保護者からのかかわり あやす、声をかける、抱く 

保護者の健康、親子

関係 ・親子関係 
子どもの要求に対する保護者の応答

性・関わり等で気になるところはない

か。 
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・乳房トラブル、便秘や尿漏れの有無 

子どもの体重増加と授乳状況の確認。

母乳分泌不足、乳腺炎、しこり（乳が

ん疑い）等の有無。痔や尿漏れ等の有

無。 

・産後うつ病 

表情や言動から疲労感、不安な状態が

続いていないか。体調不良や意欲の減

退はないか。不眠や食欲低下の有無。

必要時EPDSの実施を考慮（9点以上
は保健センターへ連絡）。 

・基本的信頼感の確立 子どもへの養育態度で気になるところ

はないか。 

・母親の食欲・睡眠等状況、体調 
いつもと違う食事や睡眠状況ではない

か、体調不良や意欲の減退などが続い

ていないか（産後うつ疑い）。 

・育児不安、育児困難感の有無 支援者や相談者の有無。相談場所の情

報提供。 

・家族の状況 経済状況、就労状況等で困ったことは

ないか。 

ソーシャル・サポー

トおよびネットワー

クの状況 

・支援者の有無 

支援者の有無を確認し、支援が不十分

であり、養育上の困難点等が確認され

る場合は、担当保健師等に引き継ぐな

ど継続的支援を行う。 

・地域とのつながり 

定頸している児も増え、外に出やすく

なるため、周りに子育て仲間等がいな

い場合は、親子が集える場の情報提供

などを行う。 

・社会資源活用状況 
親子が集える場等の地域における子育

て支援サービスの活用状況を確認し、

必要時情報提供する。 

排泄 ・排泄回数・色・性状・量等 

便秘に関する質問が多い時期でもあ

る。2～3日便が出なくても腹部膨満が
なくミルク・母乳の飲みもよく、機嫌

もよければ様子をみてかまわない。苦

しそうであれば、腹部マッサージや綿

棒等での刺激方法について伝え、それ

でも改善しない場合はかかりつけ医へ

の相談をすすめる。 

清潔・入浴 

・皮膚の汚れやかぶれの有無、保清 
スキンケアの方法等 

新生児期にひきつづき、新陳代謝が活

発であるため、スキンケアが重要であ

る。湿疹がみられることも多いが、清

潔にしていれば軽いものは軽快する。

ただし、治りにくかったり悪化するよ

うであればかかりつけ医への相談をす

すめる。 

・おむつ交換の手技 
新生児期に引き続き、清潔な方法で行

っているか確認し、困りごとがないか

確認する。 

・衣服の調節 

大人と同じ枚数であるが、汗ばんでい

る場合は 1枚少なくする。手足の動き
が活発になるため、吸湿性のよい肌着

と動きやすい衣服を選ぶ。 
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歯・口腔機能 
乳歯が生える前 
・歯みがきの準備状況（アタッチメント 
形成の一環として） 

乳歯の手入れ方法は、保護者の心配ご

ととなりやすいが、歯の萌出前は口腔

内の清掃は必要ない。 
「寝かせみがき」の練習として、保護

者の膝の上に寝かせ、清潔な指で口の

周りや口唇を触れることに慣れさせ

る。 

環境整備 

・室内環境の清潔保持状況 
極端な消毒等は必要ないが、室内環境

を清潔に保ち、必要物品の整理などを

行う。 

・外気浴の状況 

戸外の空気にふれることを外気浴とい

う。新鮮な空気を吸うことは呼吸器系

を刺激し、気温の変化に順応するため

に効果的である。ただし、天候に応じ

て無理のない範囲で行う。 

・過度な冷暖房使用がないか 

季節にもよるが、外気温との差は 5℃
以内程度に温度を管理し、湿度も 50～
60%程度を目安とする。エアコンや扇
風機は直接、児に風があたらないよう

にする。 

・授乳や食事の環境整備 安心と安らぎの中での授乳や食事のた

めの環境整備を行う。 

事故防止 

・乳幼児の事故の特徴の理解と防止策の 
状況 

SIDS予防、転落防止、誤飲防止、火傷
（風呂・人工乳等）、低温火傷の防止、

チャイルドシートの使用、乳幼児揺さ

ぶられ症候群、交通事故、指詰め防止、

遊具での事故防止、家庭外での事故防

止等 

・室内の環境整備 

今後、児の動きが活発化してくるため、

誤飲防止のため小さなものや危険なも

のは少なくとも１m以上の高さに移動
させる。また、まだ寝返りをしていな

い児もいつするかわからないため、引

き続きベビーベッド柵の確認等高所か

らの転落防止に努める。 

保護者など周りの人

の喫煙状況 ・家族の喫煙状況、母の再喫煙がないか 
受動喫煙の害が及ばないよう注意す

る。受動喫煙の児への害について説明

する。 
留意点 
・健診によって、地域の保健機関との接点を初めて持つケースも多いため、出会いの場として信頼関係

の構築が重要 
次の健診に向けて 
予防接種や今後の健診スケジュール等の見通しや、育児の相談窓口、子育て支援センター等の地域で活

用できる子育て支援に関する社会資源の情報提供を行う。次の健診は委託医療機関での個別健診である

自治体も多いため、何か気になることがあれば、保健センターにも相談してもらえるよう伝える。 
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3）9～10か月児健診（PP 2-3-14~16） 
9～10か月児は、好奇心が旺盛で様々なものに興味を示すようになり、盛んに模倣遊びも始まっ
てくる。子どもによっては、はいはいや伝い歩きが始まるため、丸々とした「赤ちゃんらしい」感

じの体型から引き締まった体型に少しずつ変化が見られる。「ダメ」というような簡単な大人の言

うことを理解したり、音に意味のない言葉（喃語）を盛んに発するようになる。表情も豊かになる

時期であるが、人見知りの強い時期でもあり、診察に支障をきたすこともある。粗大運動の発達で

は、座位の安定性が高まり、座位のままで長時間遊ぶようになったり、つかまり立ちもできるよう

になる。屈筋優位から抗重力筋である伸筋が優位になり、立位に適するようになってくるため、早

い子は「よちよち歩き」を始めている子もいる。10か月児では、半数以上でつたい歩きができ、
一人で歩くことができる子どももみられる。一方で、座位のみで、つかまり立ちやはいはいをして

いない子もいる。中には座ったまま移動し独歩が遅れる「シャフリングベビー」という児もいる。

微細運動や精神発達等に問題がない場合は特に心配はいらないことが多いが、診察等での確認が重

要である。微細運動では、手先も器用になり、拇指、示指、中指を使う橈側握りが上達し、小さい

物をつかんだり、片手で持ったものを逆の手に持ち変えも可能になる。 
食生活では、離乳の完了にむけ、１日の食事・生活リズムを整える。 
このように、子ども一人ひとりの発達のバリエーションが大きい時期であり、保護者が発達の遅

れなどに気が付きにくい時期でもある。一方で、子育て中の保護者も、自分の子どもの発達の状況

が、遅れているのか、正常の範囲内なのか不安を抱きやすい時期でもあるため、そのような心情に

配慮した言葉かけが重要である。その場合は、先の見通しをもった助言や、発達の遅れや疾病など

のリスクばかりの説明ではなく、子どもの発育・発達の支援や安心のために経過を確認するなどの

声かけが必要である。 
 

表 2-5 	 9～10か月児健診における保健指導のポイント 
発達の目安（母子健康手帳（省令様式）における「保護者の記録」項目より転載） 
・はいはいをしたのはいつですか 
・つかまり立ちをしたのはいつですか 
・指で、小さい物をつまみますか 
・機嫌よくひとり遊びができますか 
・離乳は順調にすすんでいますか 
・そっと近づいて、ささやき声で呼びかけると振り向きますか 
・後追いをしますか 
・歯の生え方、形、色、歯肉などについて、気になることがありますか 
・子育てについて気軽に相談できる人はいますか 
・子育てについて不安や困難を感じることはありませんか 
項目 確認事項 保健指導のポイント 

授乳・離乳、食事・

食習慣 

・食生活のリズム 
1日 3回食を進める、お腹がすくリズ
ムをつくるために生活リズムを整え

る。 

・適量、食品の種類と組み合わせ 

適切な形態、量（咀嚼、月齢にあった

固さ（歯茎でつぶせる固さ程度）の食

事）。フードモデルやパンフレットで

適量を示す。 
 

（次頁に続く） 
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穀類、野菜・果物、たんぱく質性食品

を組み合わせた食事とし、色々な食品

を楽しむ。 
生後９か月以降は鉄が不足しやすいの

で、赤みの魚や肉、レバーを取り入れ、

調理用に牛乳・乳製品のかわりに育児

用ミルクを使用する等工夫する。フォ

ローアップミルクは、母乳または育児

用ミルクの代替品ではない。必要に応

じて（離乳食が順調に進まず、鉄の不

足のリスクが高い場合など）使用する。 

・調理形態、調理方法 

味覚の発達、身体への影響を伝える。

簡単にできる料理（調理法）を提案す

る。 
離乳食の開始時期と完了までのプロセ

ス、食品の組み合わせ、固さ、大きさ、

禁止食品、調理法（調味）などを説明

する。 

・家族と一緒の食事を楽しむ 

１日１回は、家族で食べられるように、

協力しあう。夕食時間の設定を遅くせ

ず、帰宅時間の遅い家族とのふれあい

は、他の方法を提案する。 

・手づかみ食べ 

手づかみ食べにより、自分で食べる意

欲や、目・手・口の協調動作（運動）

を育てる。 
手づかみ食べのできる食事、汚れても

よい環境、食べる意欲を尊重する。 

・離乳の進め方、アレルギーの有無、 
離乳の完了に向けた準備 

食事の様子（歯茎でつぶして、飲み込

めているか等）を見る。 
特定の食べ物ばかり食べたがる、嫌い

なものは口にしない等の状況は、その

食ベ物が嫌いというより、食べなれて

いないことにより起こりがち（新奇性

恐怖による）である。食べ物の好き嫌

いはこの時期に固定しない。 
生活（授乳）リズムを整える、口腔

機能にあった調理形態にする、焦ら

ず、無理強いをしない。 
１日の食事のリズム、食べられる食品

の増やし方、適量を説明する。 
の母乳または育児用ミルクの回数を減

らしていき食事を中心にする。 
離乳の完了は、形のある食物をかみつ

ぶすことができるようになり、エネル

ギーや栄養素の大部分が母乳または育

児用ミルク以外の食物からとれるよう

になる 12か月から 18か月頃である。 
十分な活動で空腹をつくり、質の良い

睡眠を得る、それらが食欲へとつなが

る環境づくりを行う。 
 

（次頁に続く） 
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ベビーフードの利点と留意点を説明する。 
食物アレルギーへの不安から、自己判

断で食物除去を行うことのないよう注

意し、必ず医師の指示を受ける。アレ

ルギー疾患の予防や治療を目的として

医師の指示を受けずにアレルゲン除去

を行うことは、子どもの発育・発達を

損なう恐れがある。 
甘い飲み物は、糖分が多く食欲に影響

しやすく、習慣化しやすい。 イオン飲
料は、医師の指示があった場合のみと

する。発熱や嘔吐後のイオン飲料の習

慣化に注意する。 

睡眠・生活リズム 

・就寝時間 

日中の平均睡眠時間は、11～13時間で 
夜まとまって寝る時間が長くなる。 
昼間はお散歩や室内でたっぷり遊び、

運動させて、午後 8時頃までには寝る
ように生活環境を整える。 

・午睡の状況 昼食後に 1～2時間程度にし、夕方にな
ると、睡眠に影響がでないようにする。 

・電子メディア・情報通信機器（テレビ、 
DVD・ビデオ、タブレット端末等）の 
視聴時間 

2歳までの子どもにはテレビやDVD
等をみせないようにする。 
電子メディア・情報通信機器が子ども

に与える影響を説明する（1か月児健
診を参照） 

遊び・対人関係 

・保護者と子のかかわり 
「親と視線が合う」「大人のすること

を真似する」「親の後追いをする」な

ど 

・遊び相手を欲しがるときは原則として 
相手になる 

「いないいないばぁ」や「おつむてん

てん」の他、模倣遊びなどでやり取り

を楽しむ。 

保護者の健康、親子

関係 

・親子関係 
子どもの要求に対する保護者の応答

性・関わり、スキンシップ、保護者の

存在を十分に認識しているか等 

・基本的信頼感の確立 
「後追い」は保護者と保護者以外の人を

認識し始めたことを示す行動である。無

視したりせずに、気長につきあう。 

・母親の食欲・睡眠等状況、体調 うつ状態の有無や子どもの夜泣きによ

る睡眠不足、ストレス等をよく聞く 

・育児不安、育児困難感の有無 

動きがでてくるので、目が離せなくな

ったり、後追いや夜泣きなど困難を感

じることもあるので、不安な点をよく

聞く 

・家族の状況 経済状況、就労状況等含む 

ソーシャル・サポー

トおよびネットワー

クの状況 

・支援者の有無 家族などの身近な支援者等、 

・地域とのつながり 
保健師や保育士等地域の支援者や遊び

場等の利用状況等 

・社会資源活用状況 
親子が集える場等の地域における子育

て支援サービスの活用状況を確認し、

必要時情報提供する。 
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排泄 ・排泄回数・色・性状・量等 

便の回数は減り、固形便に変化し始め

る。離乳食の回数増加や主食の移行に

伴い少し便秘気味になることもあるの

で、水分補給やマッサージなどを行う。 

清潔・入浴 
・皮膚の汚れやかぶれの有無等・保清 
スキンケアの方法	 	  

新陳代謝が活発であるため、スキンケ

アが重要である。湿疹がみられること

も多いが、清潔にしていれば軽いもの

は軽快する。ただし、治りにくかった

り、悪化するようであればかかりつけ

医への相談をすすめる。 
急に入浴を嫌がり出すこともあるが、

成長過程で遭遇する機会が多い。 
新生児期に引き続き、清潔な方法で行

っているか確認し、困りごとがないか

確認する。 
・衣服の調節 一般に大人よりも、一枚少ないくらい 

歯・口腔機能 

・乳前歯が生えてくる 

生後 8～9か月頃から乳前歯が生えて
くるが、歯の生え方、形、色などは個

人差がある。 
かかりつけ歯科医での定期健診やフッ

化物歯面塗布を勧める。 

・寝かせみがきをしているか 

保護者の膝の上に寝かせてみがく習慣

を付ける。 
汚れを落とすことを目的とするのでは

なく、無理せず楽しい習慣とすること

が大事である。 
・（歯が生えたら）歯ブラシを使った 
仕上げみがきをしているか 

歯ブラシの毛先の感触や刺激に慣れさ

せ、短時間で終わらせるようにする。 
・水分摂取は甘くない飲み物にしてい 
るか 

水分摂取に甘い飲み物は用いない。 

環境整備 

・室内環境の清潔保持状況 
極端な消毒等は必要ないが、室内環境

を清潔に保ち、必要物品の整理などを

行う。 

・外気浴の状況 

動ける範囲が広がり周囲のものに興味

を示し始める時期。天気の良い時には

散歩をしたり公園に連れて行くことを

すすめる。 

・過度な冷暖房使用がないか 
暖房利用時は湿度調整に注意を（加湿

器や濡れタオル等の利用） 

・授乳や食事の環境整備 安心と安らぎの中での授乳や食事のた

めの環境整備 

事故防止 ・乳幼児の事故の特徴の理解と防止策の 
状況 

何でも口に入れるため、誤飲やおつか

まり立ちやハイハイによる転落等が多

いため注意が必要である。SIDS予防、
転落防止、誤飲防止、火傷（風呂・人

工乳等）低温火傷の防止、チャイルド

シートの使用、乳幼児揺さぶられ症候

群、交通事故、指詰め防止、遊具での

事故防止、家庭外での事故防止等につ

いても注意する。 
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・室内の環境整備 
子どもの手が届かないところに物をお

く習慣をつける。 

保護者など周りの人

の喫煙状況 ・家族の喫煙状況、母の再喫煙がないか 
受動喫煙の害が及ばないよう注意す

る。受動喫煙の児への害について説明

する。 
留意点 
・発達の個人差・バリエーションが大きい時期であり、戸惑う保護者も多い 

次の健診に向けて 
予防接種の今後のスケジュールを確認する。次の健診は 1歳 6か月児健診であることが多くこれまでよ
り間隔が長くなるため、何か困ったときの相談先として保健センターなどの社会資源について説明する。 

 
 
 
4）1歳6か月児健診（PP 2-3-17, 18） 

1歳 6か月児健診では、乳児期から幼児期へ移行し、自我の芽生え、一人歩きや意味のある単語
を話すなど発育・発達の節目であるとともに、育児ポイントや育児不安も大きく変化する時期であ

る。人とのやりとりを通して、コミュニケーション力が育まれ、言葉の理解や発言が広がることか

ら、子どもの発達や、食事や生活リズムなどの生活習慣、親子関係など丁寧な聞き取りと観察、必

要に応じた経過観察も重要である。 
生活リズム、遊びの時間と内容、精神発達や身体発達の確認とこれに見合う遊びの実施状況を把

握し、個別に合わせて具体的な方法の指導をし、継続支援につなげる。 
食生活に関しては、食生活のリズム、食品の種類と組み合わせ、調理形態、家族と楽しく食べる食

生活習慣や子どもの食行動などについて確認する。 
歯・口腔機能では、乳前歯が8本生えそろい、乳臼歯が生えてくる時期である。う蝕予防のため、
フッ化物配合歯磨剤を用いた仕上げみがき習慣の確立やフッ化物歯面塗布および甘味摂取の状況

などを確認する。 
 
 

表 2-6 	 1歳 6か月児健診における保健指導のポイント 
発達の目安（母子健康手帳（省令様式）における「保護者の記録」項目より転載） 

・ひとり歩きをしたのはいつですか 
・ママ、ブーブーなど意味のあることばをいくつか話しますか 
・自分でコップを持って水を飲めますか 
・哺乳ビンを使っていませんか 
・食事や間食（おやつ）の時間はだいたい決まっていますか 
・歯の仕上げみがきをしてあげていますか 
・極端にまぶしがったり、目の動きがおかしいのではないかと気になったりしませんか 
・うしろから名前を呼んだとき、振り向きますか 
・どんな遊びが好きですか 
・歯にフッ化物（フッ素）の塗布やフッ素入り歯磨きの使用をしていますか 
・子育てについて気軽に相談できる人はいますか 
・子育てについて不安や困難を感じることはありませんか 
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項目 確認事項 保健指導のポイント 

授乳・離乳、食事・

食習慣 

・幼児食への移行 
・離乳の完了 

１日の食事リズム、食べられる食品の

増やし方、適量の助言を行う。現物や

パンフレット、フードモデルで適量を

提示。食事量は個人差もあるので、バ

ランスに気をつけるよう指導する。 
食事の様子（しっかり噛んで、飲み込

めているかなど）を見ながら、離乳食

を完了していくことを伝える。 
牛乳・乳製品の必要量を説明する。 
食事時間が空腹で迎えられるように生

活リズムを整えていく。 

・食事・生活のリズム 

朝、起きられるような生活リズムの確

立。食事のリズムが生活リズムの確立

に利用できるように支援する。子ども

の時間に合わせた生活リズムをつく

る。 
日中の活動量、睡眠も含めて見直す。 
食事は 1日 3回となり、その他に、必
要に応じて1日1～2回の間食が目安で
ある。食事リズムを整え、空腹感をも

たせる。 

・間食の時間、内容、量は適切か 

間食は、食事の一部である。１日３回

の食事で、補えないエネルギーや栄養

素を補う内容とし、時間を決める。現

物やフードモデルで適量を提示。 
空腹で食事時間が迎えられるような生

活リズムをつくる。 

・食品の種類と組合せ 食品の種類を増やし、主食・主菜・副

菜を基本に、色々な食品を楽しませる。 

・調理形態 

子どもの咀嚼や嚥下機能の発達に応じ

た食品の種類や量、大きさ、固さなど

への配慮をする。 
咀嚼機能の獲得のため、一緒に噛む見本

を示して、噛むことの大切さを伝える。 
乳歯の生えそろう 3歳頃までは、食べ
づらさや窒息や誤嚥の原因になる食品

（弾力のあるもの、繊維のある肉・野

菜、ピーナッツや大豆など）には配慮

が必要である。 
窒息事故や誤嚥予防のために、食べる

時に遊ばせない、泣かせない、仰向け

に寝た状態や歩きながら食べさせな

い、食べ物を口に入れたまま会話させ

ない、食事中に驚かさない、早食いさ

せないなどの注意が必要である。 

・家族と楽しく食べる 

食事の楽しさは、食欲や健康状態、食

事内容、食事の手伝いへの意欲とも関

連し、食生活全体の良好な状態を示す。 
１日１回は、家族で食べられるように、

協力しあうとよい。 
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・丸のみ、噛まない 

噛むことを体験させるように。手づか

み食べにより、自分で食べる意欲や

目・手・口の協調動作（運動）を育て

る。手づかみ食べしやすい調理のアド

バイスをする。 
丸のみ、噛まない悩みに対しては、前

歯でかじり取る体験を手づかみ食べな

どで十分にさせることで、咀嚼を促し

ていく。 
授乳、生活リズムの確認。食べる環境

を整える。 
小食、偏食、むら食い、だらだら食べ

などの原因が生活リズムの乱れにない

かを確認する。 

・自分から進んで食べる 

食べやすい形態、調理法にしてみる、

食に興味を持たせること、よく遊び、

リズムをもって食事時間が迎えられる

ようにする。 

睡眠・生活リズム 

・生活リズムの獲得状況 

午後8～9 時頃までには就寝、午前6～7

時に起床等。夜泣きなど夜間覚醒がみら

れることもある。昼間の適度な運動や添

い寝等でのスキンシップも有効である。	

・午睡の状況 少なくとも 1回 

・電子メディア・情報通信機器（テレビ、 
DVD・ビデオ、タブレット端末等）の 
視聴時間 

2 歳までの子どもにはテレビや DVD
等をみせないようにする。 
電子メディア・情報通信機器が子ども

に与える影響を説明する（1 か月児健
診を参照） 

遊び・対人関係 ・保護者と子のかかわり 

「何かに興味を持った時に、指さしで

伝えようとする」、「いつもと違うこ

とがあると、親の顔を見て確認する」

など 

保護者の健康、親子

関係 

・親子関係 
子どもの要求に対する保護者の応答

性・関わり、スキンシップ、保護者の

存在を十分に認識しているか等 

・基本的信頼感の確立 

子どもへの養育態度で気になるところ

はないか。子どもからのメッセージも

うまく受け止め、甘えを十分受け止め

ることも大切である。 

・母親の食欲・睡眠等状況、体調 
いつもと違う食事や睡眠状況ではない

か、体調不良や意欲の減退などが続い

ていないか。 

・育児不安、育児困難感の有無 支援者や相談者の有無。相談場所の情

報提供。 

・家族の状況 経済状況、就労状況等で困ったことは

ないか。 

ソーシャル・サポー

トおよびネットワー

クの状況 
・支援者の有無 

支援者の有無を確認し、支援が不十分

であり、養育上の困難点等が確認され

る場合は、担当保健師等に引き継ぐな

ど継続的支援を行う。 
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・地域とのつながり 周りに子育て仲間等がいない場合は、親

子が集える場の情報提供などを行う。	

・社会資源活用状況 
親子が集える場等の地域における子育

て支援サービスの活用状況を確認し、

必要時情報提供する。 

排泄 ・トイレットトレーニングの状況 トイレットトレーニング開始の条件に

ついて説明する。無理強いしない。 

清潔・入浴 
・皮膚の状態 

皮膚の清潔を保ち、刺激をさけ、保湿

等で皮膚を保護する。アトピー性皮膚

炎等がないか確認する。 

・衣服の調節 大人より 1枚少ない程度であるが、季
節や気候に合わせて調節する。 

歯・口腔機能 

・乳臼歯が生えてくる 

乳臼歯が生えてくる時期であるが、個

人差がある。 
癒合歯や反対咬合等の症状もこの時期

は特に心配はない。 
かかりつけ歯科医での定期健診を勧め

る。	

・子ども自身での歯みがき習慣 

子ども自身が「まねっこ」で歯みがき

の習慣を付ける時期である。 
汚れをとることだけではなく、子ども

自身でみがく真似をし、就寝前の保護

者による仕上げみがきの習慣付けが大

事になる。 
歯ブラシによる事故には十分留意する。	

・就寝前の仕上げみがき 

乳臼歯が生えてきたら、就寝前は保護者

による仕上げみがきの習慣をつける。 
仕上げみがきを嫌がる時期ではあるが、

無理をせず、音楽をかけたり、歌を歌い

ながらなど、楽しい雰囲気で行う。	

仕上げみがきは、あまり押さえつけた

り、長い時間行うのではなく、終了後

はよく褒めるようにする。 

・哺乳ビンの使用状況 

使用している場合は、2 歳までにはや
めるようにする。 
就寝前の使用や甘いものを入れての使

用はやめるようにする。 

・フッ化物配合歯磨剤の量 

歯が生えたらフッ化物配合歯磨剤を使

用する。 
切った爪程度で、保護者の仕上げみが

き時に使用する。 
残余物があれば軽くふき取る。 

・歯磨剤の使用状況 保護者の仕上げみがき時に使用してい

るかどうかを確認する。 

・定期的なフッ化物歯面塗布の有無 かかりつけ歯科医での定期健診とフッ

化物歯面塗布を勧める。 

環境整備 

・室内環境の清潔保持状況 極端な消毒等は必要ないが、室内環境を

清潔に保ち、必要物品の整理などを行う。 

・外気浴の状況 

動ける範囲が広がり周囲のものに興味

を示し始める時期。天気の良い時には

散歩をしたり公園に連れて行くことを

すすめる。 
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・過度な冷暖房使用がないか 

季節にもよるが、外気温との差は 5℃
以内程度に温度を管理し、湿度も 50～
60%程度を目安とする。エアコンや扇
風機は直接、児に風があたらないよう

にする。 

・授乳や食事の環境整備 安心と安らぎの中での授乳や食事のた

めの環境整備 

事故防止 

・乳幼児の事故の特徴の理解と防止策の 
状況 

一人歩きを始め、行動範囲が広くなり、

何にでも興味を示す時期であり、店頭

転落、火傷、溺水、交通事故、たばこ

等の誤飲などの事故が多くなる。まだ

危険を理解できないため環境整備が必

要。 
転落防止、誤飲防止、火傷（風呂・人

工乳等）・低温火傷の防止、チャイル

ドシートの使用、乳幼児揺さぶられ症

候群、交通事故、指詰め防止、遊具で

の事故防止、家庭外での事故防止等に

注意する。 

・室内の環境整備 

たばこ、アルコールなどを手の届くと

ころに置かない。お風呂場に入れない

ようにする（残り湯は捨てる）。引き

出しなど危険なものが入っているもの

にはロックをする。 

保護者など周りの人

の喫煙状況 ・家族の喫煙状況、母の再喫煙がないか 
受動喫煙の害が及ばないよう注意す

る。受動喫煙の児への害について説明

する。 
留意点 
・乳児期から幼児期へ移行し、子の発達にあわせて育児ポイントも大きく変化する時期 
次の健診に向けて 
次は 3歳児健診となるが、2歳代で歯科健診等が入る自治体もある。自治体の健診実施状況に応じて、
次の健診について説明する。 

 
 
5）3歳児健診（PP 2-3-19~21） 
	 食習慣、歯磨き習慣、睡眠時間、排泄の自立、遊び等、健康的な基礎習慣が確立する時期である。

また、友達遊びができるようになり、家庭外へ関心が向き社会性が発達する時期でもある。健診で

はその様な発達段階をふまえ、今後も子どもの社会性の発達が促される方向にあるか留意し、保護

者が子どもを手助けする関わりが実施できているかを確認する。3歳児健診は、就学時までの最後
の健診となる自治体が多い。そのため、集団生活の開始に向けた視点からも、社会性を中心とした

発達の確認および健康的な生活習慣の確立の確認が重要である。 
	 食生活に関しては、食生活のリズム、調理形態、子どもの食行動、スプーンや箸の使用状況など

とともに、様々な人との共食を楽しむ食生活習慣が身についてきているかなどを確認する。 
	 歯・口腔機能では、乳歯 20本が生えそろう時期であり、う蝕を持つ子どもが増える時期でもあ
る。歯科健診では、う蝕の有無だけではなく歯列不正に影響する口腔習癖の確認も重要である。 
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表 2-7 	 3歳児健診における保健指導のポイント 
発達の目安（母子健康手帳（省令様式）における「保護者の記録」項目より転載） 

・手を使わずにひとりで階段をのぼれますか 
・クレヨンなどで丸（円）を書きますか 
・衣服の着脱をひとりでしたがりますか 
・自分の名前が言えますか 
・歯みがきや手洗いをしていますか 
・歯の仕上げみがきをしてあげていますか 
・いつも指しゃぶりをしていませんか 
・よくかんで食べる習慣はありますか 
・斜視はありませんか 
・物を見るとき目を細めたり､極端に近づけて見たりしませんか 
・耳の聞こえが悪いのではないかと気になりませんか 
・かみ合わせや歯並びで気になることがありますか 
・歯にフッ化物（フッ素）の塗布やフッ素入り歯磨きの使用をしていますか 
・ままごと、ヒーローごっこなど、ごっこ遊びができますか 
・遊び友だちがいますか 
・子育てについて気軽に相談できる人はいますか 
・子育てについて不安や困難を感じることはありませんか 

項目 確認事項 保健指導のポイント 

授乳・離乳、食事・

食習慣 

・食事のリズム 

食事のリズムを生活リズムの確立に利

用できるように支援する。子どもの時

間に合わせた生活リズム（日中の活動

量、睡眠も含めて）をつくるとよい。 
外遊びの習慣等をつけ、空腹状態で、

食事時間を迎える。食事の時間を決め、

30 分程度で終了にするなど食事環境
を整えることで食事のリズムを確立す

る。 

・様々な人との共食を楽しむ 

仲間と一緒に食事を楽しみ情報交換が

できるようになる。 
共食を楽しみながら、思いやりの気持

を育む。仲間と食事のペースを合わせ

たり、自分だけが沢山食べたりしない

よう、相手を思いやる気持ちが芽生え

るような声かけをする。 
１日１回は、家族等で食べられるよう

に協力しあうとよい。しかし夕食時間

設定は遅くせず、帰宅時間の遅い家族

とのふれあいは他の方法を考える。 

・食具（箸の使い方等） 

自分で食べたがる意欲を大切にして、

手づかみから食具の使い方を覚える。

自分にあった一口量を確認し咀嚼への

動きにつなげる。 
保護者が見本となる。 
食事以外の遊びの中でも、指先を使っ

た動きを取り入れ、食具の使い方を獲

得していく。 
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・咀嚼機能と食事の調理形態 

誤嚥、窒息の事故に気をつける。食べ

物を大きいまま飲み込む、食べながら

走る、遊ぶなどの時に起こりやすい。

食事中に驚かさない、食べ物を口に入

れたまま会話させない、早食いをさせ

ない。 
口腔機能の発達と食形態が合うよう

に、食材の形や調理形態（子どもの口

腔の大きさに合った大きさや、咀嚼を

促す大きさや固さ等）を助言する。噛

む練習として、周囲の大人が噛む姿を

示したり、音を楽しませる。 
噛む力をつける食材やメニューを紹介

する。一口の量を確認し、嚥下してか

ら、次の一口を入れる。 
食事の様子（しっかり噛んで、飲み込

めているかなど）を見る。 
咀嚼機能は、発達遅滞や歯科との関連

もあるため、多職種と連携し統一した

方向性を検討し、個別相談に対応する。 

・食事の調理形態 
子どもの咀嚼や嚥下機能の発達に応じ

た食品の種類や量、大きさ、固さなど

の配慮をする。 

・食事の適量、小食、偏食 

１日の食事リズム、食べられる食品を

増やし適量を理解する。空腹で食事を

迎えるようにする。 
好き嫌い・偏食は無理強いせず、しか

し調理方法を変えたりして、食卓には

出す。周囲の大人がおいしそうに食べ

るとよい。 
むら食い・食事を食べない時には、リ

ズムを確認する。１週間程度の状況を

確認し、環境等で左右されることもあ

ること伝える。 
間食の与え方は、１日 1～2回とする。
子どもが欲しかるままに与えるとう蝕

や肥満、偏食の原因になりやすいので

時間と量を決めて与える。 
食事リズムを作り、空腹で食事時間を

迎えるよう工夫する。 

・生活リズム、食事のリズムの獲得状況 

食事リズムが生活リズムの確立に利用

できるように支援する。生活習慣病予

防について。子どもの時間に合わせた

生活リズムを。日中の活動量、睡眠も

含めて見直す。 

睡眠・生活リズム ・生活リズム、食事のリズムの獲得状況 

午後 8～9時頃までには就寝、午前 6～
7 時に起床、規則正しい食事時間等の
生活リズムが確立しているか確認す

る。 
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・電子メディア・情報通信機器（テレビ、 
DVD・ビデオ、タブレット端末等）の 
視聴時間 

長時間の視聴は言葉の発達に影響する

こともある。全ての電子メディア・情

報通信機器への総接触時間を 2時間未
満にする。食事中のテレビや DVD 等
の視聴をしないようにする。子ども部

屋にはビデオやパソコンを置かないこ

とを推奨する。保護者と子どもで電子

メディア・情報通信機器を上手に利用

するルールをつくる。電子メディア・

情報通信機器が子どもに与える影響を

説明する（1か月児健診を参照） 
昨今の電子メディア・情報通信機器に

おいては教育的使用も増えてきてい

る。電子メディア・情報通信機器の問

題点と有益性を考慮しつつ、子どもの

生活の中での位置づけを常に考えるこ

とが重要である。 

遊び・対人関係 ・他の子どもとのかかわり 

「同年齢の子どもと接する場面で、他

の子どもに話しかけようとする」、「他

の子どもから誘われれば遊びに加わろ

うとする」など 

保護者の健康、親子

関係 

・親子関係 

子どもの要求に対する保護者の応答

性・関わり、スキンシップ、保護者を

安全基地として家庭外の世界へ関心が

向けられているか等 

・自我の発達、社会性の発達 

3 歳以降に現れる第 1 反抗期は自主性
の発達の上で重要である。過保護、過

干渉に気を付け、子どものやる気の芽

を伸ばし、自我の発達、社会性の発達

を促す。 

・母親の食欲・睡眠等状況、体調 
いつもと違う食事や睡眠状況ではない

か、体調不良や意欲の減退などが続い

ていないか。 

・育児不安、育児困難感の有無 支援者や相談者の有無。相談場所の情

報提供。 

・家族の状況 経済状況、就労状況等で困ったことは

ないか。 

ソーシャル・サポー

トおよびネットワー

クの状況 

・支援者の有無 

支援者の有無を確認し、支援が不十分

であり、養育上の困難点等が確認され

る場合は、担当保健師等に引き継ぐな

ど継続的支援を行う。 

・地域とのつながり 

特にまだ幼稚園等の所属がない場合は

社会的孤立に注意する。周りに子育て

仲間等がいない場合は、親子が集える

場の情報提供などを行う。 
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・社会資源活用状況 
親子が集える場等の地域における子育

て支援サービスの活用状況を確認し、

必要時情報提供する。 

排泄 ・トイレットトレーニングの完了状況 
過敏にならず、失敗は怒らず、うまく

いったらほめる。まだ夜間の排尿抑制

は難しい場合も多い。 

清潔・入浴 

・皮膚の汚れやかぶれの有無等・保清 
スキンケアの方法 

皮膚の清潔を保ち、刺激をさけ、保湿

等で皮膚を保護する。アトピー性皮膚

炎等がないか確認する。 

・衣服の調節 大人より 1枚少ない程度であるが、季
節や気候に合わせて調節する。 

歯・口腔機能 

・乳歯列が完成する 

乳歯列が完成するが、本数や時期、か

み合わせや歯並びには個人差がある。 
かかりつけ歯科医での定期健診を勧め

る。 

・歯列不正に影響がある口腔習癖の有無 

指しゃぶりは、3 歳頃までは生理的な
行動として捉え、指を使った遊びや外

遊びを増やすなど、否定せず褒めなが

ら様子をみる。 
指にタコができるほどの過度な指しゃ

ぶりは、かかりつけ歯科医に相談する

ことを勧める。 

・食後の歯みがき習慣 家族みんなが食べたら歯をみがくよう

習慣付けを行う。 

・うがいの練習をしているか 

口唇を閉じてのブクブクうがいは、口

腔機能の発達と深い関連がある。 
ブクブクできなくても、口唇を閉じて

水をため、吐き出すことから練習をす

る。 
4 歳以降に始められるフッ化物洗口の
ためにも、練習を開始する。 

・就寝前の仕上げみがき 就寝前の仕上げみがきを継続する。 

・フッ化物配合歯磨剤の使用状況 5mm以下（エンドウ豆の大きさ）で使
用し、うがいは 1回程度とする。 

・定期的なフッ化物歯面塗布の有無 かかりつけ歯科医での定期健診とフッ

化物歯面塗布を勧める。 

環境整備 

・室内環境の清潔保持状況 
極端な消毒等は必要ないが、室内環境

を清潔に保ち、必要物品の整理などを

行う。 

・外気浴の状況 天気の良い時には散歩をしたり公園に

連れて行くことをすすめる。 

・過度な冷暖房使用がないか 

季節にもよるが、外気温との差は 5℃
以内程度に温度を管理し、湿度も 50～
60%程度を目安とする。エアコンや扇
風機は直接、児に風があたらないよう

にする。 
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・授乳や食事の環境整備 安心と安らぎの中での授乳や食事のた

めの環境整備 

事故防止 ・乳幼児の事故の特徴の理解と防止策の 
状況 

屋外での事故が増えてくる。特に交通

事故予防は重要である。まだ大人より

視野が狭く近づく車が目に入るのが遅

かったりするなどするため、大人がい

つでも対応できるようにする。 

保護者など周りの人

の喫煙状況 ・家族の喫煙状況、母の再喫煙がないか 
受動喫煙の害が及ばないよう注意す

る。受動喫煙の児への害について説明

する。 

留意点 
・以降就学までの最後の健診であることが多く、集団生活開始に向けた社会性の発達確認と生活習慣の

確立が重要 
次の健診に向けて 
5 歳児健診を実施する自治体もあるが、多くは就学まで健診がないため、現在の困りごとへの対応をす
るとともに、今後の発育・発達の見通しを示しながら、健診がなくても心配なことがあれば市町村保健

センター等に相談するなど社会資源の活用について伝える。 
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表 2-8	 主な健診時期における保健指導の際の確認事項 
項目 

新生児期 乳児期前期 

1 か月 3～4 か月 

発達の目安 

（母子健康手帳（省令様式）

における「保護者の記録」項

目より転載） 

・裸にすると手足をよく動かしますか 
・お乳をよく飲みますか 
・大きな音にビクッと手足を伸ばしたり､泣き出すことがありますか 
・おへそはかわいていますか 
・子育てについて気軽に相談できる人はいますか 
・子育てについて不安や困難を感じることはありませんか 

・首がすわったのはいつですか 
・あやすとよく笑いますか 
・目つきや目の動きがおかしいのではないかと気になりますか 
・見えない方向から声をかけてみると、そちらの方を見ようとしますか 
・外気浴をしていますか 
・子育てについて気軽に相談できる人はいますか 
・子育てについて不安や困難を感じることはありませんか 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

授乳・離乳、食事・食習慣 ・授乳方法・回数・1回量等 
・哺乳後の排気方法（溢乳と吐乳の違い等含む） 
・（母乳栄養の場合）母乳不足・乳房トラブル等の有無	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

（人工栄養の場合）調乳方法、器具の消毒管理等 
 
 
 
 
 
 
 

・授乳方法・回数・1回量等 
・離乳の開始に向けた準備 
・水分摂取のタイミングや内容 

睡眠・生活リズム  
 
 
 

 

遊び・対人関係 ・保護者からのかかわり（あやす、声をかける、抱く） 
 
 

保護者の健康、親子関係 ・親子関係（児の要求に対する保護者の応答性・関わり等） 
・乳房トラブル、便秘や尿漏れの有無 
・マタニティブルーや産後うつ病 
・受胎調節や家族計画 
 

・親子関係（子どもの要求に対する保護者の応答性・関わり等） 
・乳房トラブル、便秘や尿漏れの有無 
・産後うつ病 

ソーシャル・サポートおよび 

ネットワークの状況 

  

排泄 ・排泄回数・色・性状・量等（母乳栄養児と人工栄養児の便の特徴、 
新生児の排泄の特徴含む） 

・排泄回数・色・性状・量等 

清潔・入浴   
歯・口腔機能  乳歯が生える前 

 
 
 
 
 
 

環境整備  
 

 

事故防止  
 

 

保護者など周りの人の喫煙状況   
予防接種   
留意点 ・妊娠期からの継続的な支援の視点が重要であり、産科との連携も必要 

・育児不安が特に高い時期である 
・先天性疾患の早期発見につながる時期であるため、保護者が子どもに 
対して気になっている症状などについて注意深く聞く 

・健診によって、地域の保健機関との接点を初めて持つケースも多いため 
出会いの場として信頼関係の構築が重要 

・皮膚の汚れやかぶれの有無等 ・おむつ交換の手技 ・保清、スキンケアの方法 ・衣服の調節 

・室内環境の清潔保持状況 ・体温調節のための環境整備状況（室温や衣類の調節、採光、風通し等） 

・外気浴の状況 ・過度な冷暖房使用がないか ・授乳や食事の環境整備（安心と安らぎの中での授乳や食事のための環境整備） 

・テレビ、DVD、ビデオ等の視聴時間 
・睡眠と授乳のサイクル ・昼夜の生活リズム（夜泣きの状況含む） 

・基本的信頼感の確立 ・親の食欲・睡眠等状況、体調 

・育児不安、育児困難感の有無 ・家族の状況（経済状況、就労状況等含む） 

離乳の完了に向けた準備 

・家族の喫煙状況、母の再喫煙がないか 

・歯みがきの準備状況（アタッチメントの一環として） 

・予防接種の接種状況（必要性についての認識、スケジュール管理状況含む） 

・支援者の有無 ・地域とのつながり ・社会資源活用状況 
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乳児期後期 幼児期前期 幼児期後期 

9～10 か月 1 歳6 か月 3 歳 

・はいはいをしたのはいつですか 
・つかまり立ちをしたのはいつですか 
・指で、小さい物をつまみますか 
・機嫌よくひとり遊びができますか 
・離乳は順調にすすんでいますか 
・そっと近づいて、ささやき声で呼びかけると振り向き 
ますか 
・後追いをしますか 
・歯の生え方、形、色、歯肉などについて気になることが 
ありますか 
・子育てについて気軽に相談できる人はいますか 
・子育てについて不安や困難を感じることはありませんか 

 

・ひとり歩きをしたのはいつですか 
・ママ、ブーブーなど意味のある言葉をいくつか話しますか 
・自分でコップを持って水を飲めますか 
・哺乳ビンを使っていませんか 
・食事や間食（おやつ）の時間はだいたい決まって 
いますか 
・歯の仕上げみがきをしてあげていますか 
・極端にまぶしがったり、目の動きがおかしいのでは 
ないかと気になったりしませんか 
・うしろから名前を呼んだとき、振り向きますか 
・どんな遊びが好きですか 
・歯にフッ化物（フッ素）の塗布やフッ素入り歯磨きの 
使用をしていますか 
・子育てについて気軽に相談できる人はいますか 
・子育てについて不安や困難を感じることはありませんか 

・手を使わずにひとりで階段をのぼれますか 
・クレヨンなどで丸（円）を書きますか 
・衣服の着脱をひとりでしたがりますか 
・自分の名前が言えますか 
・歯みがきや手洗いをしていますか 
・歯の仕上げみがきをしてあげていますか 
・いつも指しゃぶりをしていませんか 
・よくかんで食べる習慣はありますか 
・斜視はありませんか 
・物を見るとき目を細めたり､極端に近づけて見たり 
しませんか 
・耳の聞こえが悪いのではないかと気になりませんか 
・かみ合わせや歯並びで気になることがありますか 
・歯にフッ化物（フッ素）の塗布やフッ素入り歯磨きの 
使用をしていますか 
・ままごと、ヒーローごっこなど、ごっこ遊びができますか 
・遊び友だちがいますか 
・子育てについて気軽に相談できる人はいますか 
・子育てについて不安や困難を感じることはありませんか 

・食生活のリズム（1日3回食を進めているか、お腹が 
すくリズムをもっているか） 
・食品の種類と組み合わせ（色々な食品を楽しんでいるか） 
・調理形態、調理方法は合っているか 
・家族一緒の食事を楽しんでいるか 
・手づかみ食べの練習をしているか 
 
 
 

幼児食への移行、離乳の完了 
・食生活のリズム（食事は1日3回となり、その他に 

1日1～2回の間食が目安） 
・間食の時間、内容、量は適切か 
・食品の種類と組合せ（食品の種類を増やし、色々な 
食品を楽しんでいるか） 
・調理形態（子どもの咀嚼や嚥下機能の発達に応じた食品の 
種類や量、大きさ、固さなどの配慮等） 
・家族と楽しく食べる食生活習慣が身についているか 
・子どもの食行動（小食、偏食、むら食い、だらだら食べなど） 
・自分から進んで食べるか 

・食生活のリズム（間食のとり方含む） 
・様々な人との共食を楽しむ食生活習慣 
・食事に必要な基本的態度 
・スプーンや箸を使って食べているか 
・よく噛んで食べているか 
・調理形態（子どもの咀嚼や嚥下機能の発達に応じた食品の 
種類や量、大きさ、固さなどの配慮等） 
・子どもの食行動（小食、偏食、むら食い、だらだら食べなど） 

・就寝時間（午後8時頃までに） 
・午睡の状況（1～2時間程度） 

・生活リズムの獲得状況（午後8～9時頃までには就寝 
午前6～7時に起床等） 
・午睡の状況（少なくとも1回） 
 

・生活リズム、食事のリズムの獲得状況 

・保護者と子のかかわり（「親と視線が合う」「大人のす

ることを真似する」「親の後追いをする」など）	

・遊び相手を欲しがるときは原則として相手になる 

・親と子のかかわり（「何かに興味を持った時に、指さし	

で伝えようとする」「いつもと違うことがあると、親の	

顔を見て確認する」など）	

・他の子どもとのかかわり（「同年齢の子どもと接する	

場面で、他の子どもに話しかけようとする」「他の	

子どもから誘われれば遊びに加わろうとする」など） 
・親子関係（子どもの要求に対する保護者の応答性・ 
関わり、スキンシップ、保護者の存在を十分に認識 
しているか等） 

 
 

・親子関係（子どもの要求に対する保護者の応答性・ 
関わり、スキンシップ、保護者の存在を十分に認識 
しているか等） 

・親子関係（子どもの要求に対する保護者の応答性・ 
関わり、スキンシップ、保護者を安全基地として家庭外 
の世界へ関心が向けられているか等） 
・自我の発達、社会性の発達 

 
 

  

・排泄回数・色・性状・量等 
 

・トイレットトレーニングの状況 ・トイレットトレーニングの完了状況 

   
乳前歯が生えてくる 
・寝かせみがきをしているか 
・（歯が生えたら）歯ブラシを使った仕上げみがきを 
しているか 

乳臼歯が生えてくる 
・子ども自身での歯みがき習慣（まねっこ） 
・就寝前の仕上げみがき（奥歯が生えてきたら） 
・哺乳ビンの使用状況（いつまでも使わない） 

乳歯列が完成する 
・歯列不正に影響がある口腔習癖の有無 
・食後の歯みがき習慣 
・うがいの練習をしているか 
・就寝前の仕上げみがき 
・フッ化物配合歯磨剤の使用状況（5mm以下で使用、 
うがいは1回程度） 

 
 

  

 
 

  

   
   
・発達の個人差・バリエーションが大きい時期であり、 
戸惑う保護者も多い 
 
 

・乳児期から幼児期へ移行し、子どもの発達にあわせて 
育児ポイントも大きく変化する時期 

・以降就学までの最後の健診であることが多く、集団 
生活開始に向けた社会性の発達確認と生活習慣の確立 
が重要 

 

・水分摂取は甘くない飲み物にしているか 

・フッ化物配合歯磨剤の量（切った爪程度） ・歯磨剤の使用状況（仕上げみがき時に使用しているか） 

・定期的なフッ化物歯面塗布の有無 

・乳幼児の事故の特徴の理解と防止策の状況（SIDS 予防、転落防止、誤飲防止、火傷（風呂・人工乳等）・低温火傷の防止、チャイルドシートの使用、

乳幼児揺さぶられ症候群、交通事故、指詰め防止、遊具での事故防止、家庭外での事故防止等） ・室内の環境整備 

離乳の進め方、アレルギーの有無 
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第 3 章 乳幼児健診における情報共有と情報活用 

第 1 節 妊娠期からの支援と支援対象者の情報の活用 
 

1	 妊娠期からの支援の必要性と課題 
	 妊娠期から妊婦の健康問題や社会的リスクを把握し、必要な支援をスタートすることは、母子保

健にとって重要である。妊娠届出時の保健師等による妊婦面談は、これらの問題を把握し支援を開

始するのに、最も適した機会となる。妊娠期に何らかの問題が把握され、支援対象者と判断した場

合、早めに支援計画を立て、支援が必要と考えられる時期に合わせて介入することができる。特に、

医療機関との連携が必要な場合や、産後早期に訪問等の支援が必要な場合に、タイムリーに支援を

行うことができる。 
	 女性の出産年齢の高齢化とともに、身近な支援者となる実父母や義父母も高齢化しているため、

里帰りしたいができないというケースも増えている。その場合、出産後すぐから産婦本人とパート

ナーだけでの育児が始まるが、出産による身体的疲労からの回復もままならないうちに、十分な睡

眠時間も確保できずに慣れない育児を始めることは負担が大きく、心身がともに窮追されることで、

産後うつや子ども虐待のリスクも高まると考えられる。妊娠期から産後の状況を予測して、妊婦が

自ら支援体制を考慮し、産後の準備ができれば良いのだが、妊娠中はその時点の自分の身体的変化

や、出産そのものが気がかりで、産後のことまでイメージできない人も多い。そのため、出産後に

なって支援の必要性を感じても、どこに支援の糸口があるかも分からないまま、必死に目の前の育

児をこなすしかない状況が生まれる。このような現状をふまえると、妊娠期に家族の支援状況を把

握し、産後の支援の必要性を共に考えることは、生活する地域において必要不可欠な支援である。

高齢妊婦は、産科合併症のリスクが高まり、それに起因する帝王切開の可能性も増える。また、経

腟分娩であっても出産時の体力消耗による分娩時間の遷延、産後の疲労回復の遅れ、母乳分泌の遅

れなど、様々なリスクが考えられる。本人のリスクだけでなく、子どものリスクも考えれば、医療

機関と連携した支援を行う必要があり、保健機関が早めに情報を得ておくことが必要である。 
	 高齢妊婦が増える一方で、若年妊婦の支援も重要な課題である。10代では 8割が婚姻前の妊娠で
あり、それらは予期せぬ妊娠とも考えられるため、望まない妊娠になってしまう可能性も高い。妊

娠に気付くのが遅れたり、相談相手がないまま、あるいは相談できた時にはすでに妊娠中絶が不可

能な時期だったりした場合、出産に至らざるをえない。10代の出産での課題は、妊婦が精神的に未
熟であることが多いため、育児の支援者の必要性が極めて高いという点である。また、パートナー

との人間関係の構築や、地域社会との関係構築なども難しく、孤立しがちである。自分自身も成長

期にある中で、自分の子どもを育てていくという状況は、周囲の支援なしには成立しない。学生で

あれば学業継続についての問題があり、家庭を築く場合は経済的な自立がなければ経済基盤の問題

にも直面する。若年妊娠は子ども虐待のハイリスク要因でもあり、妊娠出産の時点だけでなく、学

校教育、福祉、保健、医療など多機関多職種による支援が必要である。また、精神疾患の既往を含

むメンタルヘルス、シングルマザー、外国人、経済的困窮、障害など、社会的ハイリスクと考えら

れる妊婦に対しても、妊娠早期に妊婦とその家族の状況を把握し、継続的な支援につなぐことが重

要である。 
平成 28年 6月の母子保健法の改正により、母子保健が子ども虐待の予防及び早期発見に資する
ものとされ、子育て世代包括支援センター（法律上の名称は母子健康包括支援センター、平成 29年
4月 1日施行）設置が市町村の努力義務となり、平成32年度末までに全国展開が目指されている。
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子育て世代包括支援センターでは、母子保健サービスと子育て支援サービスを一体的に提供できる

よう、きめ細かな相談支援等を行うことが求められており、従来行われていた妊娠届出時から始ま

る各種母子保健事業に加え、利用者の立場に立った関係機関の連携による支援が求められている。

平成 29年 8月には、子育て世代包括支援センターのガイドラインが公表され、主な業務として、
①妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること、②妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、

必要な情報提供・助言・保健指導を行うこと、③支援プランを策定すること、④保健医療又は福祉

の関係機関との連絡調整を行うこととされた 4)。子育て世代包括支援センターでは、リスクや障害

の有無に関わらず、全ての妊産婦・乳幼児等を対象として、情報を継続的かつ一元的に収集し、関

係機関と連携して支援することが求められており、妊娠届出から全ての妊産婦を把握し、子育て期

まで情報を継続して活用していくことが具体化されなければならない。子育て世代包括支援センタ

ーは、新たにセンターを立ち上げてゼロから事業をスタートさせることではなく、これまで母子保

健事業として行ってきた業務を見直し、子育て世代包括支援センターとして整備し直すことで、さ

らにきめ細かな妊産婦、乳幼児の把握、支援につながると考えられる。 
 
2	 妊娠期からの支援を行う具体的な方法 
1）妊娠届出時の妊婦のアセスメント 
	 妊娠届出時に、必要書類のみの届出だけではなくアンケート等も用いて支援対象者を把握してい

る市町村は多く、保健師等は、提出された書類やアンケート等に基づき、面談を行ってアセスメン

トをしていると考えられる。益邑らの調査によると、妊娠届出時に、原則として届出者全員に届出

当日に個別面談を実施している市町村は 72.7%あり、面談担当者の 92.4%が保健師であると報告さ
れている 47)。研究班調査においても、母子健康手帳交付時（妊娠届出時）に全妊婦のアセスメント

を行っている市町村は907か所（77.6%）で、アセスメントを行い継続支援に関する計画立案を行
う職種は保健師であるところが多く95.6%という結果であった 12, 13)。妊娠届出時に保健師が全ての

妊婦と個別面談を行ってアセスメントする機会は整いつつあると考えられる。 
	 しかし、妊娠の届出を市民課や支所等で受け付け、保健師等による面談がその場で行えない場合

は、後日集約した書類から支援対象者を把握し、あらためて連絡することとなる。その場合、電話

がつながりにくかったり、相談ニーズが引き出しにくかったりするため、効果的な支援に結び付け

にくい場合も多くなる。妊娠届出時に保健師等が面談する体制を整え、その場でアセスメントする

ことで、ニーズも抽出しやすく、その後の継続的な支援につなげていくことがスムースになる。市

民の利便性の観点から、必ずしも保健師等の面談等ができない市町村もあるが、妊娠届出は、妊婦

自らが行政に出向く数少ない貴重な機会であることを認識し、この機会に妊娠期から育児期までの

切れ目ない支援をスタートさせ、併せて支援対象者のスクリーニングを行えるよう工夫する必要が

ある。今後は、子育て世代包括支援センターが展開され、同センターは全ての妊産婦・乳幼児を対

象とすることから、妊娠届出時の全数面談への整備はさらに進むと考えられる。 
	 面談後の継続的な支援につなげるためには、この個別面談時のアセスメントの質を高める必要が

ある。まず、実際に面談を行う場所は、プライバシーに配慮した環境を確保することが望ましい。

その後の継続した相談につないだり、困った時の相談場所として足を運んでもらいやすくしたりす

るためにも、保健師と妊婦が「顔の見える関係」であることは重要であり、この機会に、信頼関係

を構築できるような面談を行うことが大切である。 
	 次に、妊婦のアセスメントの基準だが、現状では、面談を実施した保健師等の力量や判断に委ね

られている。誰が行ってもアセスメントが変わらず、その後の支援につなげられるよう、アセスメ
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ントの基準を標準化する必要がある。一方で、面談者の「何となく違和感がある」等の直感の重要

性も指摘されており、経験や資質の向上もスクリーニングには大きな要素となっている。 
	 アセスメントツールの例として、愛知県では妊娠届出書の標準様式を示しており、今回の妊娠が

分かった時の気持ち、現在の困りごととして身体面、経済面、夫婦関係等、また、うつの症状の有

無などについても記入できる様式となっている 48)。また、奈良県では乳児期早期の虐待予防に向け

て、妊娠届出時の面談で保健師が行う具体的な指導内容、妊娠届出のアンケートで得られた情報を

元に面談で確認する内容、説明する内容、配慮すべき点、リスクアセスメント項目等をマニュアル

で示し標準化している 49)。まずは、各市町村で現在使用しているアンケートなどを活用し、スクリ

ーニングした妊婦および乳児の状況を乳幼児健診につなげていくこと、その上でフィードバックし

内容や方法を改善していくことが望まれる。また、今後は、一定の質の担保ができる標準的なツー

ルについて検討していく必要があると考えている。 
	  
2）母子健康手帳交付後の妊娠期間中の全妊婦のアセスメント 
	 母子健康手帳交付時にアセスメントする機会が持てなかった妊婦や、妊娠期間中の転入者、医療

機関で把握されたハイリスク妊婦の情報など、母子健康手帳交付後もさまざまな機会を通じて、妊

婦のアセスメントを行う必要があり、その際は母子健康手帳交付時と同様に、妊婦のアセスメント

基準に沿って対応する必要がある。現状では、妊婦健診に通う医療機関や出産施設からの情報提供

や、新生児訪問、乳児家庭全戸訪問、本人や家族からの連絡、福祉関係部署からの情報提供などが

把握のきっかけになっていることが多い。 
	 妊娠中や子育て期間中の転出入は少なくなく、特に妊婦の把握が難しい場合があり、出産間近の

転入は把握までの期間が短いため、情報収集や対応に苦慮することが多い。市民課等の事務担当者

が保健センターに誘導するなど関係者間の連携を構築した市町村や、転入時にも妊娠届出を提出す

ることで把握機会を設ける工夫をしているところもある。 
 
3）全妊婦のアセスメントのための医療機関との連携 
	 ハイリスク妊産婦は妊婦健診を実施している医療機関でも把握されることが多く、医療機関と市

町村の連携と情報共有は妊産婦の支援の重要な課題である。研究班調査でも、母子健康手帳交付後

に支援が必要な妊産婦を把握するきっかけとして最も多いのが、出産した医療機関からの情報提供

であった。また、市町村が妊娠中および出産後に医療機関から得ている情報は、①身体的・精神的

なリスク（妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病などの既往、精神疾患既往、エジンバラ産後うつ病質問

票 （Edinburgh Postnatal Depression Scale; EPSD）高得点、産後うつ、アルコール・薬物依存
等）、②子どものリスク（子どもの疾患、低出生体重児、早産児、障害、多胎等）、③社会的ハイリ

スク（若年・高齢の初産婦、外国人妊婦、妊婦健診未受診、支援者不在、通院費未払い、未婚、望

まない妊娠、DV、経済的な問題等）、④医療機関が気になった点（育児不安、育児技術、愛着の不
安、母親の成育歴、低い理解度、生活能力不足、妊産婦の言動などの具体的エピソード）、⑤入院中

の経過・産婦の状況（産婦の入院期間・病歴・退院時処方・妊娠中の異常・特記事項、子どもの出

生時の状況・疾患・保育器収容や治療などの状況・退院指導の内容、入院中の育児手技の獲得状況、

パートナーとの関係性等）が挙げられており、ハイリスク妊産婦の情報だけでなく、医療機関で気

になった妊産婦の状況や家族背景、子どもの養育に影響を及ぼす可能性のある情報が連絡されてお

り、アセスメントの重要な情報源となっている 12, 13)。情報共有の方法としては、情報提供用紙や連
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絡票等や連絡会議などで連携する方法が認められた。状況によっては、妊婦健診に同行受診して情

報を共有することも重要である。 
	 現在、他の研究班において、医療機関と市町村が共通のアセスメントツールを活用して連携する

方法を検証する研究が始まっている。光田班で現在問診票の項目として検討されている内容は、①

基本情報（学歴など）、②妊娠既往、③生活習慣、④現在の妊婦の状態、⑤産後の生活準備、⑥妊娠

のうけとめ、⑦支援者、⑧家族や相談者、⑨妊婦の自己評価、⑩パートナーの健康状況、⑪上の子

の世話、⑫分娩、⑬経済状況、⑭転居である。また、問診時の観察項目として、妊娠中の服装・身

なり、母子健康手帳の親の記入欄の記録状況、妊婦健診の受診状況が挙げられている 50)。今後、妥

当性、有効性の検証を経て、標準的な問診票が示されるものと考えられる。また、連携時期や情報

共有方法については、さらに山縣班でモデル地域による検証が行われる予定である 51)。これらの結

果もふまえて、医療機関と市町村の効果的な連携方法について検討が必要である。 
	 また、妊産婦のメンタルヘルスは母子保健の重要な課題の一つとなっている。EPDSを用いてス
クリーニングし、支援につなげる市町村も多くなり、精神的に不安定な妊産婦に対しては、精神科

との連携も必要になっている。総合病院であれば、産科と精神科、あるいは小児科との連携は比較

的スムースと考えられるが、それぞれが別の医療機関である場合、市町村がその連携に関与するこ

とはハードルが高い可能性がある。都道府県と都道府県医師会等の連携なども視野に入れながら、

妊産婦にとって必要な支援体制を考える必要がある。 
 
4）特定妊婦の把握と支援 
	 特定妊婦の把握は、医療機関や福祉機関との連携にも関わる母子保健の重要課題である。特定妊

婦を把握した際、その後の支援計画の作成が重要だが、特定妊婦とされる妊産婦の背景や状況は個

別性が大きく、ケースごとに支援の時期や対応頻度、継続性は異なるため、定型的なプランを示す

ことは難しい。妊産婦やその家族がどのように子育てをしていくことが望ましいか、それぞれの家

族の目標を関係者間で検討、共有する必要がある。また、効果的な支援のためには望まない妊娠な

ど、複雑な背景がある妊婦の支援技術も必要となる。すでに、要保護児童対策地域協議会との情報

共有が進んでいる市町村もあるが、今後、支援の必要な妊婦を把握した場合に、速やかに関係機関

と連携し、継続した支援ができるよう、今後も検討していくべきである。 
 
5）妊娠期からの支援対象者のフォローアップと評価 
	 妊娠期間中に、アセスメント基準によるハイリスク妊婦の把握と支援を行った場合、妊娠期の支

援を評価し、乳幼児健診につなげることが重要である。支援対象者のフォローアップと評価につい

ては、妊娠期だけではなく、その後に続く乳幼児健診への継続的なフォローアップと評価の流れの

中に位置づけ、対応していく必要がある。 
	 支援対象者のフォローアップ方法では、母子健康カードの工夫や、妊婦の情報を子どものカルテ

に継続して表記する工夫などを実践している市町村もあるが、多くのところでは様々な課題があり、

継続した支援は容易ではない。また、妊娠期には、妊婦本人が必要性を認識していないため支援を

拒否するケースもあるが、しばらく状況確認のみを行う時期がある場合もある（第 4章第 2節）。 
	 ハイリスク妊産婦の支援の終了は、それぞれのケースで背景や状況が異なるため、標準的な基準

を設けることは困難である。また、対象となっている妊産婦がその後、第 2子、第3子を妊娠した
場合もハイリスクとなるケースも考えられる。しかし、その際の要因はその都度検討し、それぞれ

の対象に応じて適切に判断する必要がある。 
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第 2 節 多職種間での情報共有（健診後のカンファレンス）のあり方 
 
1	 健診後のカンファレンスの意義と機能 
	 乳幼児健診の実施前後で行う多職種間の情報共有は、親子の抱えている問題に気付き、有効な支

援を行うために重要である。情報共有は様々な場面で行われるが、本節では、健診後のカンファレ

ンスに特化して記述する。 
カンファレンスには、次のような意義と機能が求められている。 

 
1）健診で発見された疾病等の共有の場 
成人の健診ではその時点での血液検査のデータ等で判断し、正常値より外れている場合は精密検

査や治療が必要となる。乳幼児健診でも心雑音のように、その場で医師や歯科医師が判断して、精

密検査や治療のための医療機関受診の指示や指導が行われることがある。この場合はカンファレン

スでの検討は必要ないが、健診に従事した専門職はそのことを共有する必要がある。すなわち、カ

ンファレンスは健診で判断されたことを共有する場としての役割がある。 
 
2）一職種や一個人では判断が難しいことの共有・検討の場 
	 小児では、上記のように健診時点で異常や疾病の有無を判断できることは比較的少なく、多職種

により発育や発達の経過を診る必要がある。以下に例を示す。 
 
ü 体重増加が過大 
母乳育児の乳児では、哺乳量の制限を行わず経過をみるだけでよい。しかし、夜泣きや日中に

泣き止まないことへの対処として、頻回の授乳を行っていることがあり、そのような状態を健

診の専門職が把握していないか、情報を共有し支援について検討する。また、幼児では外遊び

はどうか、おやつや夕食の時間など生活習慣の情報を共有し検討する。 
 

ü 体重増加不良 
成長曲線を作成して共有し、感染症等のエピソードによる低下なのか、乳児期後半で離乳食へ

の移行状況や活動量の増加による低下なのか等を検討する。離乳食や幼児食の移行がうまく進

んでいない、おやつが多い、食生活のリズムが定まっていない等の場合は、管理栄養士・栄養

士、保健師が具体的に家庭での状況を把握して指導する等の方針を立てる。 
 

ü 発達の遅れやアンバランスが疑われる 
子どもの発達でどこに問題があるのか、発達検査等が必要である。カンファレンスで心理職に

よる発達検査の導入（市町村により健診当日に検査を行っている場合は、カンファレンスの結

果を待つまでは必要ない）、家庭訪問での親子の生活の把握、あるいは集団の場に導入して子

どもの遊びと保護者の関わりを見ることも検討する。 
 

ü 漠然とした問題意識 
疾病があるわけでなく、発育・発達の問題もないが、このままの生活が続くと子どもに問題が

生じるのではないか、という問題意識が実は重要である。多くの子どもに接する専門職だから
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こそ、この問題意識を持つことができ、職種の垣根を取り払って率直に意見交換を行う。医療

では、医師が診断の責任を持つので、その他の専門職は意見を述べることを遠慮する場合があ

る。しかし、乳幼児健診は医療とは異なり、疾病だけでなく、診断がつく前の子どもの発育や

発達、子育てなど幅広く総合的に親子を診て、健やかな育ちを目指すものである。ゆえに、専

門職がヒエラルキーを作らず、誰でもが親子に対して感じたことや「こうしたら良いのではな

いか」という意見を活発に発言することが重要である。 
 
3）地域の問題への気づきの場 
	 	 各専門職は、それぞれが「活動の場」を持っていることが多く、健診で得られた子どもの疾病

等の情報は地域に還元することができる。例えば、ある地域のう蝕の罹患率が高いと気づけば、

歯科保健や医療の場でより積極的にう蝕予防の啓発を行うことや、管理栄養士・栄養士、保健師

も地域活動の場で予防活動に反映することできる。健診で得られた気づきは、年度単位のデータ

を集計・分析することでより明確となるので、専門職に報告する研修等も必要である（第 1 章、
第 4章）。 

 
2	 健診後のカンファレンスの現状 
	 	 研究班調査 12, 13)で得られた、設問「対応に配慮を要する親子（保健師や関係機関が支援中など）

が乳幼児健診を受診する際の取り決めがありますか」に対して、健診後のカンファレンスで検討し

ていると回答した市町村について、健診対象時期と医療機関に委託して行う個別健診の有無で表に

示す（表3-1）。各健診時期で高い実施率が示されたが、この回答に反映されたカンファレンスとは、
既に把握されている親子に関するものである。健診後のカンファレンスは、ほとんどの市町村にお

いて実施されている。個別健診における健診後のカンファレンスにおいて対応に配慮を要する親子

に関する情報の共有が十分される等、丁寧に実施することが望まれる。 
 
3	 カンファレンスの実施 
1）集団健診 
	 集団健診の特長は、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、管理栄養士・栄養

士、心理職等の多職種が協働していることである。また、受付を行う事務職、ボランティア等も関

与し、健診会場への入場から退場まで親子を様々な視点で見守っている。これらの従事者が健診後

に集まり、健診で得られた情報等を共有し、支援方針を決定することが望ましい。しかし、非常勤

雇用の医師等がカンファレスに参加できない場合は、気になる親子に対応した都度、あるいはその

日の診察終了時にまとめて意見を出してもらう。 
	 受診者数が少ない場合は、全員を検討していくことも可能であるが、多い場合は効率的かつ効果

的な検討のために、健診従事者が一人ずつ気になる親子を記録に取り検討することが考えられる。

後者の場合、「健診従事者の氏名・職種」を記入した用紙に、一覧表で「受診者氏名」「発育」「発達」

「疾病」「生活習慣」「親子関係」「その他」などの問題と思われる内容と、そのことに対する「保護

者の問題意識」を簡潔に書き込むこと方法等が挙げられる。 
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表 3-1	 対象時期別の事後カンファレンスの実施状況 

 個別健診なし 個別健診あり 

対象時期 
3〜4か月児 

(n=729) 

1歳 6か月児 

(n=956) 

3歳児 

(n=904) 

3〜4か月児 

(n=255) 

1歳 6か月児 

(n=47) 

3歳児 

(n=24) 

実施市町村 684 (93.8) 889 (93.0) 842 (93.1) 230 (90.2) 42 (91.5) 20 (83.3) 

値はカンファレンスを実施している市町村数（%）を示す。 

 
	 カンファレスの記録は共有しやすいよう、簡潔でポイントを押さえたものとする。例えば、状況

を確認する内容として疾病精査、発育・発達などの項目に分け、方法（受診勧奨、保健指導、栄養

指導など）や手段（地域サービス提供、機関連携支援（連携する機関に同行支援する場合もある）、

家庭訪問、面接、集団指導）などと具体的に示す。カンファレスに地区担当者等が参加していない

場合は、担当者のチェック欄を設けることで、確実に結果を共有できるようにするのも一つの案で

ある。これらの状況を組織として把握しておく必要があり、健診以外の機会も含め、状況確認の結

果や検討スケジュールを検討する場を定期的に設けておくことが重要である。 
 
（1）カンファレンスの内容・進め方 
司会・進行役、記録者を置く。カンファレンスに出席できない従事者がいる場合は、出席者があ

らかじめ「気になる親子」の情報について申し送りを受け、その内容を簡潔に報告する。多職種の

カンファレンスでは、職種等によるヒエラルキーを取り払い同等に発言できることが重要であり、

進行役は職種に偏らず発言してもらうように配慮する。 
 
ü 受診者が少ない場合 
受診台帳に従い、一人ずつ発育・発達、疾病、生活習慣、親子関係の問題等がないか情報を共

有し、状況を確認する内容や方法・手段と担当する職種と担当者、今後のスケジュールを検討

する。 
 

ü 受診者が多い場合 
各市町村で工夫して検討しているが、例えば、前述した記録等による場合はカンファレンスの

前に集め、複数の従事者から問題点が上がっている受診者から検討することが考えられる。記

録の内容について、それぞれが簡潔に発言し、問題の共有を行い、状況を確認する内容や方法・

手段と担当する職種と担当者、今後のスケジュールを検討する。 
 
 
（2）カンファレンスの評価 
	 支援対象者の選定やフォローアップが適切にされて、必要な支援が行われる必要がある。乳幼児

健診受診者から疾病特定のための機関紹介、発育や発達あるいは親子問題がグレーゾーンにある場

合に保健師や関係機関による支援がどの程度行われたか等について、カンファレンスで従事者の親

子を見る視点の質的向上を図ることができる。これは、カンファレンスの評価の一つでもある。ま

た、年度を通して後から健診で把握されるべき問題が多かった、あるいは、わずかな支援で問題が
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消失する割合が高く状況を確認することにした対象者数が過大ではなかったか等、カンファレンス

を評価することで健診そのものの評価に寄与することができよう（第 4章）。 
 
2）個別健診（委託健診）後のカンファレンス 
個別健診では、事前に、委託医療機関に参加者の情報提供を行うことが重要である。しかし、受

診者が自由に医療機関を選択する場合、受診する可能性のある健診先すべてに情報を提供すること

は実質的に困難と考えられる。受診者に時間をかけて接することができる予約制の方法等について、

委託医療機関と健診の運営の仕方を検討することも重要である。 
緊急度が高い情報は、健診後に市町村へ提供されていると考えられる。しかし、緊急度が高くは

ないが、長期的支援では必要な情報は、委託医療機関で把握されても市町村へ提供されていないこ

とがある。そのため、委託医療機関と市町村で、顔の見える定期的な情報交換の場を設けることが

望ましい。その際、これまで委託医療機関から情報を提供された事例の現時点での状況を市町村か

ら提供し、予防接種など健診以外の機会に医療機関を受診する際に、見守り機関としての役割も果

たしていただけるよう働きかける。 
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第 3 章 第 3 節 委託医療機関との情報共有 
 
乳幼児健診を標準的なものにするためには、全国どこの市町村でも、健診従事者が多職種間で情

報共有し、連携して保健指導を実施することで、すべての親子に必要な支援が行き届くことを保障

することである。そこで、本節では、研究班調査 12, 13)と委託による個別健診を行っている医療機関

の実態調査の結果をもとに、委託医療機関との情報共有のあり方について概説する（Power Point 
3章 3節１(PP 3-3-1)）。 
 
1	 委託医療機関との子育て支援に関する情報連携の調査 
1）目的 
研究班調査 12, 13)の項目のうち、委託医療機関との子育て支援に関する情報連携について分析し

た。本節では、保健所と都道府県から得られた結果も併せて(PP 3-3-2)、委託医療機関との子育て支
援に関する情報連携について考える。 
 
2）市区町村の状況 
	 1084市町村の回答が得られ、「連携する仕組みがある」と答えたのは 235件（21.7%）で、「仕組
みはないが、状況により対応する」は 335件（30.9%）であった。「連携していない」という回答も
51件認められた（PP 3-3-3）。「連携する仕組みがある」と回答した中で、情報連携について分析し
たところ、「問診票・健診票」や「連絡票」等を用いて市町村が把握するものがあった（表 3-3、PP 
3-3-4~6）。 

表 3-2	 委託医療機関との子育て支援に関する情報連携についての調査 

 
 
3）保健所の状況 
	 委託医療機関との子育て支援に関する情報連携について何らかの取り組みが認められたのは 217
件の有効回答のうち 18件（8.3%）で、このうち管内市町村が実施できるように支援しているとい
う回答は５件（2.3%）、市町村の連携状況を把握しているとの回答は13件（6.1%）、把握した状況
を評価しているのは 8件（3.7%）であった（PP 3-3-7）。 
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表 3-3	 市町村と委託医療機関との情報連携方法 
三重県津市 医療機関が「母の問診票」を用いて市町に指示 
高知県土佐市 乳児健診の受診結果に応じて、医療機関が 2か月後くらいに市へ報告 
東京都足立区 保健師が健診結果で必要時フォロー 
大阪府藤井寺市 市が健診後の受診票で支援の必要なケースについてフォロー 
高知県高知市 健診結果通知書に保健師による訪問指導の必要の有無を記入する欄がある 
愛媛県愛南市 保健師の訪問（要・不要）を記入する項目がある 
福井県高浜町 問診票に継続支援の必要性を記入する項目がある 
愛知県豊田市 「母子連絡票」で把握 
福岡県久留米市 「連携シート」を作成し情報共有 
香川県善通寺市 市保健師が支援担当として委託医療機関の健診に参加 
福井県鮫川村 担当保健師も健診に参加して把握 
長野県天龍村 村の保健師が問診を行い、カンファレンスをしている 

	  
4）都道府県の状況 
	 委託医療機関との子育て支援に関する情報連携に関する内容が、母子保健計画などや市町村への

技術的助言指導計画に含まれているとの回答は 5件（12.8%）と低い頻度であった（PP 3-3-8）。 
 
5）委託医療機関との子育て支援に関する情報連携についてのまとめ 
	 主な情報連携の仕組みは、問診票等を用いた把握、連絡票の利用などであり、一部には、支援担

当として自治体保健師が委託医療機関の健診に参加するなどの工夫があった。情報連携の課題とし

て、問診票が届くまでの連絡の遅滞、委託医療機関による情報内容の温度差、個人情報保護の観点

から連絡の同意に関することが考えられた。情報連携の仕組みについて、都道府県等とも連携した

標準的モデルが必要である（PP 3-3-9）。そこで、そのモデル事業を紹介する（図3-1、PP 3-3-10） 

 
図 3-1	 情報連携モデル 
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2	 委託による個別健診を行っている医療機関の実態調査 52) 
1）目的 
	 母子保健事業の一つである乳幼児健診は、問診内容や手技が標準化されていないために、診察

する医師や関わるスタッフの技量により結果が大きく異なることが報告されている。そこで、東

京都における 1歳 6か月児健診を個別健診で行っている委託医療機関の実態を調査した。 
 
2）対象と方法 
東京都の 62区市町村のうち、委託による 1歳 6か月児個別健診を実施している 25区市町村の
健診医 1535件に質問紙を郵送し、無記名で回答を得た。調査時期は2015年11月 18日～12月31
日であり、519件（33.8%）の回答があり、有効回答数は 438件であった。そこで、小児科284件
と小児科以外 154件を比較検討した（PP 3-3-11）。 
 
3）健診内容の比較 
小児科と小児科以外の健診内容を比較した結果、健診内容にはばらつきがあり、80%以上が確認
している項目は小児科では 14項目で小児科以外は11項目であった（PP 3-3-12）。 
 
4）連携支援経験の比較 
	 子育て支援の必要性が気づかれたときに、行政機関との連携をしたことがない医師は、小児科で

は 35%、小児科以外では70%が該当した（PP 3-3-14）。 
 
5）委託による個別健診を実施している医療機関の実態についてのまとめ 
	 委託による個別健診の健診内容は小児科と小児科以外でばらつきがあり、事後指導に行政機関と

の連携したことがない小児科は35%、小児科以外は70%と高い該当率が示された。課題として、委
託医療機関による健診内容のばらつきと、行政機関との連携に温度差があげられ、健診の標準化の

ためには、まず健診内容を統一し、保健指導や事後指導を行うことが重要である（PP 3-3-15）。 

 
図 3-2	 東京都調査における小児科と小児科以外の健診内容の比較 
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図 3-3	 東京都調査における小児科と小児科以外との連携支援の比較 

 
3	 委託医療機関との情報共有への提言（PP 3-3-16） 
ü 委託による個別健診で疾病と保健の両方を評価する健診内容に統一する必要がある。 
ü 疾病と保健の健診結果を情報共有し、行政機関と連携するシステムを構築する必要がある。 
ü 健診は小児科と小児科以外の医師が行っていることを考慮して、健診マニュアルの活用及び研修
会により、医療と保健の連携を深める必要がある。 
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第４章 乳幼児健診の評価の実践 

第１節 疾病スクリーニングの精度管理 
 
疾病スクリーニングの精度管理は、乳幼児健診事業でスクリーニングすべき疾病のうち、地域の

状況や重要度などから優先すべき疾病を特定し、個別の疾病について、健診後のフォローアップを

通じて状況を把握し、標準的な数値指標を用いて評価するものである。研究班調査 12, 13)では、疾

病スクリーニングの精度管理を実施していないとの回答が 86.5%と多数を占め、乳幼児健診現場に
とっての大きな課題となっている（Power Point（PP）4章 1節3, 4）。精度管理には様々な手法
や手順が存在するが、本稿では、乳幼児健診の現場担当者が保健所や都道府県と連携し、対応可能

な精度管理の方法について示す（表4-1）。 
 

表 4-1	 乳幼児健診事業における疾病スクリーニングの精度管理 
1. 判定の標準化 
2. 評価に用いる数値指標 
	 	 	 フォローアップ率、発見率と陽性的中率の算出 
3. 見逃しケースの把握体制の構築 
4. 精度管理結果の健診医へのフィードバック 
5. 保健所や都道府県の精度管理への積極的な関与 

 
 
1 判定の標準化 
乳幼児健診における疾病のスクリーニングでは、その判定が一定の水準を保つ必要がある。その

ため、実施主体である市町村は、把握すべき標準的な診察項目に対する診察や検査方法の手順書な

どを作成し、健診に従事する医師や歯科医師、検査を担当する従事者に対して、判定方法や基準、

問診項目の意味などを具体的に示す必要がある。また、検査を担当する従事者に対しても、検査方

法や判定基準、問診の活用方法などを繰り返し周知する機会を定期的に設ける必要がある。 
判定のばらつきには、従事者ごとの違いだけではなく、市町村間の判定頻度の違いが存在する。

全国で統一された判定区分を用いたう蝕†の判定では、歯科医師の判定の違いが課題であったが、

近年では、「健やか親子２１」の最終評価報告書で示されているように、判定頻度の違いが健康格

差の指標として活用されるなど、標準化に向かっている 15)。 
一方、医師の判定については、市町村間の判定頻度の違いが大きな課題であり、3歳児健診の聴
覚検査や視覚検査、検尿についても判定頻度には大きな違いがある。疾病スクリーニングの精度管

理のために、直ちに取り組むべき課題となっている。 
 
2	 評価に用いる数値指標 
精度管理に用いる数値指標としては、フォローアップ率、発見率、陽性的中率を用いる。 
 
 

                                                
† 「う蝕」は、「むし歯」の同義語である。歯科医療の用語として広く使用されていることから、本マニュアルでは「う蝕」で統
一している。 
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1）フォローアップ率 
フォローアップ率は、フォローアップ対象者を一定期間フォローアップした後に、その状況を確

認した者（結果把握者）の割合と定義する（式 (a)）。 
 

フォローアップ率（%）＝ 結果把握者数	 ÷	 フォローアップ対象者数 ------- (a) 
 
疾病のスクリーニングの精度管理において、フォローアップ対象者とは、医師の診察や検査によ

るスクリーニングで精密検査のために医療機関に紹介する対象となったもの（「要紹介」と判定さ

れたもの）、または、「要観察」と判定され、保健機関で経過観察されたものである。「要紹介」と

判定されたものは、医療機関での診断結果を把握した場合に、結果把握者数に計上する。「要観察」

と判定されたものは、保健機関での再判定で「異常なし」となるか、または、再判定で「要紹介」

とされた後に、医療機関での診断結果を把握した場合に、結果把握者数に計上する。 
フォローアップ率の目標値は、100%である。フォローアップ率が低い場合には、精度管理デー
タの信頼性が低くなる。 
モデル地域での状況からは、例えば3歳児健診の視覚検査や検尿など、健康課題によってはフォ
ローアップ率の低い市町村が認められる。その原因は、「要紹介」と判定されても親に検査の重要

性が理解されずに医療機関を受診しない場合や、市町村が紹介状や精密検査依頼状を発行せず、親

に口頭で受診を勧めたのみで、医療機関からの受診結果が把握できない場合もある。また、地域に

専門的な医療機関がなく、診断できないことや回答しない場合もある。フォローアップ率の低い市

町村では、疾病ごとに原因を分析し、医療機関の体制については保健所や都道府県と連携して体制

を整える。こうした取り組みにより、転居などを除いて 100%を目指す必要がある。 
なお、スクリーニング対象者数に占めるフォローアップ対象者数の割合を、漠然と「フォロー数」

あるいは「フォロー率」と呼ぶ場合もあるが、ここで用いるフォローアップ率とは意味が異なるの

で注意が必要である。 
 
2）発見率 
発見率は、乳幼児健診の受診者のうち医療機関での診断によって、「異常あり」と判定された者

（異常あり者）の割合と定義する（式 (b)）。 
 

発見率（%）＝ 異常あり者数	 ÷	 受診者数    ------- (b) 
 
疾病スクリーニングの対象となる疾病は、おおよその罹患率が疫学的に把握されており、かつ感

染症のように季節性や地域性のある疾患は、通常対象ではない。乳幼児健診の受診率が 9割以上と
高いことから、発見率はその地域の罹患率とほぼ同程度と推定できる。罹患率を参考として、疾患

ごとに標準的な発見率の目標値を定めることができるため、市町村の数値評価が可能となる。ただ

し、罹患率が千人あたり数人未満の疾患については、小規模町村では単年度での評価は妥当ではな

く、複数年の集計や保健所単位での集計などの配慮が必要である。 
評価にあたっては、以下に例示するような、医療機関も含めた事前の取り決めが必要である。 
l 親からの情報のみでは不正確になるので、医療機関からの情報を把握する。 
l 医療機関の診断結果を正確に把握するため、スクリーニング対象の疾病ごとに「異常あり」の 
定義を明確にした報告書式を定める。医療機関からの診断病名を単純に把握するだけでは、保 
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険病名や不必要な経過観察を区別することができない。 
l 乳幼児健診以前に発見され、すでに医療機関で治療や管理中であるものを発見率に含めるかど 
	 うかを疾病ごとに決定する。例えば、3歳児健診の聴覚検査においては、新生児聴覚スクリー 
	 ニングの影響を考慮する必要がある。 
 

3）陽性的中率 
スクリーニング検査の精度（accuracy）は、感度・特異度で測定されることが一般的である。ス
クリーニング結果と精密検査結果の関係を示す表において、感度は①÷（①＋③）、特異度は②÷

（②＋④）だが、ともに、スクリーニング結果が陰性であった対象者のフォローアップ・データ（③

および④）が必要となる（表4-2）。しかし、乳幼児健診では、所見がなかった対象者は精密検査を
受診しないため、フォローアップ・データを把握することは現実的ではない。日常業務として、感

度・特異度の算定は困難といえる。 
 

表 4-2	 スクリーニング結果と精密検査結果の関係 

 
 

 
陽性的中率（陽性反応的中率）は、スクリーニング検査が陽性であった対象者（①＋②）のうち、

精密検査で異常があったもの（①）の割合である。陽性的中率は、感度と比較して有病率の影響を

受ける難点があるが、乳幼児健診でスクリーニング対象となる疾患の罹患頻度には、大きな地域差

は認められないと推測されることから、精度管理の指標として用いることができる。 
乳幼児健診の陽性的中率は、医師の診察や検査において、精密検査対象として医療機関に紹介す

るため「要紹介」と判定した者（要紹介者）のうち、医療機関での診断によって「異常あり」と判

定された者（異常あり者）の割合と定義する（式 (c)）。医師の診察や検査で、「要観察」と判定し
た者については、その後のフォローアップ期間に「要紹介」と判定した者も集計に含める。 

 
陽性的中率（%）＝ 異常あり者数	 ÷	 要紹介者数   ------- (c) 

 
 

陽性的中率 ＝ 100% 

発見率 ＜ 真の罹患率（見逃しの可能性） 

陽性的中率 ＜ 100% 

発見率 ≒ 真の罹患率 

図 4-1	 陽性的中率の留意事項 
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陽性的中率は、精密検査を必要とした「要紹介者」のうち、疾病が発見された割合を示している

ので、スクリーニング手法の効率性を示す指標としての活用が期待される。 
乳幼児健診で実施されているスクリーニング手法は、疾病ごとに異なっている。妥当な発見率を

得るために必要な値を、スクリーニング手法ごとに、標準的な目標値とする。疾病によっては、ス

クリーニング手法が複数存在する場合もあり、手法の効率性を検証することが可能となる。 
精度の評価では、陽性的中率が高いほど正しく判定していることになるが、陽性的中率が 100%
であった場合には、精密検査対象者が真の罹患者より少なく、見逃し例の存在に留意する必要があ

る。図4-1の左図は、精密検査対象例のすべてが疾病を有しているため陽性的中率が100%となっ
ているが、精密検査対象例の選別を厳しくし過ぎたため、見逃し例が認められる。この場合、発見

率は、罹患率より低い値を示す。右図は、陽性者数の中からすべての罹患者が発見されている。陽

性的中率が100%より小さくなっている。すなわち、陽性的中率が100%など極端に高い場合には、
見逃しリスクに留意する必要がある。 

 
乳幼児健診は、複数の疾病に対するスクリーニングをワンストップで実施していることが特徴で

ある。精度管理は、多種多様な疾患の中から、優先度の高い課題から順に精度管理を進めるなど対

象疾患を特定することが現実的といえる。地域の健康課題や、他研究班等との情報共有から、研究

班では、乳児股関節検診や視覚検診、聴覚検診などが、現時点において日本全国で精度管理を実施

すべき対象疾患と考えている。まずは、これらの疾病のスクリーニングに対する精度管理から取り

組むべきである（PP 4-1-12~13）。 
 
3	 見逃しケースの把握体制の構築 
今回示した数値指標には、特異度や陰性的中率は含めていないため、いわゆる見逃しケースが評

価できない。地域の医療機関等と連携し、見逃しケースを把握する仕組みを構築することが必要で

ある。 
 
4	 精度管理結果の健診医へのフィードバック 
医師の判定のばらつき、発見率や陽性的中率等のデータは、現場の従事者・担当者に適切にフィ

ードバックされ、業務の改善につながってはじめて精度管理の目的が達成される。 
モデル地域での検討では、医師の判定頻度の情報が健診医に伝達されたことで、その後の改善に

つながったとの報告も認められている 53)。 
 
5	 保健所や都道府県の精度管理への積極的な関与 
数値指標の評価には、市町村間のデータを比較することが有効な手段であるため、県型保健所や

都道府県に大きな役割がある。 
まず、精度管理すべき対象疾病を地域の状況に応じて取り決め、都道府県や保健所管内で共通に

評価する体制を作る必要がある。具体的な取り組みとして、県型保健所には、精度管理に関する研

修会を実施する、判定の標準化、陽性的中率の市町村間比較など市町村の状況を評価し還元するこ

とが求められる。また、見逃し例などについて健診担当医師等にフィードバックする際には、地区

医師会との協議の場を設けることが期待される。 
都道府県には、市町村および保健所の情報を分析・評価し、母子保健計画等の策定について助言・

指導などを行うことが期待される（第1章第 2節）。 
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疾病スクリーニングの精度管理と 3歳児健診 
	 乳幼児健診で用いられるスクリーニング手法が複数存在する代表例としては、視覚検査が

ある。3歳児健診で行われる視覚検査では、絵視標と比較して、ランドルト環の特異度が高
い 54)。しかし、3歳 0か月児によるランドルト環の検査可能率は低く、3歳 6か月児で95.0%
に達する 55)。現在、3歳児健診の対象年齢は、3歳 0か月頃を始期とする市町村と 3歳6か
月前後を始期とする市町村に二分でき、わが国全体でみると両者の割合はほぼ同率で構成さ

れている 56)。 
	 3歳児健診の始期を 3歳 6か月前後にすることで、視覚検査などの精度管理が行いやすい
メリットがあるが、受診以前に必要な支援に結びつかなかった場合に、支援の開始が遅れる

ことや、歯科健診の間隔が長くなるデメリットがある。これを回避するためには、3歳児健
診の対象年齢に関わらないことであるが、1歳 6か月児健診までの子育て支援面も含めた状
況把握と確実なフォローアップ体制の確立が不可欠である。また、約 70%の市町村では、1
歳 6か月児歯科健診と 3歳児歯科健診の間に 2歳児歯科健診を実施しており、歯科保健に限
らない多職種が連携した子育て支援の機会として活用できる（5章 4節）。さらに、懸念され
る疾病スクリーニングの精度管理に直結する課題として、3歳 6か月前後を始期とした場合
の受診率低下が挙げられる 57)。しかし、研究班調査では、各市町村の努力によって、3歳 0
か月頃を始期とする場合との受診率の差はわずかとなっている 56)。受診率が低下する主な要

因は、児の成長に伴う保育所等の利用者の増加と考えられる 58)。近年は、育児中に仕事を再

開する女性が増加しており、保護者が保育所等を利用することは生活様式の一つである。し

たがって、現代の健診体制としては、保育所等との連携により、児の発達や育児の支援を要

する事例を把握する体制が、3歳児健診の始期に関わらず不可欠である。 
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第 4 章 第 2 節 支援対象者のフォローアップと評価 
 
乳幼児健診事業には、これまで中心であった子どもの健康状況の把握に加えて、親子や家族も含

めた支援対象者の把握が求められており、評価にあたっても、それぞれの健康課題に応じた評価が

必要となる。支援対象者のフォローアップと評価とは、乳幼児健診事業で把握される支援対象者に

ついて、どのように把握し、支援の必要性をアセスメントするともに、健診後のフォローアップや

支援対象者のフォローアップを通じて状況を把握し、評価するものである。 
 
1	 健診後のフォローアップと支援対象者のフォローアップ 
母子保健領域において「フォローアップ」という用語は、いろいろな使い方がされている。この

ため、フォローアップの考え方を整理する必要がある。乳幼児健診事業の標準的な評価のため、フ

ォローアップ業務を「対象者の状況変化について、期間・時期を定めて確認する業務」と定義する。 
	 乳幼児健診事業においては、フォローアップ業務を健診後のフォローアップと支援対象者のフォ

ローアップに分けて定義する必要がある 59)。健診後のフォローアップとは、健診で把握された状況

について事後に確認することである。一方、支援対象者のフォローアップとは、妊娠期から子育て

期まで支援対象者の状況を継続的に確認することである。 
	 健診後のフォローアップでは、確認の時期や方法は健康課題や状況により異なる。例えば、疾病

スクリーニングに対する健診後のフォローアップの終結は、医療機関からの結果を把握した時点で

ある。未受診者に対する健診後のフォローアップは、現認のうえで支援の必要性について判定した

時点である。一方、支援対象者のフォローアップにおいて、支援対象者は、乳幼児健診に限らず妊

娠期から育児期のすべてのタイミングで把握される。乳幼児健診は対象者把握の場であるとともに、

継続的な支援対象ケースの状況確認と支援方法の見直しの機会として活用することができる。 
フォローアップ対象者を、疾病スクリーニングに対するフォローアップ、発達支援や子育て支援

などの支援対象者のフォローアップに分け、健診後のフォローアップと支援対象者のフォローアッ

プの考え方を示す（表4-3）。 
 

表 4-3	 フォローアップ対象者による整理 
 健診後のフォローアップ 支援対象者のフォローアップ 

 疾病のスクリーニング 
ü 要観察結果を確認 
ü 受診結果を確認 — 

 支援対象者の把握 
（発達支援・子育て支援） 

気になる状況*の変化を確認 
支援や介入後の 
状況変化を確認 

受け入れや利用が 
ない場合の勧奨 

*子どもの発育・発達・栄養、子育て状況・生活習慣、親や家庭の状況、および親子の関係性 
 
	 疾病スクリーニングのフォローアップは、要観察結果や再検査結果を確認すること、医療機関に

紹介した後の受診結果（精密検査結果）を確認することであり、どちらも健診後のフォローアップ

業務に位置付けて行う。疾病スクリーニングのフォローアップには、支援対象者は含まれない。支

援対象者のフォローアップについては、まず発達支援の場合、健診後直ちに事後教室の参加や療育

機関の受診などの支援につなげる場合だけではなく、少し時間をかけて子ども自身の発達の伸びや
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変化を待った上で、発達支援の対象者とするかどうか判断する場合がある。子育て支援全般の支援

対象者の判定においても同様で、子どもの発育・発達・栄養や子育て状況・生活習慣、親や家庭の

状況および親子の関係性に気になる状況はあるものの、直ちに支援対象者とはせずに、一定期間、

状況変化を確認することがある。この期間に、具体的な支援を実施していないが、気になる状況の

変化を確認することは、乳幼児健診の保健指導に求められる重要な視点である。潜在的なニーズも

含め、先の見通しをイメージしながら行う保健指導の特徴と言える。発達支援として事後教室等の

支援や介入を行った対象者には支援対象者のフォローアップとして状況変化を確認する。また、支

援の対象でありながらも教室等に参加しないなど支援の受け入れがなかった場合も、支援対象者の

フォローアップとして相談等で状況確認を行うとともに、機会を捉えて支援を勧奨する。子育て支

援全般の支援対象者に対しても、同様に支援事業や介入を行った場合も、支援の受け入れがない場

合にも、支援対象者のフォローアップとして状況変化を確認する。 
 
2	 支援対象者のフォローアップと評価の手順 
支援対象者のフォローアップと評価の具体的な手順を示す。 

 
1）支援対象者の選定 
健診後のカンファレンス等において、多職種が参加して支援対象者を選定する。選定には、子育

て支援の必要性の判定（Power Point 4章 2節14〜16 (PP 4-2-14~16)）など健診従事者間で共通
の判定区分を用いることが、支援の評価には必要である。乳幼児健診時の判定では、ただちに何ら

かの支援を始めるケース（支援対象者）以外に、健診場面の様子だけでは、潜在的なニーズが十分

に把握できない場合や少し先に問題が起きる可能性が感じられるなど、気になる状況にあるケース

に気付くこともある。気になる状況にあるケースは、健診後のフォローアップ対象者とし、期限を

決めて再アセスメントし、支援の必要性について判定する。 
 
2）未受診者からの支援対象者の把握 
	 健診未受診者は、支援対象者の選定において重要な対象である。なぜなら、子ども虐待の死亡事

例の検証等においては、乳幼児健診の未受診が、子ども虐待による死亡のリスクとして繰り返し挙

げられているためである 60)。健診後のフォローアップとして、その状況を「現認」する。現認とは、

大阪府における乳幼児健康診査未受診児対応ガイドラインに基づいて、「保健師若しくは関係機関

や関係者が目視により児を確認すること」と定義する 14)。保護者への電話による聞き取りや、親戚

や近隣住民からの情報提供は現認には含めない。現認で把握した状況から支援の必要性を検討する

ことが、支援につなげるためには必要である。また、支援対象者の把握は、乳幼児健診の機会以外

にも、保護者や関係者からの相談等により、支援対象者として把握される場合がある。 
 
3）支援対象者のフォローアップ 
	 支援対象者には、状況を確認しつつ必要な支援を実施する。支援を拒否する場合や、支援の利用

に同意が得られない場合には、「全ての親子に必要な支援が行き届くことを保障する」との標準的

な保健指導の考え方に基づいて、丁寧なフォローアップと相手の状況に合わせた支援への促しが必

要である。実際の支援場面では、支援の実現性を左右する様々な要因がある。保護者の意欲・関心、

支援者との関係や来所の可能性、家庭訪問の同意が得られるか、家庭訪問は受け入れ難くても、

Mother and Child Group (MCG)などの母子保健事業や子育て支援センターなどの他機関の事業
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なら参加できないか、さらには家族や近隣との関係など、様々な状況の違いによって、支援方法や

タイミングを工夫する。 
 
4）支援の効果を評価する 
	 発達支援や子育て支援の効果を評価する一般化された方法はない。ここでは一つの考え方として、

「支援を利用した・受け入れた」ケースの状況変化から支援の効果を評価する方法を提言する。 
	 効果を評価するためには、まず支援の利用や受け入れ状況を集計する区分を定義する必要がある。

支援対象者への実際の支援手段を、支援者の立場から、電話相談、家庭訪問、保健機関に来所した

際の個別の面接などの個別支援や、保健機関事業および他機関事業などの支援事業に分けた集計区

分を例示する（表4-4）。 
 

表 4-4	 支援の利用・受け入れ状況の集計区分 

手段 支援の利用・受け入れ状況 

電話相談 1．相談した、2．相談できなかった、3．つながらなかった、4．しなかった 

家庭訪問 
1．継続訪問した、2．１回で終了した、3．行ったが会えなかった 
4．行かなかった 

面接（教室等を含む） 1．面接した、2．面接しなかった 
保健機関事業 1．利用した、2．利用しなかった 
他機関事業 1．利用した、2．利用しなかった 

 
	 例えば、電話相談では、「1．相談した、2．相談できなかった、3．つながらなかった、4．しなかった」
に区分し、電話による相談を継続する意味での「1．相談した」を支援の利用・受け入れありと定義
する。家庭訪問では、「1．継続訪問した、2．１回で終了した、3．行ったが会えなかった 
4．行かなかった」に区分し、「1．継続訪問した」を支援の利用・受け入れありとし、「2．１回で
終了した」の場合は、状況確認の結果、その後の支援は必要ないと判断していることが多いことか

ら、支援の利用・受け入れなしとする。面接は、相談のために来所する場合以外に、保健センター

での教室等に参加した際に、個別に面接する場合も含める。支援事業については、利用の有無で集

計する。 
また、支援の利用・受け入れを評価するために、支援業務を体系づける必要がある（表 4-5）。特
に個別支援は、状況確認のためのフォローアップと表裏一体であるが、状況確認の電話や家庭訪問

と個別支援の業務を、評価のためにあえて区別して集計に用いる。このため、個別支援を、「電話

や家庭訪問、来所面接などの日常業務による一定の方針のもとに仕掛ける相談」と定義する。相談

を仕掛けるためには、潜在的なニーズも含め、先の見通しをイメージすることが必要である。仕掛

ける時期は、長期的な視点で、対象者の状況から頃合いを図り、場合によってはしばらく状況確認

のみを行って『寝かせる』時期があってもよい。このような業務を、個別支援業務と定義する。支

援対象者から連絡を受ける場合には、求められての相談に応ずることになる。仕掛ける相談を繰り

返したことで対象者から受ける連絡は、状況変化を把握するためにもきわめて重要な機会であると

ともに対象者との関係性の構築や維持に重要な機会でもある。フォローアップ業務としての価値が

高いものの、相談が次の支援策の提示につながることもあることから、支援の利用・受け入れあり

の状況に集計する。 
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表 4-5	 支援業務の体系化 

個別支援 電話や家庭訪問、来所面接など日常業務において、一定の方針のもとに仕掛ける相談 

支援事業 

ü 保健機関事業 
個別支援との併用が基本。 
事業計画に基づいた評価が必須。 
評価結果・地域のニーズ把握により優先度判定。 

ü 他機関事業 
個別支援との併用（他機関連携支援）/自ら利用。 
利用結果の確認・情報共有で有用度を評価する。 

 
	 次に支援事業は、対象者や方法などを明確にした事業計画に基づいて、（通常は予算化して）行

う事業と定義する。支援対象者については、基本的に個別支援と併用する。個別の相談や家庭訪問

の同意が得られない場合に、小集団の事業などなら参加できれば、これを契機に個別支援につなげ

ることを目指す。保健機関事業は、保健機関自らが、事業計画に基づいて評価する必要がある。そ

の際には事業利用者の状況変化による評価を行う。PDCAサイクルを用いて、評価結果や事業対象
者の数の変化などの地域のニーズを把握することで、新規事業の企画、事業継続や廃止を検討する。

一方、支援業務の中での他機関事業とは、支援に利用できる保健機関以外の地域の資源（公的機関

や民間等）のうち、保健機関が事業や実施内容を把握し、直接・間接に個別の状況確認情報の共有

が可能な機関の事業とする。 
支援対象者の選定とその後のフォローアップ、そして支援の評価について 1歳 6か月児健診を例
に具体的に示す（図 4-2）。1歳 6か月児健診の健診後のカンファレンス等で、「子育て支援の必要
性の判定」を用いて支援対象者を選定する（PP 4-2-14~16）。気になる状況の場合は、一定期間フ
ォローアップしたのちに再判定する。健診未受診の場合には、現認によって支援の必要性を判定す

る。これらは、ともに健診後のフォローアップ業務に位置付ける。 
	 支援対象者に対しては、個別支援として継続的な相談・訪問を行い、必要な場合は支援事業につ

なげる。支援事業の利用者や相談・訪問を受け入れる場合には、支援の折に、支援対象者のフォロ

ーアップ業務としてその状況変化を確認する。支援事業や相談・訪問を利用しない、または受け入

れない場合にも、支援対象者のフォローアップ業務として状況変化を確認する。次の健診時期であ

る 3歳児健診時には、支援を利用・受け入れた人も、利用や受け入れがなかった対象者も合わせて
状況を確認し、支援を評価する。例えば、子の要因（発達）の支援対象者は、健診時の社会性の発

達に関する問診や観察等で選定する。直ちに支援対象でなくとも気になる状況があり、例えば、2
歳児歯科健診の受診時に再確認する場合は、健診後のフォローアップ例に位置付ける。事後教室参

加や療育機関利用、継続相談を受け入れる場合は、支援の利用・受け入れ例に位置付ける。3歳児
健診で発達状況を確認し、支援の効果を評価することができる。 
支援対象者とフォローアップ対象者を区別して集計することで、フォローアップに必要な業務量

や、支援事業の対象人数や事業に必要な地域の資源量などを定量化することができる。同様に、親・

家庭の要因の支援対象者は、問診や観察、健診受診時までの他機関の情報で選定する。 
健診未受診者は、現認による状況把握により支援対象者を把握する。直ちに支援対象でなくとも

気になる状況がある場合には、「１か月後に電話で状況を確認」するなど健診後のフォローアップ

業務として確認する。この際に確認する期間をあらかじめ決めておくことがポイントとなる。 
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図 4-2	 支援対象者の選定と支援の評価例 

 
個別支援や支援事業の利用・受け入れ例は、その後の状況変化を３歳児健診で確認し、支援の効

果を評価することができる。支援対象者であっても、支援を利用しない・受け入れない場合にも、

支援対象者のフォローアップ業務として期間を決めて状況を確認する。支援の受け入れや利用状況

（受け入れや利用の割合などの量的な状況や、質的な状況）を把握することで、必要な支援につな

げるためのプロセス評価が可能になる。 
 
5）気になる状況にあるケースのフォローアップに対する評価 
	 気になる状況にあるケースのフォローアップは、健診後のフォローアップ業務に位置づけて行う。

気になる状況をフォローアップ対象者とすることは、乳幼児健診の保健指導のうえで重要なことで

あるが、実務上は、どこまでの状況をフォローアップ対象とするかが、業務量を左右する大きな問

題となる。また、健診従事者間で判定を標準化するためにも、フォローアップ状況を振り返る必要

がある。 
	 気になる状況の確認するためにフォローアップ対象とした人数に対する、再判定で支援対象とな

った人数の割合を「効率性」と定義し、業務量を示す数値指標とする。「効率性」を用いて他市町

村との比較ができる。乳幼児健診時の子育て支援の必要性の判定は、受診者の要因だけでなく、支

援者側との関係性や支援体制等にも左右される。市町村それぞれにおいて、気になる状況でフォロ

ーアップ対象とする場合の判定方法や基準を振り返ることで、従事者間の判定の標準化につなげる。 
 
6）支援対象者の評価 
支援対象者への支援やフォローアップは、時には子が成長して親になった後にも、世代を越えて

継続される場合がある。支援の必要性は、いったん改善された後にも子どもの成長や家庭状況に伴

って変化する。また、さまざまな業務に追われている現場において、評価のためだけの業務を追加

することはできれば避けたいものである。このため、支援対象者の評価を乳幼児健診のタイミング
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で縦断的に行う手法が実用的といえる。子育て支援の必要性の判定などの評価指標を用い、支援の

必要性の変化を分析する（図4-3）。 
 

 

図 4-3	 支援対象者のフォローアップと支援の評価の体系 
 
妊娠期から把握された支援対象者（妊娠期）は、3～4か月児健診時に評価し、3～4か月児健診
以降の支援対象者（乳児期）は、1歳 6か月児健診時に、その後の支援対象者（1～2歳児）は、3
歳児健診時に評価する。これらの健診の受診率は高く、未受診児についても現認のうえで支援の必

要性の判定を行えば、判定の妥当性の評価も可能となる。これらの健診は、全国のほとんどの市町

村で実施されているため、都道府県での集計や評価にも活用できる。3歳児健診やその後に支援対
象者と判定される支援対象者（3歳児以降）については、個別フォローアップの状況を年度ごとに
集計する。評価は、「子育て支援の必要性の判定」など一定の区分を用い、支援の必要性の変化を

分析する。 
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第 5 章 多職種間で共通に理解すべき情報 

第 1 節 「健やか親子２１（第２次）」の重点課題① 
「育てにくさを感じる親に寄り添う支援」 

 
	 子育ての過程において、保護者が何らかの育児不安を感じることはめずらしくない。しかし、

近年、育児に取り組む家庭が孤立し、保護者が感じる育児の不安や困難さが解消されず、それら

を抱え込むことが危惧される。また、子育てが親の負担になったり、生活そのものを大きく乱し

たりする場合は、子育てに拒否的になることも想定される。子育てに取り組む保護者が育児に余

裕と自信をもち、その役割を発揮できる社会を構築するために、「健やか親子２１（第２次）」に

おいて「育てにくさを感じる親に寄り添う支援」が重点課題の一つとして取り上げられた。 
	 「育てにくさ」とは、子育てに関わる者が感じる育児上の困難感で、その背景として、子ども

の要因、親の要因、親子関係に関する要因、支援状況を含めた環境に関する要因など多面的な要

素を含む（Power Point 5章 1節3, 4 (PP 5-1-3, 4)）15)。近年の乳幼児健診は、疾病スクリーニン

グだけではなく子育て支援にも重点が置かれるようになっており、乳幼児健診に従事する保健師

等に対して、家族が抱える育児不安・育児困難感への早期介入や予防的支援への期待が高まって

いる。「育てにくさ」の概念は広く、一部には発達障害などが原因になっている場合がある。2004
年に制定された発達障害者支援法では、乳幼児健診を行うにあたり発達障害の早期発見に十分留

意する必要性が明記されている 61)。乳幼児健診事業を通じた的確な評価と適切な保健指導、さら

には福祉サービス等への橋渡しといった役割が重要視されている。 
	 「健やか親子２１（第２次）」で新しく追加された指標のうち、「子どもの社会性の発達過程を

知っている親の割合（健康行動の水準）」、「育てにくさを感じた時に対処できる親の割合（健康水

準の指標）」が、乳幼児健診での必須問診項目として設定された。本節では、それぞれの項目に関

して、研究班調査 12, 13)により明らかになった課題と保健指導に関する提言を以下にまとめる。 
 
1	 社会性の発達過程に関する保健指導 
1）背景データ 
（1）「健やか親子２１（第２次）」ベースライン調査 
	 「子どもの社会性の発達過程を知っている親の割合」は、3~4か月児と 1歳 6か月児では知っ
ている者の割合が8〜9割である一方で、3歳児は約 7割に減っていることが示されている（PP 
5-1-8）。 
 
（2）市町村における現状と課題 
	 研究班調査では、設問「子どもの少し先の社会性の発達過程について、乳幼児期からその見通

しを親に指導する機会を確保していますか」に対して、「1．している」「2．していない」「3．そ
の他」の択一式で回答を求めた。回答があった 1,161市町村のうち、社会性の発達過程に関する
指導を実施していたのは721件（62.1%）であった（PP 5-1-9）。自治体規模の間には有意な差は
認めなかった。 
	 二次調査として、「1．している」と回答し自由記載欄に記載のあった605件のうち、社会性の
発達に関連した記載のあった463件についてキーワードを抽出し、指導の機会と方法を分析した
（PP 5-1-10, 11）。乳幼児健診の際に指導の機会をもつ場合がもっとも多く（343件）、その中で
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も 3～4か月児健診を含む複数回にわたって実施されることが多かった（262件）。健診以外の指
導機会としては、親子教室や離乳食教室などの集団教育の場や、相談事業や訪問事業など子育て

事業の機会が活用されていた。指導方法は、説明指導が最も多く260件であった。具体的な指導
方法としては、個別指導、集団指導、講演・講話などがあった。説明時に何らかの資料を用いる

場合は 184件あり、その資料として、母子健康手帳、自治体独自で作製したパンフレット・リー
フレット等、市販されている小冊子、日本版デンバー発達スクリーニング検査などの発達検査な

どが用いられていた。資料送付のみの場合は22件で、健診の場でパンフレットやリーフレットな
どの資料を配布したり、健診案内に資料を同封したりすることで社会性の発達に関する情報提供

をおこなっていた。 
	 社会性の発達過程の保健指導の際、日本版デンバー発達スクリーニング検査を使っているとの

回答が複数あった。日本版デンバー発達スクリーニング検査は、乳幼児期に発達の遅滞や歪みの

あるものをスクリーニングする目的で考案された検査であり、保健指導用に開発されたツールで

はない。6歳までの発達過程が一覧できるため、説明の仕方によっては子どもの状態に対して保護
者が過剰な不安をもつことが懸念される。そこで、同検査を用いると記載していた 7自治体につ
いて、具体的な指導方法と配慮点について電話による聴き取り調査を実施した。その結果、全て

の自治体が乳幼児健診で説明をおこなっており、6自治体では全ての乳幼児健診対象者に対して個
別指導を実施し、1自治体では全対象者への集団指導の後にハイリスク者への個別指導を実施して
いた。個別指導の流れは共通しており、具体的には次の通りであった：①対象者の現状がどの発

達段階であるかについて親とともに確認、②現状から望まれる次の発達段階の共有、③次の段階

に進んでいくための遊びやかかわり方の指導（PP 5-1-12）。先天性の異常や障害がある子どもに
ついては、家族の希望を確認したうえで、グループ学習への参加なしに最初から別室で個別指導

をするなどの個別に配慮がなされていた。これらの結果から、発達検査を用いた保健指導に際し

ては、発達経過の個人差や正常バリエーションの存在などを説明した上で対象者の発達状況を伝

えるように配慮することや、少し先の発達過程に重点をおいて今できることを具体的に伝えるこ

とが重要であると考えられた。 
 
（3）都道府県・保健所における現状と課題 
	 研究班調査では、保健所と都道府県の現状把握も行った 12, 13)。保健所では、社会性の発達過程

に関する親への指導について何らかの取り組みが認められたのは217件の有効回答のうち 51件
（23.5%）であった。このうち市町村が実施できるように支援しているとの回答は21件
（9.7%）、市町村の実施状況を把握しているとの回答は 36件（16.6%）、把握した状況を評価して
いるのは 4件（1.8%）であった。また、都道府県では、社会性の発達過程に関する親への指導に
関する内容が母子保健計画などや市町村への技術的助言指導計画に含まれているとの回答は、39
件の有効回答のうち 9件（23.1％）であった。 
 
（4）現状に対する考察 
	 ベースライン調査からは、社会性の発達が複雑になっていく 3歳児時点で、保護者の約 3割が
少し先の社会性の発達過程が分からずに子育てをしていることが分かった。また、研究班調査か

らは、社会性の発達過程に関する指導は約 7割の市町村で実施されており、その約半数は、乳幼
児健診の機会を活用していることが分かった。その中には、資料配布のみで対応している自治体

もあった。説明の機会が確保できていない自治体についてはヒアリング調査を通して、指導にか
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ける時間不足や人的資源の乏しさなどの制約があることが分かった。説明の時期としては3～4か
月児健診を最初の説明機会としている自治体が多く、乳児期早期からの子どもの発達に親が関心

をもてるよう配慮されていると考えられた。 
	 発達には身体発達、情緒的発達、知的発達など様々な軸がある。その中で、社会性の発達は、

対人関係を形成して集団の中で協調的な行動をとり、将来自立した社会生活を営むために必要な

能力である。社会性の発達に関する知識を得ることは、保護者がこれから数か月のうちに子ども

の行動様態が変わっていくことに対する見通しと、かかわりを楽しむ視点を与える 10)。また、社

会性の発達の遅れが自閉スペクトラム症など一部の発達障害の特性と関連していることから、発

達障害の早期発見に寄与するという目的も兼ねる。保護者にとって子どもの発達状況が気になる

段階での気づきを促し、気づきを適切な支援につなげていくことが重要である。そのためには、

乳幼児健診の全ての対象者に対して正しい知識を伝える必要がある。市町村で全例を対象とした

早期乳幼児期からの指導実施を促していくうえで、都道府県の計画整備や、県型保健所における

市町村に対する積極的な支援・評価を進めていく必要がある。 
 
2）保健指導 
（1）乳幼児健診の対象者全員を対象とする（PP 5-1-13） 
	 親や養育者に少し先の社会性の発達過程について指導することは、初めて子育てをする保護者

にとって、現在の状態に振り回されることなく、見通しをもったゆとりある子育てをする上で役

に立つことは言うまでもない。さらに、全ての保護者にとって、日常生活における気付きを促す

うえで有用である。子どもの社会性の発達特性は、歩く・話すなどのマイルストーンで示される

機能的な発達指標とは違い、日々の子育ての中で親子がふれあう場面において観察される。保護

者が知識を得ることで、日常の観察の視点が深まると考えられる。それはまた支援者にとって

は、親や養育者の子に対するかかわりの程度や観察力を知り、親子関係を推察する情報源とな

る。以上から、発達の遅れが明らかな子どもだけではなく、乳幼児健診の対象者全員に対して、

社会性の発達過程に関する指導を実施することが望ましい。 
 
（2）早期乳児期から指導をおこなう（PP 5-1-14） 
	 親の気付きに対する保健指導には、①子どもの発達特性に対する理解を深め、②子どもの発達

段階に応じた適切なかかわり方を指導し、③親子への支援の機会を逃さず子育て支援や発達支援

に結びつける目的がある。子どもの社会性の基礎は0歳代からの親子関係を通して築かれるた
め、①～③の目的を果たすうえで 3～4か月児健診など早期乳児期から指導を開始することが望ま
れる。 
 
（3）発達の遅れに対する保護者の受容を見極め、早期に適切な支援へつなぐ（PP 5-1-15） 
	 発達の遅れに対して親は不安を抱きやすい。また、保護者や兄弟が典型例と異なる発達経過を

たどっている場合もある。発達過程を説明する場合、特に発達検査のように典型発達との差異が

明確に示されるような場合は、子どもの発達過程には多様性、個人差があることを先に説明する

ことが重要である。その上で、対象となる子どもの発達状況と典型的な発達過程との違いに気づ

かせ、今日からできるかかわり方の工夫を指導し、保護者の受け入れ状態を確認しながら適切な

支援につなげることが肝要である。 
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2	 育てにくさを感じる親に対する保健指導の評価 
1）背景データ 
（1）「健やか親子２１（第２次）」ベースライン調査 
	 「育てにくさを感じたときに対処できる親の割合」について、「あなたは、お子さんに対して、

育てにくさを感じていますか。」という設問に対して、「いつも感じる」と「時々感じる」の合計

は、3〜4か月児で約15%、1歳 6か月児では約27%、3歳児では約35%であった（PP 5-1-18）。
これらの回答者に対して、「育てにくさを感じた時に、相談先を知っているなど、何らかの解決す

る方法を知っていますか。」という設問をしているが、3〜4か月児、1歳 6か月児、3歳児のどの
月齢においても約15%の保護者が解決方法を知らないと回答していた（PP 5-1-20）。 
 
（2）市町村における現状と課題 
	 研究班調査では、設問「育てにくさを感じる親に対する保健指導の評価をしていますか」に対

し、「1．評価をしている」「2．評価をしていない」「3．その他」の択一式で回答を求めた。回答
があった1,165件のうち、育てにくさを感じる親に対する保健指導の評価を実施していたものは
307件（26.4%）であった。なお、自治体規模の比較においては有意な差は認めなかった（PP 5-
1-21）。 
 二次調査として、「1．評価をしている」と回答した307件のうち、自由記載欄に記載のあった市
町村 254件（83%）について記載内容を分析した。「評価」の解釈にバラつきがみられ、保健指導
の対象者選定のための評価の場、あるいは「育てにくさを感じる親」の具体的な把握方法につい

て回答されたものが多かった。保健指導の対象者を決める場としては、会議（ケースカンファレ

ンス、スタッフミーティング、他施設との連携会議など）が 145件、健診後のフォローアップが
30件、臨床心理士や言語聴覚士など専門職による判定の適否検討が11件であった（PP 5-1-23）。
把握方法としては、問診（31件）、アンケート（29件）、アセスメント・ツール（7件：フェイス
スケール、親の自信度、乳幼児期自閉症チェックリスト修正版（Modified Checklist for Autism 
in Toddlers; M-CHAT）、発達障害チェックシート、新版K式発達検査）、新生児訪問時と乳幼児
健診時でのエジンバラ産後うつ病質問票 （Edinburgh Postnatal Depression Scale; EPDS）の得
点差（2件）であった（PP 5-1-24）。 
	 「育てにくさを感じる親」と判断する基準を設けているという回答が1件あり、回答した自治
体に対して電話による聞き取りをおこなった。問診項目に「育てにくさを感じている」および

「虐待をしていると思う」という設問を加え、①「育てにくさを感じている」の設問に対して

「いつも」あるいは「ときどき」と回答し、かつ、相談先を知らないと回答した親、②「虐待し

ていると思う」という設問の下位選択肢（3～4か月児および 1歳 6か月児は 7項目：「しつけの
し過ぎがあった」「感情的に叩いた」「乳幼児だけを家に残して外出した」「長時間食事を与えなか

った」「感情的な言葉でどなった」「子どもの口をふさいだ」「子どもを激しく揺さぶった」、3歳児
は 5項目：前述の前から 5項目）を一つでも選択した親全例を対象とするというものであった。 
	 また、「健やか親子２１（第２次）」で定義された「育てにくさ」の説明にある背景（子どもの

要因、親の要因、親子関係に関する要因、親子をとりまく環境の要因）に準じて要因を分析し、

支援を行っているという回答が2件あった。これら対しても、回答した自治体（高崎市、美唄
市）に対して電話によって内容の聴き取り調査を行った。高崎市では、問診と診察による通常の

判定に加えて、健診後に対象者全員の問診内容や所見など約 400項目をデータベースに入力して
要因分類していた。健診後にカンファレンスを実施し、その後にデータ入力と分析が行われる。
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要支援者は事後指導教室につなぎ、事後教室の親子の様子を踏まえて「育てにくさ」の主要因を

明らかにし、訪問や電話など個別のフォローアップや子育て支援・発達支援など専門的支援につ

なげていた。また、美唄市では、健診後のカンファレンスにおいて、健診の場で得た情報に加え

て、母子健康手帳交付時に記録した家族構成や家族の就労状況など家族背景や訪問指導で得た家

庭状況記録などの情報、保育所等や子育て支援センターなど関係機関からの情報を集めてリスク

事項を整理し、「育てにくさ」としての要因分類をすることで個別の課題を明確化し、支援の要否

を決定するとのことであった。 
	 さらに、評価をしていると記載され、要因分析に関する記載がなかった市町村に対して、無作

為に抽出した 7自治体を対象に、要因分析の有無について電話による聴き取りをおこなった。対
象とした全ての自治体は要因分析を行っておらず、その理由は「要因がたくさんあるので分類で

きない」「一番の問題点に対してアプローチするので分類の必要がない」「要因分析をしなくて

も、保健師の経験があるので、気になる親子は抽出できる」などの意見が得られた。 
 
（3）都道府県・保健所における現状と課題 
	 研究班調査で得られた保健所の現状としては、育てにくさを感じる親への保健指導の評価につ

いて何らかの取り組みが認められたのは 217件の有効回答のうち96件（44.2%）であった 12, 13)。

このうち市町村が実施できるように支援しているとの回答は 57件（26.3%）、市町村の実施状況を
把握しているとの回答は49件（22.6%）、把握した状況を評価しているのは 8件（3.7%）であっ
た。また、都道府県では、社会性の発達過程に関する親への指導に関する内容が母子保健計画な

どや市町村への技術的助言指導計画に含まれているとの回答は、39件のうち 15件（38.5%）であ
った。 
 
（4）現状に対する考察 
  ベースライン調査からは、子どもの成長とともに「育てにくさ」を感じる保護者の割合が増え
て、3歳児では保護者の約 3人に 1人は育てにくさを感じていることが分かった。さらに、「育て
にくさ」を感じる3〜4か月児、1歳6か月児、3歳児の保護者の約 15%が解決方法を知らないと
いうことも明らかになった。「育てにくさ」を感じることはどのような保護者にも起こりうるが、

それを解決しながら前向きに子育てに取り組めるかどうかが問題である。したがって、「育てにく

さ」を感じた全ての保護者を確実に何らかの解決方法につなげるための保健指導が必要不可欠と

言える。 
	 乳幼児健診の評価については、「手引き」10)で基本的な考え方が示されている。支援対象者のフ

ォローアップのステップに沿った分類としては、①判定の標準化・共有、②支援対象者および健

診のフォローアップ対象者の個々の状況把握、③個別ケースの支援評価、④事業評価が挙げられ

る 12, 13)。研究班調査では、約3割の市町村が「育てにくさ」を感じる親への保健指導の評価をお
こなっており、上記①～③のいずれかがおこなわれていた。その中には、構造化・標準化された

方法による判断基準を設けている自治体があった。一方で、④の「事業評価」に該当する評価を

おこなっていると回答したものはなく、要因を分析して評価をおこっていると記載のあった市町

村は 2件のみであった。要因分析をおこなっていない理由として、時間や労力の負担になってい
る場合や熟練保健師の存在により必要性を感じていない場合があった。 
	 県型保健所の役割として、管内市町村の事業評価、事業計画の立案等への支援・協力がある

15)。上述した通り、調査結果から市町村において事業評価は十分に行われていない状況と考えられ
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た。市町村における事業の適性を高めるために、県型保健所が間接支援を積極的におこない、事

業評価を進めていくことが求められる。「健やか親子２１（第２次）」の重点課題として、「育てに

くさを感じたときに対処できる親の割合」があげられている。都道府県の計画整備や、県型保健

所による市町村の事業評価支援に対する専門的・技術的助言などの支援も進めていく必要があ

る。 
 
2）保健指導 
（1）「育てにくさ」を感じてもいい	 −発信しやすい空気をつくる（PP 5-1-25） 
	 「育てにくさ」につながる育児上の困り感は、多様な因子による総合的な保護者の感覚であ

る。子育てにかかわれば、多少なりとも育てにくいと感じる場面は生じうる。「育てにくさ」は、

『日常のちょっとした対応法』を知ることで解消するような困難感である場合もあれば、虐待に

つながるような過剰な負担感や疲労感をともなう場合もある。いずれにせよ、保護者から困って

いることを発信してもらうことが必要だが、健診の場では「育てにくさを感じている」と発言す

ることに抵抗を感じることは少なくないだろう。乳幼児健診においては、保護者が「育てにく

さ」を感じていると言いだせる空気をつくり、困難感の程度やリスクを見極めながら、育てにく

さを共有してともに解決していくための保健指導が求められる。 
 
（2）潜在ニーズを見落とさないために「育てにくさ」の要因を分析する（PP 5-1-26） 
	 「育てにくさ」を感じていても、助言・援助を求めるサインを発信できない保護者は潜在す

る。保護者の潜在する支援ニーズに気づくには、保健師個々の技能が求められる。熟練した保健

師は、親の主訴を整理し、しぐさから何を思考しているか読み取り、他の専門職の目もかりてよ

り多角的に対象を捉え、援助の必要性を見極め支援に結び付けている 62)。しかし、人材資源は限

られており、全ての市町村に熟練した保健師が常在し、乳幼児健診に従事しているわけではな

い。誰がおこなっても見落とすことなく潜在するニーズに気づくためには、手間はかかるが、「育

てにくさ」の背景にある多面的な要素を抽出・整理し、多職種の視点と併せて分析したうえで、

適切な支援につないでいくことが望まれる。 
 
（3）どのような支援が必要か？という視点で要因分析を行う（PP 5-1-27） 
	 分析方法の例を次頁の表 5-1に示した。要因を分析するにあたっては、どのような支援が必要
かという観点から課題を整理することに注力することがポイントとなる（PP 5-1-28）。問題点を
あげつらったリストを作成するのではなく、問題解決につながる項目を作り分類することに留意

していただきたい。例えば、「ひとり親」を要因の一つと考えたとき、経済的な問題があるのか、

親子で過ごす時間が少なく親子関係に問題があるのか、親が疲労しているという親の身体的・精

神的問題になっているのかなど、状況によって提供できる支援は異なってくる。 
 
	 「育てにくさ」の背景を要因にわけることは、要因を一つにしぼることが目的ではない。「育て

にくさ」という保護者の感覚的な主訴をそれぞれの要因別に分類し、その相互関連性を質的に検

討することで、「育てにくさ」の本質に近づき、より効率的かつ効果的な支援に結び付けていくこ

とが目的である。要因の組み合わせによっては支援方法も変わりうる。さらに、育てにくさの背

景にある多面的な要素に対して、多職種の視点で多角的に分析することで潜在するニーズを明ら

かにすることが重要である。子どもの年齢や発育・発達状況、親子関係や家庭環境など、時間の
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経過や関係性の変化などにより主要因は変わりうる。乳幼児健診の場で問診や診察所見など得ら

れた情報、過去の情報、関係機関から得られた情報を整理し、「育てにくさ」の所在と関連性を分

析したうえで支援策を講じ、機会があるごとに再評価することが望まれる。 
 

表 5-1 「育てにくさ」の背景の要因分析と対応の検討のための整理表 

 
 

 
  

健診での確認
問題の有無 支援状況 医療機関受診の有無 支援の要否 支援資源

発育状況
（疾病、食事の問題、生活リズムなど）
運動発達への支援
（遅れ、偏り、障害など）
知的発達への支援
（遅れ、偏り、障害など）
社会性発達への支援
（遅れ、偏り、障害など）
：
親・養育者になることの受容状況
（望まない妊娠、若年、特定妊婦など）
親・養育者の育児過負担
（疾患、障害、虚弱など）
子どもとの関わり方
（子育て経験の不足、特異な育児感など）
情報不足への支援
（一般的な育児情報、公共サービス・自助団体
など資源情報など）
：
愛着形成
子どもへの無関心
子どもへの過干渉
：
経済的不安、困窮
子どもと関わる時間がとれない
（就労状況、ひとり親、兄弟の育児、介護など）
相談相手がいない
（同年代の知り合いがいない、地域の繋がりが
弱い、かかりつけ医がいないなど）
：

今後の対応

本人

親・養育者

環境

親子関係

要因 支援を要しうる事項
支援、治療状況
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第 2 節 「健やか親子２１（第２次）」の重点課題② 
「妊娠期からの児童虐待防止対策」 

 
1	 妊娠期からの児童虐待（子ども虐待）予防の必要性 
	 子どもが虐待を受けると、最悪の場合は死に至る場合があるが、死に至らなくても子どもに障害

を生じたり、身体面では何事もなかったように見えても心に傷を負ってしまう。また、子どもが成

長した後に、意識していなくても自分が保護者にされたような子育てをしてしまい、虐待の連鎖が

起こることもある。子ども虐待は、子どもの人生に重大な影響を及ぼす親子関係の最先鋭の問題で

あり、予防する必要がある。しかし、子ども虐待は日常生活の中で起こり、日々の親のストレス等

の様々な要因によって一見すると問題のない親子から、緊張関係にある親子、虐待が起こっている

親子と揺れ動き、固定的に親子を捉えていると虐待を予防できないことがある。親子の状況を継続

的に把握し、妊娠期から出産、子育てに至る切れ目のない支援が必要である。特に妊娠・出産は、

自分と保護者との関係性を振り返り、新しい命を迎える非常にセンシティブな時期であると同時に、

異なる生育歴を持つパートナーと生活を始める時期でもある。これまでの人生では問題が生じてい

なかったことでもこのような負荷がかかることにより、弱者である子どもが攻撃の対象となってし

まう。 
	 ポピュレーションアプローチの指導・支援と、ポピュレーションアプローチから疾病や障害、行

動情緒問題等の早期発見と支援のハイリスクアプローチを行ってきた母子保健は、これまでも子ど

も虐待の予防や早期発見・支援を行ってきたが、2016年 6月の母子保健法改正で、「母性並びに乳
児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策は、乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期発見

に資する」ことが国及び地方公共団体の責務（第 5条）とされ、その取り組みが明確に位置づけら
れた。また、それまでの母子健康センターから改められた母子健康包括支援センター（第 22 条）
が「母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援」を行い、その設置が市

町村の努力義務とされた。この母子健康包括支援センターは、2016 年６月３日付雇児発 0603 第
１号通知で、すでに 2014 年の閣議決定「まち・ひと・しごと創生総合戦略」で名称が出ていた子
育て世代包括支援センターであるとされ、2020年度末の全国展開を目指すとされている。 
	 子育て世代包括支援センターの対象者は「主として、妊産婦及び乳幼児並びにその保護者」、実施

場所は「母子保健に関する専門的な支援機能及び子育て支援に関する当事者目線での支援機能を有

する施設・場所」、事業内容は（1）妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること、（2）妊娠・出産・
子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導を行うこと、（3）支援プラン
を策定すること、（4）保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと、とされている 4)。特

に、利用者支援事業の母子保健型の子育て世代包括支援センターでは、市町村への妊娠届出時に面

接を妊婦に行って状況を把握し、必要に応じて支援プランを作成して支援することが重要な事業で

ある。このように、妊娠期からの子ども虐待予防は重点的に取り組むべき課題として明確に位置づ

けられている。 
 
2	 妊娠期からのアセスメント 
妊娠期から効果的な支援を行うためには、面接や関係機関等からの情報提供による支援を要する

妊婦の把握と、支援を要する背景要因のアセスメントを行う必要がある（第 3章第 1節）。平成27
年度に行われた研究班調査 12, 13)による、妊娠期間中のアセスメントの実施状況を表5-2に示す。 

97



 96 

	 回答した市町村の 11.6%が妊娠期間中にアセスメントを実施していないことから、88.4%の市町
村は母子健康手帳交付時または交付後の妊娠期間、あるいはそのいずれでもアセスメントを行って

いることになる。母子健康手帳交付時にアセスメントを行っている割合について市町村全体と比較

すると、母子健康手帳交付数が 200～299件と1,000件以上の市町村では実施率が低かった。また、
交付後の妊娠期間にアセスメントを行っている市町村では、全体での実施率と比較して、母子健康

手帳交付数が 200～299 件の市町村が低く、1,000 件以上の市町村の実施率は高かった。交付数が
1,000 件以上の市町村は出生数が多く、保健師等の専門職による面接が困難であることが推察され
るが、医療機関等との連携による情報は多く得られている可能性がある。しかし、交付数が 200～
299件の市町村は異なる要因があると考えられ、状況について検討する必要がある。いずれの時期
にもアセスメントを行っていない市町村は、母子健康手帳交付数が 300～499 件、500～999 件の
自治体にやや多く、実態を把握する必要があると考えられた。 
 

表 5-2	 母子健康手帳交付数と妊娠期間中のアセスメントの実施状況 

 
母子健康手帳 

交付時 

交付後の 

妊娠期間 

いずれの時期も 

実施していない 
その他 

実施市町村 (n=1158) 901 (77.8) 289 (25.0) 134 (11.6) 100 (8.6) 

母子健康手帳交付数別（/年） 

~49件 (n=259) 208 (80.3) 68 (26.3) 33 (12.7) 15 (5.8) 

50~99件 (n=147) 122 (83.0) 38 (25.9) 16 (10.9) 8 (5.4) 
100~199件 (n=170) 141 (82.9) 38 (22.4) 17 (10.0) 10 (5.9) 

200~299件 (n=107) 77 (72.0) 20 (18.7) 16 (15.0) 9 (8.4) 
300~499件 (n=143) 120 (83.9) 30 (21.0) 12 (8.4) 12 (8.4) 
500~999件 (n=150) 118 (78.7) 39 (26.0) 14 (9.3) 19 (12.7) 

1000~件 (n=182) 115 (63.2) 56 (30.8) 26 (14.3) 27 (14.8) 

値は該当する市町村数（%）を示す。 
 
3	 妊娠期からの支援 
	 産前産後の子ども虐待を予防する支援は、妊婦が妊婦健診を受診し、医療機関等の専門職がいる

ところで母児ともに安心・安全な出産ができるよう支援し、子どもの出生後は安定した生活ができ、

育児の支援を得て母親が子どもに没頭できる環境を整えることにある。子育て期も妊娠期に把握さ

れた虐待が危惧される状況が継続することがあり、妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援が必要

である。特に、初めての妊娠・出産は未だかつて経験したことのない人生の大きな激動期であり、

医学的知識を持ちソーシャルワークのできる保健師の支援が重要である。 
 
1）妊娠中から整える虐待を予防する環境整備 
	 虐待の背景には、多くの親が子ども時代に大人から愛情を受けていなかったこと、生活にストレ

ス（経済不安、夫婦不和、育児負担）が積み重なって危機的状況にあること、社会的に孤立し援助

者がいないこと、親にとって意に沿わない子（望まぬ妊娠・愛着形成がうまくいっていない・育て

にくい子）の 4つの要素が揃っていることが指摘されている 63)。しかし、これらを親は自覚してい

ないことが多く、パートナーやその他の家族も含めた、子どもを育てにくい家族の状況がないか、
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個室等の話しやすい環境で親を受容し把握する必要がある。妊娠中の環境を整える視点は以下のと

おりであり、これらを整え改善できるよう支援を行う。 
 

表 5-3	 妊娠中の環境を整える視点 
視点 例 

身体的健康 
精神的健康 
パートナーとの関係 
経済的視点 
定まった空間 
育児の支援 
本当のことを相談できる相手 

生活習慣を整え、妊婦健診を受診 
うつ的になっていないか	 等 
DVはないか 
費用（妊婦健診、出産費用、養育費用） 
現在の生活の場、里帰りなど 
具体的に誰がどのくらい支援できるか 
実父母との関係、パートナーとの関係 

 
2）乳幼児健診における虐待予防・早期発見 
乳幼児健診は受診率が95%以上と高く、ポピュレーションアプローチとして重要な場である。 

 
①虐待予防の啓発 

	 	 集団指導やポスター掲示、または個別指導等において、子ども虐待予防の啓発を行う。乳児期

には乳幼児揺さぶられ症候群の啓発が重要で、研究班調査 12, 13)では、啓発を行っている自治体は

67.4%であった。しかし、内容にはパンフレットの手渡しのみ等の市町村も含まれていたことか
ら、厚生労働省 17)の啓発DVD等による、より効果の高い啓発を行うことが望まれる。 

 
	 ②虐待疑いの早期発見の体制づくり 
	 	 乳幼児健診に従事する者は、虐待に関する知識を研修等で得るとともに、健診場面で虐待が疑

われる児を発見したときには、組織としての対応を行うことが重要である。研究班調査 12, 13)では、

「乳幼児健診の面談や問診票で、新たに虐待の疑いを把握したときのマニュアルや取り決め等が

自治体にありますか」との設問に対し、「ある」と回答したのは610市町村（52.0%）であった。
内容は、「親子の様子のアセスメント」74.1%、「上司に報告等の組織的対応」79.3%、「健診スタ
ッフが認識する仕組み」85.6%、「親子の心情に寄り添う関わり」55.9%、「担当保健師につなぐ等
の橋渡し」86.1%であった。取り決めやマニュアルの有無やそれぞれの内容についても、すべて
の項目で規模の大きな市町村の頻度が有意に高い状況であったが、小規模の市町村でもマニュア

ルや取り決め等が定められていることが望ましい。 
	  
3）母子保健サービスを利用しない・利用しにくい親への気付きと支援 
子ども虐待の最悪の事態である虐待死は、検証によると第 1次から第 13次報告までの心中によ
る虐待死は 486人、心中以外の虐待死は 678人報告されている 60)。心中以外の虐待死で 0歳児は
46.2%を占め、生後 0日の死亡は 18.3%と極めて多い。また、妊娠期・周産期の問題としては、「若
年妊娠」（出産時の母親の年齢が10代）17.6%、「予期しない／計画していない妊娠」が25.2%あっ
たとされている。第13次報告の 0日死亡11人の母の状況は、「予期しない／計画していない妊娠」
が 9人（81.8%）、「若年妊娠」3人（27.3%）、「母子健康手帳の未発行」10人（90.9%）、「妊婦健診
未受診」11人（100%）と、人口動態統計による母の出産年齢 10代が 1.1%に比べて 10代が非常
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に多く、母子保健サービスを利用しない、妊娠期から子どもの受容に問題があった事例と考えられ

る。 
乳幼児健診が未受診である状況も、第 13 次報告で 3～4 か月児健診 14.8%、1 歳 6 か月児健診

23.5%、3 歳児健診 40.0%と、同じ時期の全国の乳幼児健診の未受診率はそれぞれ、4.5%、4.3%、
5.7%であることから著しく高く、しかも子どもの年齢が上がるにつれて高くなっていた。3歳児健
診では受診可能時期が 3歳児から4歳児に至るまでの1年と長く、未受診者の把握が困難であるこ
とも影響している可能性がある。 

 
	 ①乳幼児健診未受診者への対応の標準化 
	 	 これまでに研究班が示した「手引き」10)では、地域に暮らす乳幼児の全数把握の必要性と、健

診未受診者への対応の標準化について記載している。ポイントは、「健診未受診者の把握期限の設

定」「妊娠期・周産期情報の活用」「他機関との情報共有」「情報を共有できない場合の対応方針の

事前の取り決め」である。詳細は「手引き」を参照されたい。 
 

	 ②予期しない妊娠に対する対応 
	 	 予期しない妊娠は、結婚していても「まだ子どもは早いと思っていた」「就職が決まったばかり

で職場にいいにくい」など多くの女性におこりうるが、妊娠したことをパートナーや実父母、職

場等に打ち明けることができれば、理解と支援が得られ望む妊娠に変化していく。しかし、中に

は身近な人間に相談できないような、「未婚」「レイプされた」「パートナーに捨てられた」「不倫

関係にある」などの事例がある。このような女性は市町村に妊娠届出をしないことが多く、匿名

で相談できるところにようやく相談している状況がある。妊娠届出をした妊婦、乳幼児健診受診

者の親にも、このような背景を持つ親がいることを踏まえ、どのような経緯で妊娠した親に対し

ても偏見を持たずに受容する支援が重要である。 
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第 5 章 第 3 節 社会性の発達の把握と支援のポイント 
 
1	 社会性の発達のつまずきと発達障害 
1）発達障害をめぐる現状 
近年、社会性（対人コミュニケーション）の発達につまずきのある子どもたちが増加していると

いわれている。社会性だけでなく、社会性のつまずきを主症状とする自閉スペクトラム症（Autism 
Spectrum Disorder; ASD）やそれ以外の発達障害も増加しているといわれ、文部科学省の2012年
調査では、通常学級のなかに6.5%の発達障害の可能性がある子どもがいることが示されている。こ
の中には診断がついていない者も含まれるが、15 人に 1 人は発達障害やその傾向が強くある子ど
もがいる概算となる。一方で、「大人の発達障害」の問題にも注目が集まっている。「大人の発達障

害」とは成人期に初めて診断を受ける人たちのことであり、成人期になって「発達障害にかかる」

ではない。これらの人たちは、もともと発達障害がありながら、それに気づかれないまま成長し、

理解のない環境のなかで、うつや不安障害などの精神疾患を発症し、その治療過程で発達障害と診

断されることがある。こうした発達障害の二次障害には、精神疾患ばかりでなく、大きな社会問題

となっている「ひきこもり」なども含まれる。アメリカ合衆国の医療経済的試算ではあるが、ASD
の人の一人につき、早期発見されない場合の生涯のコストは 3.2億円にのぼる 64)。こうした成人期

の不適応状態を防ぎ、発達障害のある人が意義ある人生を送るために、また、社会的損失を回避す

るためにも、発達障害を早期に発見し、その支援をすることは喫緊の課題である（Power Point 5章
3節 1 (PP 5-3-1)）。 

 
2）社会性の発達のつまずき、自閉症スペクトラムへの早期支援 

ASD の中核症状である社会性の問題は、早期支援によって予後の改善がみられることが明らか
になってきた 65-67)。このため、早期発見・早期支援が世界的な潮流となっている。日本では 1歳6
か月児健診や 3 歳児健診で、ASD の特性のある子どもを発見し療育につなげるシステムをとって
いる地域も増えている。こうした取り組みは、子どもの社会性のつまずきの克服に大きく役立つ。

また、周囲が子どもの特性を理解することで、子どもの行動を受け入れやすくなったり、子どもに

あった療育や支援を選択できたりする。こうしたことが、将来の二次障害を予防することにつなが

る。発達障害はスペクトラムであり、前述のように、ASDと診断されなくともその特徴のある子ど
もも多くいる。こうした診断に至らない子どもへの支援も、予防的見地から重要である。 
	 発達障害は、2013 年に改訂されたアメリカ精神医学会が定める診断基準 DSM-5 においては、
「神経発達症群/神経発達症群」という名称のグループにまとめられている。その主なものは、自閉
スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害（Autism Spectrum Disorder; ASD）、注意欠如・多動症
/注意欠如・多動性障害（Attention-deficit / Hyperactivity Disorder; ADHD）、限局性学習症/限局
性学習障害（Specific Learning Disorder; SLD）である。ASDは、社会性とコミュニケーションの
障害と興味の偏り・こだわりを特徴とする。ADHDは、不注意や集中の難しさといった注意の問題
と、多動・衝動性といった問題を特徴とする。SLDは、学習のある分野が特異的にできないことを
特徴とする（PP 5-3-3）。それ以外に、発達性協調運動症/発達性協調運動障害（Developmental 
Coordination Disorder; DCD）も含まれるが、これは協調運動の苦手さ、不器用をいう。これらの
発達障害の中で、発達早期からその特徴がみられるのがASDである。 
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本節では、乳幼児期の社会性の発達と社会性の発達につまずきのある障害（自閉スペクトラム症）

の特徴とその把握、社会性の発達に関して乳幼児期健診に求められる役割、地域でのフォローアッ

プ方法について述べる。また、乳幼児期は、ASDの確定診断が難しい時期でもあることや、傾向は
あるが診断基準をみたすほどではない子どもを含んだ支援を考えるため、本節では、スライドも含

め、自閉症スペクトラムという用語を用いる。 
 
2	 乳幼児期の社会性の発達と自閉症スペクトラムの特徴 
1）乳幼児期の社会性の発達 
社会性の発達において、1歳 6か月は大きなターニングポイントである。80%以上の子どもが、
乳幼児期の社会性を示す行動である「共同注意」「要求行動」「模倣」などを通過する 68)。乳幼児は、

生後 9か月くらいから、すでに他者と自己の違いに気づき、他者の興味がどこに向かっているかを
知ろうとする。これが共同注意であるが、乳幼児の示す社会的行動の中で最も重要視されている。

この共同注意が、その後の言語獲得やコミュニケーション、情緒の発達の基盤となると考えられて

いる（PP 5-3-6）。そこで、1歳6か月でみられる社会的行動を共同注意と、共同注意以外の社会的
行動にわけて概説する。共同注意には、子どもからの自発的な行動と、その逆の受容的な行動の 2
種類がある。自発的なものは、自分の興味のあるものを指さして伝える行動、興味のあるものをも

ち上げて見せる行動、興味のあるものを渡すという行動などがある。受容的な行動としては、他人

の指さしたほうを見る、他人の見つめている視線の先を見る、といった行動がある。これらの行動

の根底には、自分の興味や他人の興味を共有したいという気持ちがある。こうした気持ちこそが、

社会性の第一歩となる。共同注意以外の社会的行動には、欲しいものを取ってほしい時や開けてほ

しい時にみられる要求の指さしや手渡し、他の子どもの様子を見たり寄っていくなどの他者への関

心や働きかけ、他者と目を合わすアイコンタクト、他者に感情を示す表情を向けたり、うなずいた

りといったジェスチャーをするようになる。名前を呼ばれたときに反応すること、大人から微笑ま

れると微笑み返すこと、うれしいことがあると大人のほうを見てニコニコしたり手を振ったりと喜

びを共有しようとすること、他人の真似やふりをすることがある。要求の指さしと共同注意の指さ

しは、行動としては同じだが、意図が違い、他者への意識という点では共同注意のほうが強いので、

区別して行動観察をして保護者への聞き取りをする必要がある（PP 5-3- 7）。 
 

2）自閉症スペクトラムの初期兆候 
1歳 6か月児くらいで見られる自閉症スペクトラムの初期兆候には、障害の特徴的行動（陽性症
状といえるもの）と、定型発達の子どもに当然みられる行動の出現が少ないことやないこと（陰性

症状といえるもの）の2種類がある。陽性症状としてあげられるものに、手のフラッピング（掌を
繰り返しひらひらとふること）、ぴょんぴょん跳ぶなどがみられる。またクレーン現象といわれる、

母親の手をひっぱり開けてほしい瓶の蓋に直接おいたりするといった人の手を道具のように使う

行動がみられる。また、エコラリアと呼ばれる、即時の人の言ったことを真似たり、過去に聞いた

セリフなどを繰り返したりする行動もある。奇妙なイントネーション、抑揚が聞かれる場合もある。

興味のあるものへの没頭や、感覚的要素への普通でない興味が見られることもある。陰性症状とし

ては、前述したような社会的行動のすべての乏しさや、みられないということがある（PP 5-3-8, 9）。 
3 歳児では、知的水準が正常域の場合、言語に問題がないことも多い。しかし、自分が興味のあ
ることについては、一方的に話すことはできるが、保育所や幼稚園であったことを保護者にわかる

ように話すなど、相手の知識に配慮しながら話したり、会話を続けたりするなどが難しいといった
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行動特徴がみられる。また、仲間関係が広がる時期にもかかわらず、他者への関心が乏しかったり、

他者の気持ちを理解することが難しく、仲間関係を形成したり維持することに難しさがでてくる。

また、適応行動といわれる、実際の対人場面でのコミュニケーション能力、身辺自立、保育所・幼

稚園、地域でのルールに沿った行動や友人関係の維持など、日常生活を処理する基本的な能力の乏

しさが目立ってくる。 
 
3 １歳6か月児健診および3歳児健診で社会性の発達を測る有効なスクリーニングツールとその用
い方 
1）社会性を測るアセスメント 
社会性の発達において重要な時期である 1歳 6か月という時期にある乳幼児健診は、悉皆的に地
域の子どもの社会性の発達を把握することができ、保護者も気づいていないかもしれない社会性の

問題をいち早く把握するという点で、大きな役割を果たしている。1歳 6か月という時期に健診が
実施されるという利点を活かし、有効なツールを使って社会性のつまずきのある子どもを的確に把

握する必要がある。これまでも、知的障害が併存する子どもについては、比較的早い時期に把握が

されていたが、高機能の場合は、学齢期や成人期に診断を受ける人が多い現状から考えても、見逃

しが多いことが推察される。見逃しがなく、社会性の発達につまずきのある子どもを把握するため

にはスクリーニングに適したアセスメントツールが必須である。 
まず、本項では、スクリーニングツールも含むアセスメント全体について述べる。自閉症スペク

トラムの特徴を調べるアセスメントツールはいくつかあるが、スクリーニングと診断・評価用にわ

かれている。スクリーニングはあくまでも何らかの心配がある子どもをふるい分けることが目的な

ので、決して、そのまま診断を意味するわけではないことに注意を要する。自閉症スペクトラムの

診断や評価については、日本語版 ADOS-2（Autism Diagnostic Observation Schedule -Second 
Edition）などを用いる必要がある（図 5-1）。 

 
 

 
図 5-1	 乳幼児の社会性（自閉症スペクトラム）を調べる検査 
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2）乳幼児健診でのスクリーニングツール：M-CHAT 
1歳 6か月児健診の社会性の発達把握において、最も有効性が高いアセスメントは、世界的にみ
ても、乳幼児期自閉症チェックリスト修正版（Modified Checklist for Autism in Toddlers; M-CHAT）
である。対象を生後 16〜30 か月とした、子どもの行動観察ではなく養育者を回答者とする他者記
入式質問紙となっている。共同注意、社会的参照、模倣などの非言語性コミュニケーション、聴覚

過敏や衒奇的運動など ASD 独特の行動について尋ねる全 23 項目から構成される。「はい」「いい
え」の二肢選択で回答し所要時間は約 5分である。標準的なスクリーニング手続きは、子どもの発
達の個人差を考慮し、質問紙への回答と 1～2か月後の電話面接の複数段階となっている（PP 12-
10, 11）。実施時間が数分であり、費用もほとんどかからないたため地域全体の乳幼児集団を対象と
して悉皆的に行う一次スクリーニングとして、非常に適している。M-CHAT日本語版では、原版の
質問紙に、共同注意や社会的参照についてのイラストが追加されており、国立精神神経センター精

神保健研究所児童思春期精神保健研究部のウェブページから入手できる 69)。また、複数回スクリー

ニングの電話面接用の質問項目も入手できる 70)。これらの使用については、開発者の神尾陽子氏に

相談の上、健診に従事するスタッフ全員に研修などを実施することが必要である。 
1歳 6か月児健診における日本語版M-CHATの感度・特異度に関する研究も行われ、第 1段階
スクリーニングでの感度は 0.69，特異度は 0.84であった。第 2段階スクリーニングの感度は 0.48，
特異度は 0.99で，陽性的中率は 0.45とやや低かったが、非 ASDと判断された場合も、全般的発
達，言語発達，多動，注意機能などの側面にニーズがあったと報告されている 71)。また、1歳 6か
月児健診で有効な短縮項目について、6項目（標準化判別係数の高い順に、6：要求の指さし、13：
模倣、14：呼名反応、5：ふり遊び、15：指さし追従、21：言語理解）がASDの判別に有効である
ことが示唆されており 72)、実地的に意義が特に高い。1歳 6か月児健診では発達障害のスクリーニ
ングだけでなく運動発達・言語発達・親子関係・身辺自立・食生活や口腔内の問題点など調べる項

目は多い。その中で 23 項目を実施することは保護者側の負担にもなるので、少ない項目数で判別
力が高いことが望まれていた。 

M-CHATの限界として，回答者（主に母親）の子どもの行動への認識が強く影響することが挙げ
られる。たとえば、回答者が子どもの行動をきちんと把握していないと誤謬が生じ、回答者が文言

を誤解する場合もある。そのため、M-CHATの項目のいくつかを健診中に実施して直接確認してい
る自治体もある。直接行動観察の方法については、パワーポイントに詳細を述べた（PP 5-3-14, 15）。
また、健診時のフィードバックも保護者への気持ちに寄り添い、保護者が子育てにネガティブな気

持ちを持つことのないように配慮する必要がある。子どもの社会性の発達の問題点を伝えるという

よりも、子どもとの遊び方などを教えるなど、子どもとのかかわり方を保護者に教えていくことが

重要である（PP 5-3-18, 19）。 
今後、日本において、M-CHAT がより有効に使われるための要は、普及にある。研究班調査 12, 

13)の 2次調査では、健診後のフォローを行っている約 400の市町村等に、１歳 6か月児健診でM-
CHATを利用しているかどうか調査した。有効回答が 127と少なかったが、M-CHATを全体およ
び部分的に使用している割合は約 17%であった。もちろん全数調査ではないが、健診後フォローを
行う発達支援に熱心な地域でさえ、M-CHATの利用率が低いことは、普及に課題があることを示唆
している。 
生後 1歳から 1歳6か月という早期のスクリーニングについては、生物学的指標への関心が高ま
っている。Klinらは、Eye Tracker（注視点追跡装置）を用いて視線の合いにくさの定量化を試み、
視線の動きを調べることで１歳前からASDを特定できると報告している 73)。日本でも、土屋らが
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Gaze Finder（注視点分布計測装置）を開発し、1歳6か月児健診でASDのリスクのある幼児の把
握を試みている。こうした生物学的指標は、養育者のバイアスがかからず、健診場面での実施にお

ける手続きの容易さや精度の高さが保障されることで、今後、普及していくものと考えられる。 
   3 歳児健診においては、社会性（対人コミュニケーション）のポイントとして、「視線が合わな
い」「名前を呼んでも振り向かない」「表情が乏しい」「同年齢の子どもと遊ばない」「興味があるも

のを共有しない」「言語発達が遅れている」「会話が続かない」「他児とごっこ遊びをしない」などが

挙げられる。反復行動・興味の限局としては、「変わったものへの興味、興味への没頭」「決まった

手順にこだわる」「切り替えが苦手」「決まったフレーズを繰り返す」「同じビデオを見る」「おもち

ゃの部分で遊ぶ」「感覚の敏感・鈍感さ・偏食」「感覚面への興味」などが挙げられる。これらの行

動について、観察や聞き取りをする必要がある。行動観察については、集団での社会的行動が求め

られる時期なので、小集団での行動観察などが望まれる。市町村によっては、健診時にグループ活

動を行い、手遊びや簡単なゲームを行い社会性の観察を行っているところもある。3歳児健診では、
1 歳 6 か月児健診のように有効なスクリーニングツールがないため、M-CHAT のように簡便で感
度・特異度のバランスが良いスクリーニングツールの開発が望まれる。現在、保育所・幼稚園でス

クリーニングとして使われているタスプ（Transitional Assessment Sheet for Preschoolers; TASP）
などから、開発されることが期待される 74)。TASPは、多動・不注意関連特性として、落ち着き（多
動・衝動性）、注意力（不注意）、対人社会性関連特性として、社会性、順応性（こだわり）、コミュ

ニケーション、運動関連特性として、微細運動、粗大運動といった 7領域各 5項目、合計 35項目
からなる。健診用スクリーニングが作られ広く使用されることで、3 歳児健診でも社会性のつまず
きがある、自閉症スペクトラムの子どもの把握が容易になると考えられる。また、3 歳児健診は、
1歳 6か月児健診で、社会性のつまずきを把握された子どもで、支援につながっていない子どもの
フォローアップの絶好の機会ともなるので、その機能も大切にしていきたい。 
	  
3）診断・評価のアセスメント：ADOS-2日本語版 
スクリーニングのアセスメントに続いて、診断・評価のアセスメントが必要である。自閉症スペ

クトラムの特性を調べるアセスメントツールの開発について、日本は先進国のなかで後れをとって

きたが、近年、アセスメントツールが揃いつつあり先進的医療機関や地域で使用されている。その

中でも、1歳から実施できる行動観察検査ADOS-2日本語版は非常に有効なアセスメントツールで
ある 75)。ADOS-2は、生後12か月の幼児（非言語性精神年齢 12か月以上）から成人までの幅広い
年齢を対象とし、年齢と言語水準に応じた 5つのモジュールから構成されている。各モジュールの
言語水準と推奨年齢は、以下のとおりである。モジュールT：無言語～1、2語文レベル（推奨年齢
12～30か月）、モジュール1：無言語～1、2語文レベル（推奨年齢 31か月以上）、モジュール2：
動詞を含む 3語文以上～流暢に話さないレベル、モジュール 3：流暢に話す幼児～青年前期（推奨
年齢 4歳以上～15歳）、モジュール 4：流暢に話す青年後期～成人（推奨年齢 16歳以上）である。
乳幼児には、モジュールTあるいは 1、2を用いる。 

ADOS-2は対象者の行動や回答内容をみるため、遊びなどの活動や質問項目が設定された半構造
化面接となっている。各モジュールに 10～15 の課題が用意されている。年齢や言語発達を加味し
た課題が設定され、モジュール間で課題が重複しながら上のモジュールに移行する。各課題で観察

されるべき行動は複数あり、特定の働きかけがどのような行動特徴をみるためのものか熟知してお

く必要がある。実施にあたっては、観察後の評定を念頭に置きながら把握すべき行動（アイコンタ

クト、表情、身ぶりなど）を記録する。例えば「シャボン玉遊び」であれば、ただ一緒に遊んでい
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るのではなく共感的に遊びを楽しめるかを観察し、わざとシャボン玉を作るのをやめ、子どもがど

のようにシャボン玉を要求するかなどを見ていく。所要時間は40分～1時間である。 
観察された行動について、「A．言語と意思伝達」「B．相互的対人関係」「C．遊び」「D．常同行
動と限定的興味」「E．その他の異常行動（ASDに併存しやすい多動や不安といった症状）」の5領
域を構成する約30項目があり、評定基準に従って評定される。一般的な検査とADOS-2との大き
な違いは、「観察」でみたそれぞれの行動を評定するのではなく、検査全体を通して行動すべてを総

合して「評定」する点である。さらに、評定項目のなかから、現在の診断基準に最も適合する項目

が抽出され、診断アルゴリズムが構成される。これを用いて「自閉症」「自閉症スペクトラム」「非

自閉症スペクトラム」という診断分類（モジュールTでは懸念の程度で分類）を行なうことができ
る。また、モジュール 1、2、3 の診断アルゴリズムには年齢と合計得点に基づく変換表があり、
ADOS 比較得点を算出することで重症度を調べられる。関東の T 市や佐賀県などでは医療機関な
どと提携し、健診後に自閉症スペクトラムの疑いのある子どもには、ADOS-2 が実施されている。 
アセスメントは、社会性のみを調べるのではなく、子どもを包括的にとらえるために、発達状況、

適応状況、家庭や地域の状況なども考慮する必要がある。発達状況については、保健センターなど

で、新版K式発達検査、田中ビネー知能検査などが実施されている。適応行動については、実施し
ている地域は非常に少ないが、日本版 Vineland-II 適応行動尺度（0 歳から実施できる親聞き取り
式のアセスメント）も開発されており、利用が望まれる 76)。特に 3歳児においては、実際の生活上
で使えるコミュニケーション力や集団適応などを詳細に評価することができる。問診内容によるが、

家庭や地域の状況把握については、保健センター等は多くの情報を持っていることが多い。こうし

た、発達段階や適応行動と社会性の発達を合わせて考え、家庭の養育能力や地域の様子なども鑑み

ながら、フォローアップの方法を検討することが重要である。 
 
4	 地域におけるフォローアップ 
１）子ども自身への支援と家族への支援 
自閉症スペクトラムの子どもについては、健診後のフォローアップや支援も重要である。保健セ

ンターで最初のフォローアップとして支援をするところも多い。支援は子ども自身と家族の双方に

行う必要がある。この二つは車の両輪のようなもので、どちらが欠けてもうまくいかない。多くの

市町村で、母子グループ等を実施しており、子どもの発達を見守りつつ保護者の心配事を傾聴し子

どもへの対応を相談することは有効な支援である。また、子どもへの支援として、保育所・幼稚園

への巡回をしているところもある。巡回相談は、子どものフォローアップと同時に、保育・教育機

関への支援にもなる。家族支援としては、心理職による保護者相談が多いが、新しい試みとして、

ペアレント・プログラムを導入している地域もある。ペアレント・プログラムは、子どもに対する

保護者の認知を変えることで子どもの捉え方や子育てを楽しくする小集団プログラムである。不安

な保護者に寄り添い、社会性のつまずきを受け入れられるよう支援する点で、健診後、保健センタ

ー等で行われる最初の支援は極めて重要である。 
 
2）子どもへの支援 
アセスメントにより社会性につまずきがあると分かった場合、それに応じた支援をすることが重

要である。ASDに対する心理療法としては，ABA（Applied Behavioral Analysis：応用行動分析）
やTEACCH（Treatment and Education of Autistic and Communication handicapped Children）、
早期療育ではESDM（Early Start Denver Model）などが知られている。ABAは、Antecedents
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（先行条件）、Behavior（行動）、Consequence（結果事象）の関係の中で行動を変容する方法で、
子どもに直接働きかけることで適応行動を促進するアプローチである。TEACCHは環境の構造化、
つまり時間的・空間的構造化を行うことで子どもの精神的安定と適応行動を促進する。この２つの

療法は包括的療法と位置づけられている。ESDMは、発達的視点とABAを統合したアプローチで、
幼児期に特化した心理療法である。近年、アメリカ合衆国では JASPER（Joint Attention, Symbolic 
Play, Engagement, and Regulation）という支援法が開発され一般の幼稚園で実施されており、日
本への導入も期待される 77)。現状として、世界水準の支援を実施する施設は多くはないが、質がよ

り良い療育方法を選んでいく必要がある。なお、このような療法は、対立するものではなく総合的

に使っていけばよいものである。専門的な療育のすべての過程を保健センターで実施するのは難し

いが、そのコンセプトをフォローアップの中に活かすことは、可能と思われる。もちろん、健診後

に保護者と相談しながら、地域の専門機関に紹介していくことも重要である。 
 

3）保護者への支援 
	 保護者への支援は、子どもへの直接介入以上に重要である。自閉症スペクトラムでは日々の対応

が重要であり、保護者を中心とした家族は心理職以上に子どもの良きセラピストとなる。保護者支

援としては、ペアレント・トレーニング（ペアトレ）が開発されている。ペアトレとは、ABAに基
づき、保護者に子どもの行動の見方や関わり方を教え、対応方法を変えることで子どもの行動を変

えようとする方法である。ペアトレの全国共通モデルである「プラットホーム」というプログラム

も、開発されている。ペアトレは小集団で行い、1クールが 5～10回（1回90分程度）となってい
る。近年、ペアトレには統一モデルが提案され、日本ペアレント・トレーニング研究会も立ちあが

っている 78)。 
ペアトレを改訂して地域で実施できるペアレント・プログラム（ペアプロ）が開発されている。

ペアトレが、保護者が子どもをほめることで適応的行動を身に着けると同時に、子どもの不適応行

動に保護者が働きかける方法を身につけることの両方を目標としている。一方、ペアプロは、子育

てのより基礎的な内容に特化し、子どもへの働きかけ以前に、子どもの行動を客観的に捉えること

や、保護者の子どもや子育てへの認知をより肯定的なものに変えていくことに重点をおいている。

また、心理職でなくとも、子育てに携わる専門家であれば実施できる。ペアトレ同様、小集団で行

い、1クール、6回（1回 90分程度）である。現状把握表という用紙に、子どもの行動だけでなく
保護者自身の行動をまとめることで、保護者が子育てに自信を取り戻す効果もある。現在、ペアプ

ロは、厚労省の推奨プログラムとなっており 79)、こうした保護者支援が専門職の少ない地域にも普

及していくことが望まれる。福井県小浜市では、平成 25年度にモデル事業（厚生労働省障害者総
合福祉推進事業）として保健師が中心となってペアプロの研修を受け、平成 26 年度には保健師の
みで地域の療育教室に通う保護者を対象に実施した。福島県の南相馬市でも、平成 26 年度から、
保健センター内で、健診のフォローアップとしてペアプロが行われている。 
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4）地域におけるフォローアップ 
健診で把握された時点では診断確定には至らないが、フォローアップにおいても診断にこだわる

必要はなく、何らかのニーズがある子どもを見守っていくことが必要である。そのためには、地域

で見守ることが重要であり、自治体を連携の中心としながら、実際の日常生活水準の支援は子ども

たちが通う保育所・幼稚園で行うのが望ましい。保育所・幼稚園と保健センター等の連携方法では、

巡回相談が多い。社会性の発達につまずきがある子どもは、保健センター、保育所等のフォローア

ップだけでは、対応が困難な場合もあるので、児童発達支援施設や、地域によっては、さらに専門

性の高い施設での療育を考慮する必要がある。また、診断や薬物療法などにおいては、医療機関と

の連携も必要となる。 
 
巡回相談に関しては、市町村のスタッフが行うことがほとんどだが、福島県白河市では、平成 27
年度から自治体スタッフ（主に保健師）以外に、県内の大学や NPOなどと連携し、臨床心理士・
児童精神科医・ソーシャルワーカーなどがチームになり、フォローアップが必要な子どものいる園

への巡回相談を行っている。チーム自体が多職種で構成されており、子どもたちを多様な専門職の

視点からみていくことができるのも大きなメリットである。健診後に保健センターでのフォローア

ップを経て、この巡回相談へとつなげているが、自治体が主体となることで継続的な支援が可能と

なっている。このシステムは、経済的な負担も少なく、他の自治体でも取り組みやすいシステムと

考えられる。 
また、館林市（PP 5-3-22）では、市の異なる課が協力することで、健診から始まる、生涯にわた
る切れ目のない支援を構築しつつある。同時に、1歳 6か月児の健診も多職種連携や他機関と連携
しながら行っている（図5-2）。佐賀県では、県が主導して、健診から始まる各市での生涯支援を構
築している。同県で特徴的なことは、子どもの診断や医療的ケアを児童精神科医のみに期待するの

ではなく、発達障害に関する教育をかかりつけ医にすることで、診断や医療的ケアの機会を増やす

点である（図 5-3）。 
 
	 それぞれの自治体で、こうした生涯にわたる支援の構築がされている、あるいは、されつつある

と考えるが、その地域の実情に合わせた方法を考える必要がある。地域連携には、要となる施設が

必要で、それが保健センターになると考えられる。しかし、研究班調査等から、政令指定都市など

では、保健センターによるフォローアップがほとんど機能していない。こうした大都市では、横浜

市のように、児童精神科医が常駐する発達に特化した地域療育センターを作ることも必要と考えら

れる。 
  現在、社会性のつまずきに代表される発達障害については、新しいアセスメントや支援方法が
次々に開発されている。自治体での早期発見・早期支援、切れ目のない生涯にわたる有効な支援の

ためには、アセスメントや支援方法の情報収集と的確な導入、スタッフの研修システムが欠かせな

い。日本のどこに住んでいても、すべての子どもが標準的な支援を受けられるようになることが重

要である。 
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図 5-2	 館林市における 1歳6か月児健診後のフォローアップ 

 

 
図 5-3 佐賀県における健診後のフォローアップ体制 
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第 5 章 第 4 節 歯科保健分野の保健指導のポイント 
 
	 本節では、最近の乳幼児の口腔内の問題点を踏まえた保健指導のポイントを概説する。 
 
1	 乳幼児の口腔内の問題点 
1）う蝕の減少と軽症化が進む中での幼児期の有病者率の増加 
	 う蝕の予防は最も重要な歯科保健課題である。近年、う蝕は減少傾向にあり、口腔衛生に関する

課題は確実に成果を上げている。しかし、わが国の小児のう蝕有病者率は 1990 年代からようやく
減少が認められるようになったばかりで、現在もその傾向は続いているが、国際社会おいては依然

高い水準にある。厚生労働省歯科疾患実態調査をもとに作図された乳歯のう蝕有病者率の年次推移

（Power Point 5章4節 3 (PP 5-4-3)）をみると、8歳以降は乳歯の脱落とともに年齢が上がるにつ
れて乳歯のう蝕有病者率は減少していて、1993年の調査より、う蝕有病者率は漸減しているが、乳
幼児期に急激に増加する傾向は変わっていない 80)。「健やか親子２１（第２次）」では、「むし歯の

ない 3歳児の割合」を90%、「子どものかかりつけ歯科医師を持つ割合」を３歳児で 50%、「歯肉に
炎症のある十代の割合」を20%にすることを歯科に関する目標として掲げている 16)。う蝕有病者率

は、都道府県レベルで中間評価目標、市町村レベルではすでに目標を達成しているところもあるが、

生活習慣が確立する乳幼児時期に口腔衛生に関心を高めることが重要と思われる。 
 
2）口呼吸、低位舌などの口腔機能に問題があり、生じると予想される不正咬合の増加 
	 2011年の厚生労働省歯科疾患実態調査では、下顎の叢生と上顎前突の増加が示されている（図5-
4）80)。上顎前突の増加傾向の背景には、口呼吸が要因として挙げられている。口呼吸により上顎口

蓋形態が狭小化し、歯の萌出方向が唇側傾斜することにより上顎前突が生じる。 

 
図 5-4	 不正咬合の増加 

 
3）口唇閉鎖力、食の問題など口腔機能に問題を抱える子どもの増加 
	 最近、口唇閉鎖力、食の問題など口腔機能に問題を抱える子どもの増加も憂慮されている。日本

歯科医学会重点研究「子どもの食の問題に関する調査」（2015年）によると、保護者の食事につい
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ての心配事は、ある者が5割強と、ない者より若干多く存在していた（PP 5-4-5）。子どもの食事に
ついて相談できる人や手段の有無については、9 割と多くの者には相談先があり、相談相手は自分
の母親が最も多く、次いで友人知人、夫または妻と続いていた（PP 5-4-5）。子ども側の心配事とし
ては、「偏食」「食べるのに時間がかかる」「むら食い」「遊び食い」が多く（図5-5）、保護者側の問
題では、「食事の作り方がわからない」「忙しくて手をかけてあげられない」「食事を作るのが苦痛・

面倒」「食べさせる時間がない」などが多く挙げられていた 81)。食事マナーに関連する問題が多く

挙げられるなか、「偏食」「食べるのに時間がかかる」「よく噛まない」などの問題は、子どもの年齢

をみながら、母親が感じている食生活の心配事・困りごとを理解し、従来の口腔の器質的要因に対

する指導のみならず、生活全般を支える必要がある。  

 

図 5-5	 子どもの食の問題 
 

2	 乳幼児の口腔機能の発達  
	 これまでの様な、う蝕を中心にした対応から、子どもの口腔機能の発育も視野に入れた支援が求

められている。集団健診では時間の制約もあるが、限られた時間だからこそ、様々な専門職が簡単

に理解・判断できる指標を用いて子どもの発育を把握し、情報提供・協力することが不可欠である。	

 
1）年齢と歯の萌出時期に対応した口腔機能発達 
	 出生時の反射から始まる哺乳行動、離乳期を経て獲得される摂食行動、そして摂食機能の発達と

ともに獲得される言葉とコミュニケーションなど、『口』を使った行動は、子どもの身体発育や精神

発達に密接に関連している。近年の保護者の子どもの口腔への関心事は、授乳・離乳、口腔機能・

摂食・言語、習癖、歯並びなど、う蝕以外にも多岐にわたっている。その相談に対応するためには、

口腔機能の発達状況について、『口』を通した生活行動から評価し、生活支援型の健診を行うことが
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求められている。PP 5-4-6に年齢と歯の萌出時期に対応した口腔機能発達を示したが、近年の保護
者は、幼児書などを参考にして発育を月齢・年齢で評価しがちであるが、歯の萌出との関連もみて

離乳をすすめていくことが肝要である 82-84)。 
 
2）健診時の口腔機能発達評価の目安について 
	 乳幼児歯科健診および相談では、哺乳や離乳などの訴えに、育てにくさのサインを読みとり、子

育てに寄り添う支援策を講じることが重要である。離乳開始は、原始反射、とくに固形物を舌で排

除する舌突出反射が消失する生後 5か月頃が離乳開始のサインとなる。乳前歯萌出期になると口腔
内の前方部が広くなり、口腔内での舌の運動範囲が広くなる。また、口唇もしっかり閉じられるよ

うになるため、口腔の発達状態のチェックポイントとしては、2 歳頃は口唇を閉じて嚥下できるか
どうか、3 歳頃は前歯でかみ切り奥歯ですりつぶすといった咀嚼がうまくできているか、道具を使
った食べ物の取り込みや、一口量の調節がうまくできているか、4 歳児の場合はぶくぶくうがいが
できるかどうかが、口腔機能のみならず全身の発達の指標となりえる（PP 5-4-7）84, 85)。これらの

ポイントについては、歯科健診従事者だけではなく、多職種が理解・判断できる指標を用いて口腔

機能の発達を評価する。ただし、口腔機能の発達は個人差も大きく、画一的な保健指導を行った場

合には育児不安につながることが多いため、個々の子どもの特性や発達全体のバランスに配慮し、

不安を起こさせない注意も必要である。 
 
3	 う蝕予防とフッ化物の応用 
	 わが国全体のう蝕減少の要因については、フッ化物利用（歯磨剤・塗布・洗口）があげられ、

特にフッ化物配合歯磨剤の普及の効果が大きい 86)。	

	

1）フッ化物のう蝕抑制効果 
	 フッ素は、自然界に広く分布している元素で、土の中や海水にも含まれている。また、飲料水や

ほとんどの食品に含まれており、私たちの歯や骨、血液中や軟組織にも存在する。フッ素元素が陰

イオンの状態にあるフッ化物イオン（フッ化物）が、う蝕を抑制する 87)。 
	 フッ化物には、3つのう蝕抑制効果がある 87)。1つ目は、歯の質を強くする効果である。フッ化
物によって、歯の表面にあるエナメル質の構造の一部が変化して、細菌が産生する酸に対する抵抗

性（耐酸性）を持つことで、エナメル質中のリン酸カルシウムの脱灰を抑制する。2 つ目は、再石
灰化の促進効果である。フッ化物が唾液中に存在すると、リン酸やカルシウムとの反応性が高まり、

カルシウムなどが再び歯に戻る際に、エナメル質の構造が変化し、結晶性が向上する。3 つ目は、
口腔細菌の代謝（酸産生）抑制である。フッ化物がプラーク（歯垢）中に取り込まれると、細菌の

代謝系酵素を阻害し、酸の産生を抑制する 87)。PP 5-4-8の下図は、う蝕、脱灰、再石灰化の関係を
示した模式図であるが、脱灰時に口腔内にフッ化物イオンが存在することで、上記の 3つの効果が
発揮される。文献にもよるが、フッ化物歯面塗布では乳歯う蝕を40～50%ほど、フッ化物洗口では
永久歯う蝕を 50～60%ほど、フッ化物配合歯磨剤では永久歯う蝕を 30～40%ほど抑制する 88)。 
 
2）市町村でのフッ化物応用の取り組み 
	 わが国で行われているフッ化物の応用方法には、主に、フッ化物歯面塗布、フッ化物洗口、フッ

化物配合歯磨剤の3つがある 87)。 
	 フッ化物歯面塗布は、比較的、高濃度（9,000 ppm）のフッ化物溶液やゲル（フッ化ナトリウム

112



 111 

など）を用いて、歯科医師、歯科衛生士が実施する方法である。主に、乳歯のう蝕予防として、1歳
頃から塗布を開始する。年に 2〜3 回程度、定期的に塗布を行うことで、う蝕予防効果が期待でき
る 87, 88)。市町村では、乳幼児健診の後、う蝕のリスクが高い子どもに実施されることが多い 89)。研

究班調査では、2歳児歯科健診での実施が最多で、64%の市町村で実施していた（PP 5-4-9）90)。ま

た、かかりつけ歯科医で塗布を受ける場合に対して、補助や無料券を出している市町村もある 89)。 
	 フッ化物洗口は、比較的、低濃度（225～900 ppm）のフッ化物溶液 5～10 ml（フッ化ナトリウ
ム）を用いて、毎日もしくは週１回、30秒～１分間洗口（ぶくぶくうがい）する方法である 87, 88)。

主に、永久歯のう蝕予防として、うがいができるようになる 4歳児頃から洗口を開始する。個人が
家庭で実施できる方法であるが、う蝕予防効果を高めるため、市町村では、主に学校等で、集団で

実施する方法を普及している 89)。全国の保育所、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校のうち、

平成 28年3月現在、12,103施設（17.4%）、1,272,577人（10.4%）が洗口を実施している 91)。12
歳児の永久歯う蝕が最も少ない新潟県は、全国で最も早く集団での洗口を取り入れている 92)。 
	 フッ化物配合歯磨剤について、わが国で販売されている歯磨剤の約 9割にフッ化物が配合されて
いる 87, 88)。市町村では、主に、歯科健診や歯科相談を行う際に、フッ化物配合歯磨剤の使用を推奨

している 89)。わが国では、これまで 1,000 ppm以下の濃度の歯磨剤しか販売されていなかったが、
平成 29年3月に 1,500 ppm以下の濃度まで上限が拡大されている。1,000 ppmを超える歯磨剤に
関しては、「6歳未満」の子どもには使用を控えることが推奨されている 93)。 
	 現在、わが国では実施されていないが、フッ化物の応用方法には、フロリデーション（水道水フ

ッ化物濃度調整法）もある。上記の 3つの方法は、局所応用であるが、フロリデーションは全身応
用となり、公衆衛生的に最も優れたう蝕予防方法である 87, 88)。 
 
3）年齢別のフッ化物の利用法 
	 年齢別のフッ化物の利用法については、まず、乳歯が生えてくる頃（8〜9か月頃）に、今後、乳
前歯が生えそろったら、保護者が行う仕上げみがきの際に、フッ化物配合歯磨剤を使用するよう説

明する（PP 5-4-10）。次に、前歯が生えそろったら（1歳頃から）、仕上げみがきの時に、フッ化物
配合歯磨剤を使用しているか、状況を確認する。フッ化物配合歯磨剤の量は、「切った爪程度」で使

用するよう指示する。かかりつけ歯科医もしくは市町村の健診などで、年に 2～3 回程度、定期的
にフッ化物歯面塗布を行うよう勧める。 
	 乳歯列が完成したら（3歳頃から）、フッ化物配合歯磨剤の量は、歯磨剤をチューブから出す際に
5 mm以内にして使用するよう説明する。フッ化物のう蝕予防効果を得るため、うがいは口腔内に
行き渡らせるように１回程度にするよう指示する。定期的にフッ化物歯面塗布を実施しているかど

うかも確認する。フッ化物洗口のためだけではなく、口腔機能の発達の状況も考慮して、ぶくぶく

うがいの練習を行っているか、ぶくぶくうがいができているか状況を確認する。ぶくぶくうがいが

できるようになったら（4歳頃から）、家庭や保育所等で行うフッ化物洗口について、う蝕予防効果
等を説明し、利用を勧める。 
 
4	 歯科健診の機会を利用した保健指導 
	 研究班調査では、乳幼児歯科健診および相談事業は母子保健法に基づく 1歳 6か月児および3
歳児健診以外にも各自治体にて、高い実施率で行われていることがわかっている。1歳児や2歳
児、5歳児などの年齢において、歯科健診を実施している市町村が比較的多く存在する 90)。乳幼
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児歯科健診および相談事業は、育てにくさを訴える保護者および「気になる子ども」の状況確認

の場としてのきっかけ作りに活用しやすい。	

	

1）1歳6か月児および 3歳児健診の受診率およびそれ以外の年齢での歯科健診 
	 乳幼児歯科健診の受診率は、もともと高かったが、近年、1歳 6か月児、3歳児とも上昇傾向が
みられる（PP 5-4-11）94)。研究班調査では、市町村における法定の乳幼児歯科健診以外では、乳児

（0〜11か月）で64%、1歳児（1歳 6か月以前）で40%、2歳児（2歳0か月〜11か月）で71%、
その他の年齢（5歳児など）で37%の実施率である（図 5-6）90)。特に、2歳児の歯科健診は、71%
の市町村で実施されているうえに、受診率も70%前後と比較的高く、これまでも歯科保健以外の保
健指導の場としても活用されていることが予想されるが、今後も、積極的に活用を奨めていくべき

である。 

 
図 5-6	 １歳 6か月児および3歳児健診の受診率およびそれ以外の年齢での歯科健診 

 
2）歯科健診の機会を利用した保健指導（PP 5-4-12, 13） 
	 生涯にわたる噛むことを主とした食べる機能の基礎は、乳幼児期に構築される 95)。乳幼児歯科健

診の場では、傾聴と共感の姿勢で、多方面からの総合的な指導や助言を行う事が重要である。乳幼

児歯科健診および相談事業では、乳児期は主に歯の生える時期や順序の不安が多く、1 歳前後は仕
上げみがきの仕方や仕上げみがきを嫌がることについて不安を持つ保護者が多くみられる。乳歯は

生後 8〜9か月頃から生え始め、2歳 6か月～3歳頃には乳歯 20本が生えそろうが、歯の生える時
期や生え方については個人差が多いことを伝え、不安を取り除くことが重要で、併せて早期からか

かりつけ歯科医を持つことを勧める 10)。歯みがきについては、う蝕予防効果より習慣づけを目的に

親子で楽しむ時間とすることが大切である。仕上げみがきを嫌がる子どもは特別なことではなく、

一時的なことであることも伝え、無理せず、大人の膝に仰向けに寝かせ、子どもの口を観察するこ

とから始めるよう指導する。嫌がる時は歌を歌ったり音楽をかけたりするなど、例えを示し、楽し

く短時間で済ませる工夫や、よく褒めるなどのアドバイスを行うと良い。1 歳〜3 歳前半頃までに
歯みがき中の喉突き事故が多発しているため、子どもに歯ブラシを持たせる時は、怪我をしないよ
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うに十分気を付けることも指導する 96)。フッ化物のう蝕の予防効果についての情報と年齢に応じた

フッ化物の使用方法についても説明する（PP 5-4-9参照）。 
	 乳幼児期は、味覚と食習慣の基礎を作るのに重要な時期でもある。食材の「味」を覚えることが

大切で、おやつが食事に影響しないよう、時間と量を決めて、回数が多くならないようにすること

が重要である。特に水分補給は甘くない飲料を用いることを早期から伝える。哺乳ビンにミルク以

外の甘い飲み物を入れて使用するとう蝕のリスクが高まるため、注意が必要である。離乳期は、「噛

まない」「丸飲み」「いつまでも口に入れている」等の食べ方に不安をもつ保護者も多い。味覚など

の五感を味わえるよう、月齢や口腔機能、歯の生え方に応じた食品の選び方や食べさせ方の知識が

必要となる。保護者の不安も多い時期なので、共感しながら専門的なアドバイスを行う 10)。 
	 昨今、学齢期に口唇閉鎖が不十分で口呼吸になっている児童も多く、乳幼児期の口唇閉鎖による

鼻呼吸の獲得が重要であり、多職種で支援していく必要がある。指しゃぶりに関しては、3 歳頃ま
では特に禁止する必要がないことを保護者に伝え安心させるとともに、生活のリズムを整え、外遊

びや運動、手や口を使う機会を増やすように指導する。スキンシップを図り、声かけや褒めながら

様子を見ていき、子どもを安心させるようにすることが大切である。3 歳以降になるとすでに習慣
化した指しゃぶりでも、保育所等で子ども同士の遊びなど社会性が発達するにつれて自然に減少す

ることが多い。しかし、なお頻繁な指しゃぶりが続く場合、指導を要することがある 97)。 
 
3）多数歯う蝕がある子どもと家庭への対応	 −他職種連携・地域連携−（PP 5-4-14） 
	 乳歯のう蝕は減少傾向にあるが、う蝕経験のない子どもが増加する一方、１人で多数のう蝕をも

つ子どももいる。う蝕の要因は、フッ化物応用や生活習慣だけでなく、家族構成や出生順位、保護

者の収入や学歴等の影響も受け、子どもを取り巻く様々な環境が作用し、口腔内だけの問題に留ま

らない。う蝕の受療行動にも保護者の教育歴や収入が影響している。多数歯う蝕がある子どもと家

庭への対応は、多職種・他機関との連携が必要となる。乳幼児歯科健診および相談事業の場は、目

に見える口腔内の困りごとなどが保護者と共有できる話題となりやすく、支援や相談に入りやすい

特徴がある。法定健診以外の2歳児歯科健診を実施している自治体も多く 90)、多職種で取り組むき

っかけとなることが期待できる。3～5歳児が乳歯う蝕増加のピークとなるため、保育所等の他機関
との連携も重要である（PP 5-4-3）。幼稚園等では、歯や口を題材に歯科衛生士や住民ボランティア
が巡回教室を実施している自治体も多い。歯と口は多職種、住民および園児自身とも共通の話題や

題材となり、健康教育や集団フッ化物洗口等の地域連携がしやすい特徴もある。保健部門と地域の

橋渡し役となることも期待できる。また、歯科健診は、歯や口腔内の外傷だけでなく、説明のつき

にくい放置されたう蝕など、虐待の可能性を把握できる場ともなりうる 97)。 
 
5	 う蝕に対する事業評価の活用・う蝕以外の保健活動 
1）う蝕の保健指導の成果を評価し次年度の事業評価に活用している市町村 
	 研究班調査では、41.3%に当たる491の市町村が乳幼児歯科健診および相談事業におけるう蝕の
保健指導の成果を評価し、次年度等の事業計画に活用していると回答した（表 5-4）12, 13)。この調

査では、市町村による意識の差が大きく、都道府県単位での介入が必要と考えられた。活用の方法

としては、市町村単位で集計された乳幼児歯科健診および相談のデータを、都道府県が市町村およ

び保健所にフィードバックし、さらに、市町村が地域の歯科医師会など歯科健診事業の受託団体に

情報を提供することにより、より現状に即した事業計画の活用に繋がると考えられる。乳幼児歯科

健診および相談で得られたデータをもとに、う蝕に対する事業評価を行い、それを次年度の事業計
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画に活用することは、地域における特性を加味したう蝕予防に寄与すると考えられる。 
 

表 5-4	 う蝕の保健指導の成果を評価し次年度の事業評価に活用している市町村 

 
 

2）う蝕の保健指導の成果を評価し次年度の事業評価に活用している市町村での活用内容  
	 う蝕の保健指導の成果を評価し次年度の事業評価に活用している市町村での活用内容を自由記

載から集計すると、乳幼児歯科健診および相談事業の従事者内で指導内容に反映させているとの回

答が 26%と最も多かった。自治体規模別の分析では、規模の大きな自治体の活用率が最も高く、自
治体規模と活用率に関連が認められた（PP 5-4-16）12, 13)。 
 
3）う蝕の保健指導の成果を評価し次年度の事業評価に活用している県と保健所 
	 研究班調査では、保健所と都道府県の現状も把握した。保健所では、う蝕に対する事業評価の活

用について何らかの取り組みが認められたのは、57.1%（124 / 217保健所）であった。このうち管
内市町村が実施できるように支援しているとの回答は 46件（21.2%）、市町村の実施状況を把握し
ているとの回答は98件（45.2%）、把握した状況を評価しているのは33件（15.2%）であった。保
健所に対して状況把握と評価を調査した項目の中では、この項目が最も高い該当率を示した項目の

一つであった。都道府県では、「う蝕に対する事業評価活用が母子保健計画などや市町村への技術的

助言指導計画に含まれている」との回答は 44.7%（17/39都道府県）であった。都道府県ごとの市
町村と県型保健所の集計値に関連性は認められず、県および政令市・特別区で集計されたう蝕有病

率等（歯科健康診査実施状況）と今回の調査結果との関連もみられなかった（PP 5-4-17）12, 13)。 
 
4）市町村が乳幼児歯科健診および相談事業においてう蝕以外で重点を置いている項目 
	 研究班調査では、う蝕以外で重点を置いている項目の中では、「仕上げ磨きの有無」が 369 件
（32.5%）と最多であり、次に「口腔衛生状態」が 257 件（22.6%）と続いた。この順序に市町村
の規模による違いはみられなかった。「フッ化物の応用」は 149 件の回答があった。今回の調査結
果から、近年はう蝕が減少しているとはいえ、これまで歯科健診を行う際は、乳幼児期において最

も頻度の高い疾患であるう蝕を中心に診査・指導・目標の設定が行われて来た経緯もあり、さらな

る予防に重点をおく自治体が多いものと考えられた。しかし、う蝕以外の事項に重点をおいている

との回答の頻度は、調査担当者の予測をかなり下回る頻度だった。乳幼児歯科健診の際には、乳児

期に生え始め、幼児期に生えそろう乳歯に関する相談や、乳幼児期を通して発達する哺乳から食べ
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る機能、そして口腔機能の発達とともに獲得されてくる言葉に関する心配を持つ保護者に遭遇する

ことも多い。これからは、う蝕や歯周病などの疾患を中心とした対応から、子どもの口腔機能発育

も視野に入れた支援を行っていく必要がある（表5-5）12, 13)。 
	 研究班調査で得られた保健所の状況では、う蝕以外に重点をおいた取り組みについて何らかの実

施が認められたのは 217件の有効回答のうち112件（51.6%）だった。このうち管内市町村が実施
できるように支援しているとの回答は 44件（20.3%）、市町村の実施状況を把握しているとの回答
は 82件（37.8%）、把握した状況を評価しているのは25件（11.5%）であった。保健所に対する質
問項目の中で、この項目の実施率がう蝕に対する事業評価に次いで高い結果だった。 
	 また、都道府県では、う蝕以外に重点をおいた取り組みが母子保健計画などや市町村への技術的

助言指導計画に含まれているとの回答は、39件のうち 25件（64.1%）で、都道府県への質問項目
の中で最も実施率が高い項目の一つであった。 
 
表 5-5	 市町村が乳幼児歯科健診および相談事業においてう蝕以外で重点を置いている項目 

 
 
6	 乳幼児歯科健診および相談事業の役割 
	 歯と口腔の健康増進が全身の健康状態の維持・改善に寄与することが明らかとなり、超高齢化社

会を迎えた現在、生涯にわたり歯と口腔の健康を保持していくためには、小児期からの歯科疾患の

発症予防が重要となっている。う蝕の予防は重要な歯科保健課題であるが、近年、う蝕は減少傾向

にあり口腔衛生に関する課題は着実な成果を上げているものの、１人で多数のう蝕を持つ子どもも

いる。一方で、少子化に伴い、一人ひとりの子どもに対する保護者の関心は高まっており、今後国

民の健康や生活の質を高めるためには、口腔機能の維持・向上はますます重要になるものと考えら

れる。全身の健康増進の観点からも、乳幼児期からの歯と口の健康が生涯を通じた全身の健康に繋

がることを広く国民に啓発していく必要がある。すべての歯科健診および相談事業をとおして、子

どもの診察や発達の評価の結果を保護者の育児の評価として受け止めたり、指摘された生活上の問

題点を必要以上に重く受け止めたり、育児不安を軽減・解消するべき健診の場が保護者の不安を増

長したり自信喪失を招くようにならないように、健診従事者は保護者に十分配慮した傾聴・共感の

姿勢が必要である。 
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第 5 章 第 5 節 栄養分野の保健指導のポイント 
 
1	 栄養学から見た妊婦・乳幼児健診における母子保健指導に関する市町村調査 
	 顕在的、潜在的な栄養・食生活面におけるニーズを把握した上で、全ての親子に必要な支援が行

き届くように、多職種が連携した取組みの実態把握を行った。また、全国の市町村が実施している

乳幼児期の健診における栄養指導の実施状況・指導内容を量的に明らかにし、さらに栄養指導にお

ける心配事およびフォローに関する内容を質的に分析した（Power Point 5章 5節4 (PP 5-5-4)）。
まず、本項では、これらの調査結果で把握した栄養分野の保健指導の現状を概説する。 
 
1）実施状況・指導内容 
全国 1742市町村の母子保健事業の栄養担当者を対象に、2017年 1～3月にインターネット調査
を実施し（回答に不備があった場合は、郵送法により、再調査）、840市町村を解析対象とした（PP 
5-5-5）22)。調査項目は、乳幼児健診時における栄養指導担当者の業務、栄養指導内容等とした。 
	 栄養指導担当者の業務は、3～4か月児健診、1 歳 6か月児健診、3 歳児健診でどれも共通して、
発育評価、食事のリズム（食事時間）が多かった（PP 5-5-6）。栄養指導で多く取り上げられる内容
は、乳児期（3～4か月児健診）では、離乳食、食物アレルギー、授乳（PP 5-5-7）、幼児期では、
集団指導・個別指導に共通して、食事・間食のリズムが多くみられた。また、集団指導では、食事

を楽しむことや、色々な食品に親しむことが多く、個別指導では、間食の取り方や食事全体のバラ

ンスや適量に関する内容が多く挙げられた（PP 5-5-8, 9）。 
これらの結果から、乳幼児健診の栄養指導は、国のガイドラインに基づいた内容が実施されてい

ることが確認された（PP 5-5-10）。 
 
2）心配事・フォローに関する内容 
	 全国 1742市町村の母子保健事業の栄養担当者を対象に、2013年 1～3月にインターネット調査
を実施し（回答に不備があった場合は、郵送法により、再調査）、980市町村を解析対象とした（PP 
5-5-11）10, 23)。調査項目は、栄養担当者の視点からみた親子（乳幼児期）に関する心配事及びその

フォロー例（自由記述、多いケースを 1～3 つ）とした。心配事およびそのフォローを健康日本２
１の栄養・食生活分野の目標設定の枠組みを参考とした 4つのカテゴリ「QOL」「健康・栄養状態」
「食事内容」「食生活習慣」に分類し、分類できないものは 5つめのカテゴリとして「その他」（ソ
ーシャルサポート等含む）に分類した（PP 5-5-12）。次に１つのケースに複数の心配事が含まれて
いる場合は分割し、重複するものは削除した。その後、上述した 5つのカテゴリに分類したものを
さらに、上位サブカテゴリ、下位サブカテゴリに分類した。 
 
（1）乳児期 
乳児期における栄養担当者の視点による親子の心配事とそのフォロー例を表5-6に、これらのう
ち回答が多かったものを Power Pointに示した（PP 5-5-13）。QOLでは、「離乳食に対する不安」
が最も多く、フォロー例として、「不安を取り除くように話を聞く」「簡単な調理法の提案」が挙げ

られた。「健康・栄養状態」では、「食物アレルギーへの対応・予防」が最も多く、フォロー例は、

「アレルギー対応のレシピ・代替食品の紹介」「医師の指示に従い、保護者の勝手な判断で不必要な

除去や離乳開始時期を遅らせたりしない」「初めて与える食品は、少量から、午前中に試す」などが
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あった。「食事内容」では、「食事の摂取量」が最も多く、フォロー例は、「フードモデルやパンフレ

ットで適量を示す」「離乳期は、授乳・離乳の支援ガイドの量を参考」があげられた。「食生活習慣」

では、「離乳食の進め方がわからない」「食べない」が多く挙げられ、「授乳・離乳の支援ガイドをも

とに説明」「調理実習を行う」「生活（授乳）リズムを整える」「口腔機能にあった調理形態にする」

「焦らず、無理強いせず、神経質にならず」があげられた。平成27年度乳幼児栄養調査（厚生労働
省）において 25)、「離乳食について困ったこと」を0～2歳児の保護者に調査した結果、乳児期にお
ける栄養担当者の視点による親子の心配事で多かった、「離乳食に対する不安」「食事の摂取量」「離

乳食を食べない」「離乳食の進め方がわからない」が、共通して多く見られた（PP 5-5-14）。 
	 「授乳・離乳の支援ガイド」において 18)、	 離乳期は、乳児の食欲、摂食行動、成長・発達パタ

ンあるいは地域の食文化、家庭の食習慣等を考慮し、個々に合わせて進めていくことが重要とされ、

画一的な指導とならないことが示されている（PP 5-5-15）。また、栄養担当者の視点により把握さ
れた心配事の内容も、乳児の発育・発達や地域や家庭の食習慣により異なる「離乳食の進め方」や、

子どもの個性により様々である「食べ方」といった、個々に合わせた食生活視点が求められる内容

が、乳幼児栄養調査と共通して多く挙げられた。 
 
（2）幼児期 
	 幼児期における栄養担当者の視点による親子の心配事とそのフォロー例を表5-7に、さらに、回
答が多かったものを Power Pointに示した（PP 5-5-16）。健康・栄養状態では、「体重増加過多・
肥満」が多くあげられ、フォロー例は、「食事・間食・飲み物の摂取量、活動量、生活リズムを確認

し、アドバイスする」「発育曲線を確認する」があげられた。「食事内容」では、「食事の摂取量」が

多く挙げられ、フォロー例は、「写真、パンフレット、フードモデルで量を提示」「食事量は個人差

もあるので、バランスに気をつけてもらう」があげられた。「食生活習慣」では、「間食の与え方」

「偏食」「小食」「むら食い」があげられ、「無理強いをしないこと」「料理法の工夫」「食事リズムを

整え、空腹感をもたせる」「間食の与え方」「１週間単位で１日の平均の量を考える」などがあげら

れた。平成 27年度乳幼児栄養調査において 25)、「現在子どもの食事で困っていること」を 2～6歳
の保護者に聞いたところ、幼児期における栄養担当者の視点による親子の心配事で多かった「偏食」

「むら食い」「小食」が共通して多く見られた（PP 5-5-17）。 
	 幼児期の「偏食」「むら食い」は、幼児期における発達の特徴である味覚の発達、自己主張、自我

の芽生え等の影響による一過性のものであり、「小食」は子どもの体格や活動量などの個人差が影響

する（PP 5-5-18）。栄養担当者の視点による幼児期の心配事および乳幼児栄養調査の結果は、子ど
もの発達や発育状況により個人差が生じる内容である。 
	  
乳幼児期における栄養担当者の視点による親子の心配事および乳幼児栄養調査の結果から、地域

や家庭の食習慣・食文化、QOL、子どもの健康・栄養状態、食事内容、食生活習慣を考慮して、画
一的でなく、個々に合わせた食生活支援が求められていることが明らかになった（PP 5-5-19）。な
お、市町村の栄養相談業務において、国の施策にあるツールの活用状況では、「楽しく食べる子ども

に～食からはじまる健やかガイド～」27)の活用状況は低いが、ある一時点に目を向けた支援ではな

く、子どもの成長過程や、子どもを取り巻く食環境に対して、俯瞰した支援を行うための全体像が

示されているため、個々にあわせた支援に活用することもできる（PP 5-5-20）。 
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表 5-6	 栄養担当者の視点による乳児期における親子の心配事 10, 22) 

 
 

％

n=980

Q O L (13) 育児 (3) 育児不安 (2) 0.2 自信を持たせ、個体差を説明。
話しかけない (1) 0.1 コミュニケーションをとることの大切さを個別で説明。

食生活 (9) 離乳食に対する不安 (9) 0.9 不安を取り除くように話を聞く。簡単な調理法の提案。
家庭環境 (1) 人間関係ストレス (1) 0.1 母親の気持ちに寄り添い、話を聞く。

健康・

栄養状態

(318) 健康状態 (204) 食物アレルギーへの対

応・予防

(161) 16.4 アレルギー対応レシピ、代替食品の紹介。離乳食の内容、与え方の説
明。親の勝手な判断で、除去や開始時期を遅らせたりしない。医師の
指示に従う。不必要な除去により、必要な栄養素がとれなくなってしま
う可能性があることを説明。初めて与える食品は、少量から。たんぱく
質を多く含む食品は、児の体調のよい午前中に試すことをすすめる。

便秘への対応・予防 (30) 3.1 母乳・ミルクの量、離乳食の内容、水分摂取状況、生活リズムを確認。マッ

サージの紹介。生活リズムを整え、身体活動を増やすようにすすめる。水分

摂取、果汁、ヨーグルト、野菜をとるようにすすめる。

貧血への対応・予防 (11) 1.1 動物性たんぱく質の摂取や、鉄分の多い食品の紹介。母乳栄養であ
れば、ミルクの追加をアドバイス。

皮膚炎への対応 (2) 0.2 たんぱく質の話をし、様子を見て不安なら医師に相談するようアドバイ
ス。

発育状態 (112) 体重増加不良・やせ (75) 7.7

体重の増え方 (27) 2.8

体重増加過多・肥満 (10) 1.0

発達状態 (2) 発達の心配 (2) 0.2 なし

食事内容 (439) 授乳 (5) フォローアップミルクの (5) 0.5 きちんと食べていたら、積極的にとる必要なしとアドバイス。

離乳食 (204) 調理形態・固さ (69) 7.0 調理実習を行い、試食してもらう。資料や写真で示す。

の内容 作り方が分からない (45) 4.6 レシピ集（大人からの取りわけ方法も）の配布。

月齢に合った食事内容 (34) 3.5 月齢別の食べられる食品、調理法を説明。大人からの取り分け方法。
メニューがマンネリ (27) 2.8 調理実習を行い、試食してもらう。
味付けが分からない (23) 2.3 だしのとり方。薄味。

月齢別食べてよい

食品、いけない食品

(6) 0.6 禁止のもの、調理法によっては食べられるものなどを説明。

間食 (36) 嗜好飲料の摂取過多 (33) 3.4 甘い飲み物は、糖分が多く食欲に影響しやすく、習慣化しやすいの
で、甘くない飲み物（白湯や麦茶）を与える。イオン飲料は、体調不良
や医師の指示があった場合のみ。

嗜好品・菓子類の摂取

過多

(3) 0.3 家庭状況や食生活を聴き取り、食事を補う物を間食へと促す。

食事量 (183) 食事の摂取量 (183) 18.7 フードモデルやパンフレットで、適量を示す。授乳・離乳の支援ガイドに
基づき指導。身体発育曲線を見せながら体重を確認。

水分 (11) 水分補給の仕方 (11) 1.1 外出後やお風呂あがりなどに白湯や麦茶を与えて、欲しがらなければ
必要ない。

食生活

習慣

(1138) 授乳 (132) 回数・量が多い、少ない (73) 7.4 成長曲線で発育の状況を確認。母乳・ミルクの回数・量、離乳食の内
容・量、時間の確認。

不適切な授乳リズム (21) 2.1 生活リズム、授乳リズムなど児の哺乳状況を確認し、アドバイス。
離乳食２時間以内は、授乳しないように十分時間を空けるように指導。

卒乳 (20) 2.0 方法、時期を説明。
与え方 (13) 1.3 状況を聞き、個別で対応。
哺乳瓶・乳首を嫌がる (5) 0.5 種類、メーカーをかえる。マグやスプーンを使う。母親以外の人が試し

てみる。
離乳食の

進め方

(470) 進め方が分からない (297) 30.3 発達の目安、月齢を説明。授乳・離乳の支援ガイド、パンフレットをもと
に、説明。調理実習を行う。

進みが遅い (126) 12.9 生活のリズム、哺乳回数、調理形態等を確認しアドバイスしている。進
み具合には個人差があるので児のペースであせらず進めるよう伝え
る。

母乳・ミルクとのバラン

ス

(34) 3.5 成長曲線で発育の状況や離乳食の状況を確認。個人差があるため、
そのケースにあった方法を説明。

進みが早い (11) 1.1 月齢や発育状態、消化力等を確認しながら進める
早産児の進め方 (2) 0.2 修正月齢で開始、首のすわりなど発達の状況も確認。かかりつけの医

師と相談することを伝える。

食事づくり (15) 作るのが面倒・作らない (15) 1.5 簡単に作れる離乳食のアドバイス。冷凍保存の方法。
(66) 食事・生活リズム (39) 4.0 早寝早起きをして、生活リズムを整える。

間食の与え方 (25) 2.6 適量や適切な与え方を説明する。大人と乳児の間食の違いについて。
間食の祖父母等による

影響

(2) 0.2 すぐに与えられるもの(甘くないパン・幼児用のお菓子など)を用意して
おき、それを与えてもらうようにアドバイス。

離乳食の

食べ方

(427) 食べない (186) 19.0 生活リズム（授乳リズム）を整える。口腔機能に合った調理形態にす
る。あせらず、無理強いせず、神経質にならず。

小食 (59) 6.0 食事量、形態を確認し、成長曲線をみながら判断。
偏食・好き嫌い (57) 5.8 調理法や形態。生活リズムを整え、お腹をすかせる。周りがおいしく食

べている雰囲気を作る。少量ずつチャレンジさせる。無理強いしない。
声かけ。ほめる。

むら食い (28) 2.9 授乳のリズム、量、食事（間食も）量を確認。生活リズムを整え、昼間
よく遊ばせるなど、お腹をすかせる。食事に集中できる環境を作る（TV
は消す、おもちゃは片付ける）。日によって食欲にムラがある。無理強
いしない。

フォロー例

食事・間食

のリズム

カテゴリ

(テクスト数）

上位サブカテゴリ

（テクスト数）

下位サブカテゴリ

(テクスト数）

成長曲線を確認。母乳・ミルクの授乳方法、回数、時間、量や離乳食の内

容、量を確認し、アドバイス。
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表 5-6	 栄養担当者の視点による乳児期における親子の心配事（つづき）10, 22) 

 
 
 

表 5-7	 栄養担当者の視点による幼児期における親子の心配事 10, 22) 

 

％

n=980
※

(427) 食べ過ぎる (26) 2.7 授乳、生活リズム、量、固さ、大きさを確認し、アドバイス。
遊び食い (20) 2.0 生活リズムを整え、お腹をすかせる。食事に集中できる環境を作る（TV

は消す、おもちゃは片付ける）。食事時間を決める。
手づかみ食べ (3) 0.3 メニュー紹介。
だらだら食い (1) 0.1 なし
ばっかり食べ (1) 0.1 他の食品にも目がいくようにアドバイス
よく噛まない (39) 4.0 適切な形態にあわせる。手づかみ食べや、大きめに切って、歯や歯茎

で噛み潰すことを経験させる。声かけ。親が一緒に口を動かす。一口ず
つ口に入れて、飲み込んでから、次の一口を入れる。

口から出す (5) 0.5 食事内容、かたさ、大きさ、食欲を確認。調理法や形態。生活リズムを整え、

お腹をすかせる。

早食い (2) 0.2 子どもの見える位置に親が座り、言葉をかけながら食べる姿を見せる。食べ

させたい量を１度に出さずに、数回に分けて出す。

(14) 親の食事の栄養バラン

スが悪い

(5) 0.5 母乳に影響すること、適切な量と食べ方を説明。

親の食生活に対する意

識が低い

(4) 0.4 母乳と自分の食事が関係している。

親の欠食 (3) 0.3 簡単な調理法の提案。
親のダイエット (2) 0.2 授乳中は、ダイエットは不要。母親の食事の重要性を伝える。

育児方法 (12) 食べさせ方 (8) 0.8 実演。
離乳食の情報が多い (3) 0.3 今、食べている離乳食の内容を確認しながら、かたさ、量などのアドバ

イスをする。
親が好き嫌いを決めつ

けている

(1) 0.1 小さいころからいろんな食べ物を経験することが、将来の好き嫌いをな
くすことにつながる。親が好き嫌いせずにおいしそうに食べる事も大
切。

(2) 哺乳瓶の練習 (1) 0.1 保育園に入所すようになってから対応していけばいい。
給食 (1) 0.1 なし

親の

食生活

習慣

カテゴリ

(テクスト数）

上位サブカテゴリ

（テクスト数）

下位サブカテゴリ

(テクスト数）
フォロー例

食生活

習慣

離乳食の

食べ方

保育所

対策

％

n=980

Q O L (1) 育児 (1) 育児不安 (1) 0.1 栄養指導というより関わり方、ほめることなどを説明。

(174) 健康状態 (70) 食物アレルギーへの対応・予防(35) 3.6 除去食・代替食や調理方法の工夫。食物アレルギー相談可能か医療機関

の紹介、生活上の注意点の説明。保育施設との情報共有

便秘への対応・予防 (22) 2.2 水分・野菜の摂取状況を確認し、繊維の多いものを紹介。遊びやマッサージ

も紹介。

虫歯予防 (10) 1.0 間食について助言、仕上げ磨きの実行。

貧血への対応・予防 (3) 0.3 肉・魚は、咀嚼等から、調理形態について助言。

鉄分の多い食品の利用方法

発育状態 (95) 体重増加過多・肥満 (70) 7.1 一日の食事、間食、飲み物量や活動量、生活リズムのチェックをしアドバイ

ス。肥満度、発育曲線を確認し、経過観察、医療機関紹介へ

体重増加不良・やせ (19) 1.9 生活リズムを整え、生活全体の活性化・空腹のための配慮（食事前の飲み

物は水かお茶など）。お菓子や母乳への依存があれば、母自身が気づいて

改善していけるよう促す。

他の子との体格の違い

に対する心配

(6) 0.6 今まで伸びや増え、食事状況・家族性・運動量から、食事指導。身長・体重

の経過観察。

発達状態 (9) 発達の心配 (9) 0.9 食べられる食品を増やしていく。調理や盛り付け、声かけ等、療育の観点か

ら支援。発達障害の有無（幼児の観察や指導、関係機関との連携）.

食事内容 (244) 授乳 (1) フォローアップミルクの使用方法(1) 0.1 個々のケースに応じて個別相談。

離乳食 (13)

幼児食への移行 (13) 1.3 卒乳の時期、１日の食事リズム、食べられる食品の増やし方、適量

食事の様子（しっかりかんで、飲み込めているかなど）を見ながら、離乳食を

完了していきましょうと伝えている。

食事内容 (46) 食事・栄養バランス (37) 3.8 色々な味や食感を体験させる大切さを伝える。主食、主菜、副菜それぞれの

はたらきを説明し、バランスよく食べる習慣を身に着けてもらえるよう指導。レ

シピ、冊子配布。食事バランスガイドを用いて説明し、家族の食卓の実情に

合わせた献立の立て方等について一緒に考える。

朝食内容バランス (9) 0.9 朝、起きられるような生活リズムの確立。乳製品や果物、簡単な野菜を追加

できるようメニューの提案。

食品 (13) 牛乳・乳製品摂取過剰・不足(12) 1.2 １日の適量を伝えるとともに不足・過剰による影響についても啓発する。

魚摂取不足 (1) 0.1 なし

間食 (103) 嗜好飲料の摂取過多 (57) 5.8 現物やフードモデルで、砂糖の量を知ってもらう。ジュースは買い置きせず、

水やお茶・牛乳にできるように、家族で取り組む。与え方（回数・時間・内容・

量）や注意点（食事に影響しないように、虫歯との関係。

嗜好品・菓子類の摂取過多(46) 4.7 幼児の間食は補食と考えてもらう。内容（エネルギー、ビタミン、ミネラルも摂

れるおやつ・野菜や果物、おにぎり、牛乳・乳製品、芋類、果物類）。実際に

糖質がどのくらい含まれているか中を見せる。

食事量 (67) 食事の摂取量 (67) 6.8 食事量や内容を記載したパンフレットや、写真などの媒体を使用。写真、パ

ンフレット、フードモデルで食事量を提示。「１歳６か月児・３歳の食事ガイド」

の活用。食事量は個人差もあるので、バランスに気をつけてもらう。

水分 (1) 水分補給の仕方 (1) 0.1 脱水症状を起こさないようにこまめに飲むように促す。

フォロー例

健康・

栄養状態

カテゴリ

(テクスト数）

上位サブカテゴリ

（テクスト数）

下位サブカテゴリ

(テクスト数）
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表 5-7	 栄養担当者の視点による幼児期における親子の心配事（つづき）10, 22) 

 

％

n=980

食生活

習慣

(1704) 授乳 (37) 回数・量が多い (11) 1.1 母乳の回数を減らしていき食事メインに。十分な活動は空腹を作り、質の良

い睡眠を得ること、それらが食欲へとつながるなど卒乳できる環境づくりのア

ドバイス。時期、乳製品の必要量を説明。昼間の回数から減らしていく。食事

リズムづくり、食事時間を決めてお腹を空かせる。食事量や発育に影響が出

ている場合には、断乳。

卒乳 (26) 2.7 授乳状況、生活リズム、食事の状況、本児の様子を確認し、保護者の考えを

聴き出来るだけ沿うようにアドバイスする。ただ、静かにさせるために飲ませ

ているなどの場合には、授乳の必要性や栄養、口腔ケアの話をし、卒乳ポイ

ントなどを紹介する。

食事づくり (12) 味付けが分からない (8) 0.8 味覚の発達、身体への影響を伝える。塩分の過剰摂取などの問題を伝え

る。薄味にし、食材の味を大切にする。

調理の仕方が分からない (2) 0.2 幼児食の試食を用意。レシピ等を配布。

おてつだい (1) 0.1 なし

食事の環境 (1) 0.1 なし

(213) 間食の与え方 (147) 15.0 決まった時間（だらだらしない）と量（適量を小皿で渡す。食べてしまったらそ

れ以上ないこと伝える）、

食事・生活リズム (25) 2.6 食事リズムが生活リズムの確立に利用できるように支援する。生活習慣病

予防について。子どもの時間に合わせた生活リズムを。日中の活動量、睡

眠も含めて見直す。

欠食習慣 (23) 2.3 生活リズム（早寝、早起き、朝ごはんの重要性、おやつ）。家族でも何かをま

ず一口だけでも食べることから始める。

間食の兄弟による影響 (3) 0.3 上の子にも協力を求め、一緒に食べる時は下の子に合わせたものを用意。

間食の祖父母等による影響(15) 1.5 必要に応じて祖父母等にもリーフレットを配布。

食べ方 (1415) 偏食・好き嫌い (419) 42.8 無理強いせず、食卓には出す。調理（細かく刻み、混ぜる）を工夫し、食環境

を整える。周囲の大人がおいしそうに食べる。

偏食（野菜） (182) 18.6 野菜の役割、調理の工夫（切り方・味付け）、代替食品案の提供。栽培・収

穫・調理を通して食べ物にふれる。小さく刻んだり、とろみをつける。ハンバー

グや炒飯、シチューのように混ぜ込む。大人がおいしそうに食べる。公園でお

弁当等環境、同世代の児と食事する機会。

偏食（牛乳） (16) 1.6 料理に使ったり、他のカルシウム摂取食品を紹介、少しずつ飲ませる。１日

の適量を伝える。

偏食（白いご飯） (10) 1.0 おにぎりなど見た目を工夫する、ごはんの固さの確認、副菜の工夫。わんや

弁当箱にごはんの適量を盛り付け展示。

小食 (212) 21.6 おなかをすかせることを基本。状を小さくして食べやすく調理の工夫、提供方

法を提示。食事環境を整える。お手伝いや買い物に参加してもらう。

むら食い (178) 18.2 食べない時の食事リズムを確認。１週間単位で平均的に食べているか確認

し、環境、心理面で左右されることもあること伝える。対応（量の確認、食事

の与え方の工夫、食卓の雰囲気づくり、間食の与え方についての助言）

遊び食べ (127) 13.0 30分で切り上げる。時計をみせる。焦らず、無理強いせず、叱らず。生活リ

ズム。おやつの質と量の確認。空腹にする。食前の手洗い、「いただきます」

「ごちそうさま」の声かけ。

食べ過ぎる (37) 3.8 ゆっくり、噛んで食べる。おやつを減らす。１日の摂取量や野菜など食材・調

味料の工夫。

食欲がない (27) 2.8 食事リズムや間食の内容について見直し、お腹を空かせること、一緒に食べ

ることなどについて助言。

座って食べない (12) 1.2 空腹な状態で食事を開始する、おやつとの関係。30分で片づける。食事環境

を整える、座るように声かけする。共食。

ばっかり食べ (11) 1.1 長くは続かないので様子を見よう。他の食材にも興味がもてるような環境作

り等の話。

だらだら食い (11) 1.1 外遊び習慣等をつけ、空腹状態で、食事を迎える。30分程度で切り上げる、

時間を決める。食事の環境を整える。

自食しない・興味がない (9) 0.9 食べやすい形態にしてみる、食に興味を持たせること、よく遊び、リズムを

もって食事をにする

偏食（肉） (7) 0.7 ひき肉をつかったり、小さくしたり、とろみをつける調理方法、ハンバーグなど

手に持って食べられる形といった食べやすい形態へ。噛む練習。

食べなくなった (3) 0.3 空腹で食事を迎えるように。食べなくても食卓に出す。調理方法を変えたり、

何かに混ぜる。

よく噛まない (154) 15.7 噛む力をつける食材やメニューの紹介。一口の量を減らし、次の一口はなく

なってから入れる。発達遅滞や歯科との関連もある児が多いため、他職種と

連携して、統一した方向性を検討し、個別相談に対応。

共食方法 (3) 孤食 (3) 0.3 １日１回は、家族で食べられるように、協力しあう。夕食時間設定を遅くせず、

父とのふれあいは、他の方法を提案。

親の食生活習慣(9) 親の食生活に対する意識が低い(5) 0.5 集団指導を通しての幼児食の啓発等

親の食生活に対する不安 (3) 0.3 薄味、調理形態を子どもに合わせるように指導。栄養士、保健師で対応。

食品に対するこだわり・

考え方

(1) 0.1 なし

育児方法 (7) 母が子どものなすがま

まの対応

(5) 0.5 いろいろな食品を楽しんでたべれるような工夫を食育の教室等でフォロー。

食べさせ方 (2) 0.2 なし

マナー・

しつけ

(8) 食具の持ち方 (4) 0.4 親が見本となる。遊びの中でも、指先を使ったり練習する。スプーンを下から

持てているかどうか

食事マナー (3) 0.3 繰り返し教えること、学習させること、「ほめることも忘れずに」と話している。

待つ体験 (1) 0.1 なし

その他 (4) 母の状況 (1) 複雑な家庭環境 (1) 0.1 関係する職種や関係機関と情報を共有し、支援や指導の方向性を確認しな

がらケースに関わるよう配慮する。

育児方法 (3) 育児方法 (1) 0.1 なし

母以外の家族の対応 (1) 0.1 なし

指しゃぶり (1) 0.1 なし

下位サブカテゴリ

(テクスト数）
フォロー例

食事・間食

のリズム

カテゴリ

(テクスト数）

上位サブカテゴリ

（テクスト数）
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2	 栄養指導のポイント 12, 18) 
	 研究班では、栄養学から見た妊婦・乳幼児健診における母子保健指導に関する市町村調査をふま

えて、標準的な乳幼児期の健康診査と保健指導に関する手引き（栄養指導のポイント）を作成した

（PP 5-5-21）。 
 
1）乳児期における栄養指導 
管理栄養士・栄養士が乳児や乳児を持つ保護者への栄養指導を行う際には、医師、歯科医師、保

健師、助産師、看護師、歯科衛生士、保育士及び心理相談を担当する者をはじめ、母子保健に関与

する職種のすべてと連携し、乳幼児をめぐる授乳、離乳をはじめとする栄養の諸問題に対して、多

方面から総合的な指導や助言を行うことが必要である。 
 
（1）生活の質（QOL） 
授乳は、安心と安らぎの中で母乳（ミルク）を飲む心地よさを味わい、安心感や基本的信頼感を

確立する。離乳が始まると、乳児期の子どもにとって食事の楽しさは、食欲や健康状態、食事内容、

一緒に食べる人といったこととも関連し、食生活全体の良好な状態を示す一つと考えられている。 
 
（2）健康・栄養状態 
乳児期の栄養指導では、成長曲線による成長の経過、母乳・ミルクの時間・量、離乳食の内容・

量、子どもの様子などから、成長・発達や栄養の状態を確認する。それらをふまえ、保護者の状態

をしっかり受け止め、子どもの健康を維持し、成長・発達を促すよう支援を行う。 
 
（3）食事内容 
授乳期は、乳汁分泌を促すために母親は十分な栄養と休息をとることが大切である。適切な授乳

方法を選択でき、実践できるような支援が必要となる。 
離乳期は、子どもがいろいろな味や舌ざわりを楽しみ、味覚などの五感を味わうことができるよ

う、子どもの月齢、口腔機能の発達に応じた離乳食の食品の種類と組み合わせ、調理形態・調理方

法、離乳の進め方の目安に関する知識やスキルが必要となる。調理形態は、5～6か月頃は滑らかに
すり潰した状態、7～8か月頃は舌でつぶせる固さ、9～11か月頃は歯ぐきでつぶせる固さ、12～18
か月頃は歯ぐきで噛める固さを目安とする。 
なお近年、食物アレルギーに対する関心が高まっている。「授乳・離乳の支援ガイド」では、食物

アレルギーへの対応の基本として「アレルギー疾患の予防や治療を目的として医師の指示を受けず

にアレルゲン除去を行うことは、子どもの成長・発達を損なう恐れがあるので、必ず医師の指示を

受ける。」としている。食物アレルギー診療ガイドラインでは、「正しい診断に基づいた必要最小限

の食物除去」とする治療方針が示されていることから 99)、食物アレルギーに対する不安により、自

己判断で食物除去を行うことがないよう注意が必要である。 
 
（4）食生活習慣	  
授乳は、親子の健やかな関係を形成する上で重要である。母親の優しい声かけとぬくもりの中で、

ゆったりと飲むことで、子どもの心が安定し、食欲が育まれていく。授乳時は、できるだけ静かな

環境で、しっかり抱いて、優しく声をかけるよう支援する。 
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	 離乳期には、離乳食の回数、母乳・ミルクの与え方等の進め方の目安、完了に関する知識が必要

となる。さらに子どもは、離乳開始時には食物に興味を示し始め、後半には自分で食べたがるよう

になる。色々な食べ物を見て、触って、味わい、自分で進んで食べようとする力が育まれる。手づ

かみ食べや家族と一緒に食べることを楽しむことで、食べる楽しさを体験させていくことが大切で

ある。なお、子どもによって個人差があるため、子どもの発達や日々の様子を把握しながら、離乳

をすすめ、強制しないように配慮することを伝えていく。 
 
（5）ソーシャルサポート 
授乳期には、授乳への理解と支援が深まるように父親（パートナー）や家族、身近な人への情報

提供をすすめていく。また、授乳で困ったときに気軽に相談できる場所づくりや、授乳期間中でも、

外出しやすく、働きやすい環境を作っていくことも必要である。 
 
2）幼児期における栄養指導 
管理栄養士・栄養士が子どもや保護者への栄養指導を行う際には、市町村保健センター内での栄

養指導のみでなく、その後のフォローも考慮し、保健所、医療機関、助産所、保育所、地方公共団

体、地区組織等すべての関係機関が有機的に連携しうるよう、地域の組織的な体系を整備すること

を含めた支援を検討することも重要となる。 
 
（1）QOL 
幼児期の子どもにとって、乳児期同様、食事の楽しさは、食欲や健康状態、食事内容、一緒に食

べる人、食事の手伝いなども関連し、食生活全体の良好な状態を示す一つと考えられている。具体

的には、お腹が空き、食事を喜んで食べ、心地よい生活を味わえるようになることなどが重要であ

る。また幼児期は、自立心が高まる時期である。食事でも子どもができることを増やし、達成感や

満足感を味わえる体験や子ども自身が意欲的に取り組む体験をつむことが重要である。 
 
（2）健康・栄養状態 
	 幼児期は、乳児期に次いで心身の発育・発達が著しい時期である。子どもの身体発育や栄養の状

態を定期的に確認する。 
 
（3）食事内容 
子どもの咀嚼機能や摂食行動の発達を促すため、また様々な食べ物を食べる楽しさを味わうため、

色々な種類の食べ物や料理を味わう体験を積み重ねられる支援を行う必要がある。子どもの咀嚼や

嚥下機能の発達に応じて、食品の種類、量、大きさ、固さなどの調理形態に配慮する必要がある。

さらに幼児期は消化機能が未熟であるため、3 回の食事では必要な栄養素を摂ることが難しい。間
食の摂り方には、果物、野菜、牛乳・乳製品、穀類、いも、豆類など、食事で摂りきれない栄養素

を補えるものを選択できるよう配慮が必要である。 
 
（4）食生活習慣 
	 規則正しく食事をする習慣の獲得、食事リズムの基礎の形成など、食習慣の基礎が確立する重要

な時期である。食事及び間食のリズムを整え、お腹が空くリズムを持つよう支援を行う。 
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発達の面では、咀嚼機能が獲得されていく重要な時期である。よく噛む習慣を導くため、一緒に

噛むまねをして噛むことの大切さを伝えていく。また食行動が発達していく時期でもあり、手づか

み食べからスプーンや箸等を使用する食べ方の変化だけでなく、自分に見合った食事量を理解し、

自分で食べる量を調整する、食事・栄養バランスを理解し実践する、また食べ物や身体のことを話

題にするなど、食生活や健康に主体的に関わるようになっていく。共食に関しては、家族や仲間と

食事を楽しめるようになり、食事マナーを身につけることも必要となる。食事づくりに関しては、

食事の準備や調理などに関わることができるようになる。これらの発育・発達に応じて、子どもの

食べる力を育てる支援を行っていく。 
	 一方、幼児期は食欲不振、偏食、少食、むら食い、咀嚼拒否等の問題が起こりやすい。食事を無

理強いしない、食事時間を決めだらだら食べることをやめる、お腹が空くリズムを持つ、家族そろ

って楽しく食事ができる雰囲気を作るなど、その子の状況に応じた支援を行う。 
 
（5）ソーシャルサポート 
	 家庭内や地域の育児支援が得られるよう、母親への情報提供が必要である。その際には、幼児期

の発達は、地域社会や集団生活の影響を受けることが大きくなることから、保育所や幼稚園等の地

域資源の情報も視野に入れることが必要である。 
 
3	 他機関と連携した栄養指導・食育 
1) 他機関と連携した栄養指導・食育の実態調査 
	 研究班では、「手引き」の作成を踏まえた全国調査（研究班調査）を実施し、標準的な乳幼児健診

モデルの作成につながる論点を整理した（PP 5-5-21）12)。栄養に関しては、多職種の専門分野の強

みを生かす保健指導として、他機関と連携した集団の栄養指導・食育の評価の実施状況とした（PP 
5-5-22, 23）。なお、他機関と連携および評価していると回答した市町村には、栄養指導・食育の連
携組織および職種について再調査した。 
他機関と連携した集団の栄養指導・食育の評価の実施状況は、設問「乳幼児期の子どもや保護者

を対象とした、集団で実施される栄養指導や食育の取組みを他機関（保育所、幼稚園、関係団体、

企業など）と連携して行い、その評価をしていますか」に対して、「他機関と連携しており、評価も

している」「他機関と連携しているが評価していない」「他機関と連携していない」「その他」から択

一式で回答を得た（PP 5-5-24）。他機関と連携している市町村は、全体の約7割で、連携して評価
まで行っているのは、全体の約 3割だった（PP 5-5-25）。なお、これらの該当率に自治体規模によ
る違いはみられなかった。 
	 さらに、二次調査を行い、栄養指導や食育の事業の実態や評価をする上で、どのような組織と連

携したか回答を求めた（PP 5-5-26）。その結果、連携組織で、最も多かったのが保育所で、食生活
改善推進員、母子保健推進員等の住民組織、子育て支援センター、幼稚園の順に多いことが明らか

になった。また、栄養指導や食育の事業を実施および評価する際に、どのような職種が関わったか

調査したところ、管理栄養士が最も多く、次いで保育士・幼稚園教諭、保健師、栄養士が多いこと

が明らかになった。 
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2)	 他機関と連携した栄養指導・食育の評価のポイント 13)（PP 5-5-27,31） 

（1）他機関と連携した集団の栄養指導・食育の評価のポイント 
栄養指導・食育の評価を実施するため、保育所、幼稚園、関係団体、企業などと連携するポイン

トは 3つある。 
1 つ目に、他機関に対して栄養指導・食育に関する課題と、達成目標及び指標を明確に提示し、
共有することである。また栄養指導・食育の対象者の行動変容を促すためには、地域関係者ととも

に課題を明らかにし、達成目標を決定することが有効ともされている。 
2つ目は、評価方法（評価の視点、評価基準など）を栄養指導・食育に係わる関係者が共有する。
乳幼児は発育の個人差も大きく、発達過程の途中であるため、すぐに栄養指導や食育の効果を判断

することは難しいこともある。したがって、他機関との連携は一時点に限らず、長期的な地域内の

体制作りも重要である。 
3 つ目は、これらの一連の過程を実践する場をどう設定するかにある。すでに多くの市町村業務
を実施している中で、他機関と栄養指導・食育に関する課題共有、評価を行う場を新たに設定する

ことは（その課題に対する緊急性の高さにもよるが）、現実的には難しい。母子保健における栄養指

導・食育で扱う課題も多く、優先課題を検討することも困難となる場合がある。また実施者や評価

者によって扱う課題の内容が変わってくる。他機関との連携がない市町村においては、すでに他機

関と連携し取り組まれている課題（低出生体重児や発達障害、妊産婦の喫煙等）に対する事業があ

れば、既存の事業の中で、栄養指導・食育に関わる課題を提案し評価項目に加えることも方法の一

つである。他機関と連携した事業を実施しているが、評価していない場合においては、既存の事業

の範囲で、まずは対象者の実態把握を行い、課題の共有、評価指標の決定、評価を行う一連の流れ

を事業の中に組み込むことが必要である。 
 
（2）地域性を考慮した栄養指導・食育への応用・展開について 
	 集団で実施される栄養指導や食育の取組みは、各市町村の実態に応じて進めることが重要であり、

また市町村にある他機関とのつながりが地域によって様々であるため、実施方法や評価方法を標準

化することが難しい。そのため各市町村の栄養指導担当者が、実態に応じた栄養指導・食育を他機

関と連携して実施・評価することが望まれる。また地域性を把握し、栄養指導、食育における優先

課題を検討するためには、他市町村等、他地域との比較や議論をする場が望まれる。このような場

の設定において、保健所には、地域の健康・栄養状態や食生活に関する管内市町村の状況の差を明

らかにする役割があることから、保健所の担う役割は大きいと考える。 
	 しかし、ゼロから新しい事業を実施・評価することは現実的には難しい。そのため、いくつかの

市町村及び保健所で実施されたグッドプラクティス（好事例）を提示し、各市町村の乳幼児や保護

者の健康・食生活上の課題、実施側のマンパワーや連携できる他組織とのネットワークの形成状況

等に応じて、応用・展開していくことが必要であり、その支援体制を整える必要がある。 
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付属 DVD の活用方法について 

現場従事者等を対象とする研修教材（Power Point）について 

 
	「乳幼児健康診査事業	 実践ガイド」では、乳幼児健診事業の標準化につなげるための研修教材を DVD
に収載しました。乳幼児健診事業の従事者を対象とした新規または現任者研修等に活用していただくこ

とができるよう、項目ごとに Power Pointを作成しました。 
	 Power Pointのノートには、それぞれのスライドの説明を加えてありますので、乳幼児健診事業の企
画・運営や評価にあたる市町村の担当者や、市町村事業への助言指導にあたる都道府県の担当者が、現

場での研修の講師として、その内容を従事者向けに伝達いただくことが可能です。 
	 尚、一部を改変して使用する場合等は、引用元および改変した旨を利用されるスライドに記載してい

ただくようにお願いいたします。 
 
	 【ノート表示の例】 

 

 

現認者研修などに、 

スライドを、そのまま

活用いいただけます。 

ノートには、スライド

内容の説明を付記し

ました。 
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原田	 直樹 
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佐藤	 睦子 
樺山	 舞 
市川	 香織 
黒田	 美保 
石川	 みどり 
衞藤	 久美 
祓川	 摩有 
高橋	 希 
前野	 佐都美 

あいち小児保健医療総合センター 
山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座 
大阪府立病院機構大阪母子医療センター 
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森之宮病院神経リハビリテーション研究部 
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福岡県立大学看護学部ヘルスプロモーション看護学系 
大阪医科大学看護学部公衆衛生看護学領域 
大阪府立大学大学院看護学研究科博士後期課程 
大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 
文京学院大学保健医療技術学部看護学科 
広島修道大学健康科学部 
国立保健医療科学院生涯健康研究部 
女子栄養大学栄養学部国際協力学研究室 
聖徳大学児童学部児童学科 
千葉県健康福祉部健康づくり支援課 
あいち小児保健医療総合センター保健センター 
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